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【開催日】 令和４年９月９日（金） 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後５時１３分 

【出席委員】 

分科会長 長谷川 知 司 副分科会長 宮 本 政 志 

委員 伊 場   勇 委員 岡 山   明 

委員 笹 木 慶 之 委員 古 豊 和 惠 

委員 前 田 浩 司   

【欠席委員】 

 なし 

【委員外出席議員等】 

議長 髙 松 秀 樹   

【執行部出席者】 

企画部長 和 西 禎 行 企画部次長兼情報管理課長 山 根 正 幸 

企画課長兼ＰＰＰ/ＰＦＩ推進室長  工 藤   歩 企画課主幹兼デジタル推進室主幹  池 田 哲 也 

企画課政策調整係長 藤 井 貴 大 企画課行政経営係長 福 田 淑 子 

シティセールス課長 杉 山 洋 子 シティセールス課課長補佐 道 元 健太郎 

シティセールス課定住促進係長 水 野 雅 弘 シティセールス課観光振興係長 渋 谷 桂 介 

シティセールス課広報係長 原 野 裕 美 デジタル推進室長 九 島 美 波 

デジタル推進室主任 山 下  弘   

教育長 長谷川  裕 教育部長 藤 山 雅 之 

教育総務課長 浅 川  縁 教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い 熊 野 貴 史 

教育総務課総務係長 福 田 麻奈美 学校教育課長 長 友 義 彦 

学校教育課主幹 佐 野 崇 幸 学校教育課主査 三 藤 恵 子 

学校教育課学務係長 三 浦 泰 平 学校教育課学務係主任 大 江 祥 代 

埴生幼稚園長 桶 谷 美 和 学校給食センター所長 和 田 英 樹 

学校給食センター主査 日 浦   操 学校給食センター栄養指導係長 木 村 晶 子 

社会教育課長 舩 林 康 則 社会教育課主幹 亀 田 由紀枝 
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社会教育課社会教育係長 柿 並 健 吾 社会教育課人権教育係長 來 嶋 孝 明 

社会教育課文化財係長 安 藤 知 恵 中央図書館長兼厚狭図書館長 山 本 安 彦 

中央図書館副館長 増 冨 久 之 中央図書館主査 銭 谷 幸 子 

厚狭図書館副館長 岡 原 一 恵 歴史民俗資料館長 若 山 さやか 

会計管理者兼出納室長 岩 佐 清 彦 監理室長 井 上 岳 宏 

監理室契約係長 野 田 記 代 選挙管理委員会事務局長 亀 田 政 徳 

選挙管理委員会事務局次長  渡 邉 俊 浩 監査委員事務局長 石 田   隆 

【事務局出席者】 

議会事務局長 河 口 修 司 庶務調査係長 田 中 洋 子 

【審査内容】 

１ 議案第５８号 令和４年度山陽小野田市一般会計補正予算（第５回）につ 

いて                  （総務文教常任委員会所管分） 

２ 議案第４８号 令和３年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定につい   

 て                   （総務文教常任委員会所管分） 

 

午前９時 開会 

 

長谷川知司分科会長 おはようございます。ただいまから一般会計予算決算常

任委員会総務文教分科会を開会いたします。最初に、議案第５８号令和

４年度山陽小野田市一般会計補正予算（第５回）について、審査番号③、

教育委員会、歴史民俗資料館から説明をお願いいたします。 

 

舩林社会教育課長 歴史民俗資料館費について御説明します。歴史民俗資料館

費、設計委託料ですが、補正予算書２３、２４ページを御覧ください。

１０款教育費、５項社会教育費、３目歴史民俗資料館費、１２節委託料

の設計委託料５万３,０００円は、歴史民俗資料館のエレベーター更新事

業に係る設計業務委託料の増額です。このほど入札を執行して業者決定

し、委託料が確定したことにより、委託料を増額し、あわせて地方債を

増額するものであります。当初の計画では設計委託料１１０万２，００
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０円を計上していましたが、この度の補正にて５万３，０００円増額し、

設計委託料を１１５万５，０００円とし、あわせて財源である地方債を

９０万円から１００万円へ１０万円増額し、一般財源を４万７，０００

円減額するものです。なお、地方債については、補正予算書の７ページ

を御覧ください。歴史民俗資料館整備事業債の補正前の額９０万円を補

正後１００万円としています。また、歳入予算については、１５、１６

ページを御覧ください。２２款市債、１項市債、８目教育債の３節社会

教育債で１０万円の予算を計上しています。説明は以上です。ご審査の

ほどよろしくお願いします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付

けます。 

 

伊場勇委員 そのエレベーターの改修について、いつできるか、計画を確認さ

せてください。 

 

舩林社会教育課長 今年度につきましては、設計業務委託を行うことにしてお

ります。来年度、その設計に基づき改修する予定となっております。完

成も来年度中です。 

 

前田浩司委員 エレベーターの更新という話がありましたけれども、何か新し

い機能を追加するのか、機器的に不具合があって、ただ、それだけを更

新されるのか、具体的にその辺を御説明いただけますか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 今回の更新は、今まで油圧式のエレベーターを開

館当初から設置しておりまして、今回、油圧式がもう部品等の製造もし

ておらず、点検等もできなくなるということから、それらを鑑みて、今

度新しくロープ式のエレベーターに構造自体を変えたもので設置する予

定としております。 
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岡山明委員 確認ですけど、そのエレベーターは、たしかお客さんが乗るよう

なエレベーターじゃないですよね。 

 

安藤社会教育課文化財係長 来館者にも御利用いただいておるエレベーターで

ございます。 

 

岡山明委員 私はエレベーターがある覚えがなかったもんですからね。それは

当初から設置されていたエレベーターですか。 

 

若山歴史民俗資料館長 昭和５７年の開館当初から館内に設置されているエレ

ベーターになります。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）な

いようでしたら、私から。油圧式からロープ式となると、構造的にも上

のほうに増築とかが出てくるかどうかをちょっと確認します。 

 

安藤社会教育課文化財係長 ロープ式に変わるということで、１階にある機械

室が全部取り外されまして、実際、今ある庫内を使って更新するという

ことです。特に建物に何か大きく影響があるということは聞いておりま

せん。 

 

長谷川知司分科会長 それと設計がもう決まったということなので、参考まで

に設計を受けた落札業者の業者名が分かれば教えてください。 

 

安藤社会教育課文化財係長 業者名は翔設計でございます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

これで歴史民俗資料館の補正の審査を終わります。同時に、議案第５８

号令和４年度山陽小野田市一般会計補正予算（第５回）の総務文教分科

会担当の補正を終わります。続きまして、議案第４８号令和３年度山陽
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小野田市一般会計歳入歳出決算認定について、審査番号⑧から行います。

１３、１４が審査事業として挙がっておりますので、まず、この説明を

お願いいたします。 

 

舩林社会教育課長 それでは、審査事業１３番、ふるさと文化遺産登録活用事

業について御説明させていただきます。４３ページをお開きください。

実施計画名は文化財保護活用事業、事務事業名はふるさと文化遺産登

録・活用事業です。事業の概要として、評価が厳選される指定文化財以

外にも、地域の財産として親しまれ大切にされている文化的財産は多く

あり、一定の価値づけを行うことで、市民が誇りを持って広く紹介し活

用を図ることが可能になります。本制度を通して、そうした価値づけを

行い、市民のアイデンティティの確立と併せ、ふるさと学習での活用を

図ります。令和３年度事業としては、令和２年度登録した山陽道の冊子

を印刷発注し、活用を図りました。令和３年度決算額は、冊子の印刷製

本費９万９，０００円です。印刷した冊子は歴史民俗資料館で販売をし

ており、販売収入１万円を一部充当しています。成果指標としては、令

和３年度ふるさと文化遺産「窯のまち」を登録し、今までの登録件数で

いうと６件目になります。活動指標としては、ふるさと文化遺産をテー

マにした地域、学校、団体との連携事業の実施回数が目標の１０回を達

成し、市内外の多くの方に、ふるさと文化遺産を知ってもらう機会とな

り、郷土愛の醸成が図られたことから、目標達成度はＡとしております。

令和５年度に向けた課題及び改善策としては、新規登録に向けた情報収

集や調査研究など相当の時間を要することから、数年ごとの登録を目標

とし、計画的に準備を進める必要があります。また今まで以上にふるさ

と文化遺産の活用の場を広げ、あわせてファイル販売数も伸びるよう努

めてまいります。説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

長谷川知司分科会長 ただいま説明が終わりました。委員から質疑を受け付け

ます。 
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伊場勇委員 活動指標又は成果指標の２ですけども、連携事業の実施回数が一

緒に載っていますが、この連携事業は、例えばどういうことを指すんで

すか。地域、学校、団体と書いていますが、全部の学校がすると、この

回数にならないと思うんですけど、具体的な内容を教えてください。 

 

安藤社会教育課文化財係長 活用についてなんですが、地域交流センターで昨

年度は４か所、それから埴生中学校の１年生を対象に、山陽道は、地元

の町に通っている街道ですので、埴生中学校を対象に授業をしたことと、

あと、津布田小学校では、閉校に合わせて景観まちづくり学習を年間通

してされましたので、その中で文化財のお話もさせていただきました。

あとは教員の研修対象で、１０００日プランというものがございまして

２年目の先生に対して、地域の学習を知ってもらう教材の紹介というこ

とで、ふるさと文化遺産を使った地域学習に取り組んでまいりました。 

 

伊場勇委員 令和２年度が目標の８回やりました。令和３年が１０回中１０回

ありましたということですが、いろいろやられた事業を聞くと、それぞ

れ学校にこういうことがありますよと打診すると、１０回以上行くよう

になると思うんですけど、こういった事業どうですかということを各学

校にアナウンスしたりするんですか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 各学校には、校長会でこういったふるさと文化遺

産の授業をテーマにしたものを、歴史民俗資料館の学芸員が出前講座で

きますというような内容を紹介させていただいておりまして、今年度、

かなりお声を掛けていただいております。 

 

笹木慶之委員 文化財審議会の関わりというのはどうなっているんでしょうか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 ふるさと文化遺産は６件のテーマを決めておりま

すが、今後、どのような内容でふるさと文化遺産の登録を進めていくか
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ということを昨年度第２回目の審議会で議題として挙げさせていただい

て、委員の皆様から様々な意見を頂き、今後の登録の目標をどういうこ

とに据えていくかというところを今検討しているところでございます。 

 

笹木慶之委員 私が思いますのは、やはり一番先頭を切っていくのは、文化財

審議会じゃないかと思うんですよ。この本市の文化財の価値感から始ま

って、やはり未来へつなげていくといったものについての評価はいわゆ

る専門家のほうでされて、そして、それをそれぞれ地元に持ち帰って、

検討するという形でないと、ただ、ランダムに地元にこれどうですかと

出したところは、市としてバランスが取れた評価にならないと思うんで

すよね。だから、まず市としてバランスの取れた評価をした上で、それ

について、地元に回して協議させるという方法でないと、出来上がった

ときの成果が薄いものになるんじゃないかなと思ったわけです。その点

については、しっかり確認されておられますね。 

 

安藤社会教育課文化財係長 笹木委員のおっしゃるとおり、しっかり協議を進

めてまいりたいと思っております。 

 

宮本政志副分科会長 先ほど、課長が目標達成度Ａの根拠は、実施回数１０回

できたから目標達成Ａと言われたんですけど、１０回の根拠を教えても

らえますか。 

 

舩林社会教育課長 何を積み上げて１０回とは決めていなかったんですが、令

和２年度の８回の実績を上回るというところは考えておりましたが、そ

れと山陽道ができたということで、山陽道を活用した講義等を実施した

いということで、１０回を掲げておりました。積み上げて、小学校に何

校とか、そういったことで１０回としていたわけではございません。 

 

宮本政志副分科会長 それと、活動指標と成果指標３番のファイル販売数が１

０％になっていますよね。昨年と比べると、少し数字が下がってるんで
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すけど、この辺りを御説明していただいていいですか。 

 

舩林社会教育課長 そこは、もう少し努力をしなければいけないところと痛切

に思っております。令和２年度に１７６冊売れておりますのは、ふるさ

と文化遺産ファイルであり、山陽道ができた直後にいろいろな場所で講

演会を行い、それから、市で大きな講演会を行いましたので、そこで販

売がかなり多かったというのがあります。それを見込んで２００冊とい

う設定をしましたが、既に買われたお客様が多かったのか、令和３年度

はそれほど伸びなかったというところでございます。 

 

宮本政志副分科会長 この課題に関しては、もう把握していらっしゃるみたい

ですけど、新たに何か対策を講じられますか。 

 

舩林社会教育課長 現在、６件目の窯のまちというテーマのふるさと文化遺産

を登録して、印刷もでき上がっております。この販売に力を入れていき

たいのと、あわせて、過去の５冊のふるさと文化遺産の冊子についても

紹介し、セット販売にも力を入れていきたいと思います。 

 

岡山明委員 １０回という開催回数なんですけど、どういう内容の開催ですか。

地域、学校、団体との連携事業の実施回数、その内容を教えてください。 

 

安藤社会教育課文化財係長 改めて御説明します。地域交流センターで４か所、

中学校で１か所、あと津布田小学校の閉校に合わせて、景観まちづくり

のときにさせていただいたので、地域発表会を最後にやりましたので、

地域の方にも子供たちの成果を見ていただきました。 

 

岡山明委員 それは先ほどお話しされて、中学校とか小学校とか出ているんで

すね。中学校でどういうものが開催されたか分かれば、具体的にお願い

します。 
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安藤社会教育課文化財係長 埴生中学校では、１年生を対象に山陽道の講義を

歴史民俗資料館の学芸員が出前講義いたしました。地元に山陽道という

古くからある街道が通っておりまして、有名な豊臣秀吉も立ち寄ったと

いう説もありますので、そういった話も含めて、子供たちにより地元の

歴史を知っていただく紹介の場になったと考えております。 

 

岡山明委員 今の内容を聞くと、中学校に歴史資料館の講師が出前講演されて

いるということで、今は埴生での話でした。１０回開催されていますが、

中学校や小学校は市内にたくさんありますよね。各小中学校への出前講

演を１回されているんだから、その延長で計画的に講演する体制を立て

られているのかをお聞きします。 

 

長谷川教育長 先ほど学校でのふるさと文化遺産の活用について、説明させて

いただきました。実は、私自身も反省するんですが、私は、昔の山陽町

から、今は山陽小野田市になっていますけども、そこでずっと住んで、

生活してきたんですが、このまちのことを本当に分かっていない。この

小野田というまちが、埋立て、干拓によって出来上がっていった過程で

あるとか、厚狭に殿町という町がありますが、何で殿が付くんだろうな

ど、十分理解できていなかったり、これからの世代を担う子供たちがそ

ういう状況ではいけないということから、届ける文化財をやろうという

ことで、各学校や地域に歴史民俗資料館の職員が出ていって、こういう

文化財についてお話をする機会を作っていこうということでスタートし

て、ずっと来ているわけです。学校についても、コロナ禍で活用が少し

鈍いところはあるんですけれども、将来的には全ての学校が計画的に受

講できるような形を作ってまいりたいと考えております。 

 

古豊和惠委員 教育長のお話の中では、「今からやっていきたい」ということ

でしたが、私の記憶の中では、４年生のときに授業で地域のことを勉強

する機会があるのではないかなと思っています。それによって、子供た

ちが「山陽小野田市ってすごいところなんだ」と認識しつつ、好きにな
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っていくのかなと思っていたんですけれど、さっきの話の中では埴生中

は、山陽道が昔あって、津布田は閉校に合わせてという話がありました

けど、何か機会があったときに、また特別に授業される、また、学校で

４年生ぐらいに勉強するのとはまた別に特別に授業を行われているとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

長谷川教育長 今御指摘がありましたふるさとの学習については、学習指導要

領の中で４年生にきちんと位置づけして、そして副読本も市で作ってお

りますので、それに従って、全市の子供たちが小学校４年生のときには

学習をしています。それプラスで今話しているものがあります。ふるさ

とを愛し、誇りに思う子供たちを育成しようと思ったら、場を捉えて、

私たちが語っていく場が必要ではないかということです。先ほど歴史民

俗資料館が学校にそういったものを届けるという話をしましたけれども、

授業をする先生方にも深い理解をしていただきたいということから、先

ほどありました本市に入ってきた先生方で、新採２年目の先生方には、

本市の歴史をしっかり学んでもらって、それを教材化して子供たちに授

業をできる体制も整えてきております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）一

つ聞きたいんですけど、６か所ほど登録されています。これらに対して

助成とか何か修理とかという考えはございますか。例えば、高泊開作で

言えば、勘場屋敷があると思うんですね。そういうことに対しては、前

回お聞きしたかもしれませんが、それらについてどのようになっている

のか。朽ちるがままになっているのかどうかを確認したいんです。 

 

舩林社会教育課長 ふるさと文化遺産の６個のテーマに基づいてというところ

は特段ございませんが、このふるさと文化遺産というのは、教育委員会

と文化財審議会等が協力して設定して、ストーリー性のあるものを冊子

にしておるものです。これに掲載されたものに対して補助を出すという

考えはありませんが、市内の各所にある指定文化財であったり、あるい
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は指定でなくても、重要な文化財には補修の経費等を補助しております。

勘場屋敷については、勘場屋敷の前庭であったり、それから、時々、建

物を開けて風を通すということを地元の自治会にお願いしております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはいいですか。（「ありません」と呼ぶ者あり）

では、次の審査事業１４に行きましょう。 

 

増冨中央図書館副館長 それでは、審査事業１４番、電子図書館システム導入

事業について御説明いたします。審査資料の４４ページを御覧ください。

この事業は、令和２年度から、コロナ禍で外出の自粛が増え図書館利用

者も減少したため、コロナと共存しながら在宅でも図書館を利用できる

ように、環境を整備する必要があり導入した事業です。令和３年６月議

会で補正予算を審査、可決していただき、その後、委託契約を締結後、

システムを導入し、選書作業を進め、令和３年１０月から山陽小野田市

電子図書館を開始しました。電子図書館を利用できる対象者は、図書館

の利用者カードを登録済みで、市内に在住又は在勤・在学されている方

となります。電子図書館の利用申込をしていただくと、ＩＤとパスワー

ドをお知らせしますので、お持ちのパソコン、スマートフォン、タブレ

ット等で、山陽小野田市電子図書館にアクセスしていただき、ＩＤ・パ

スワードを入力しログイン後、借りたい電子書籍を選んで借りていただ

くものです。貸出点数は１人５点までで、貸出期間は２週間です。返却

手続を忘れていても、貸出期限が来ると自動的に返却となります。成果

としまして、高齢者、障がい者、自宅療養者・子育て中の保護者などの、

これまで図書館に来館することが困難であった人々にも、いつでもどこ

でも電子書籍を利用できるようになり、利用者の層を広げることができ

ました。また、特にコロナ禍での感染予防の観点からも効果があり、今

後も需要が見込まれる事業であると考えております。目標達成度は、電

子図書館の利用の促進に努めてまいりましたが、年度の途中に開始した

事業であり、利用状況が１００％以上の成果ではないと考えて、Ｂとし

ております。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたします。 
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長谷川知司分科会長 執行部からの説明が終わりましたので、委員からの質疑

を受け付けます。 

 

古豊和惠委員 ここで借りられた方というのが、令和３年度は高齢者、障害者

や自宅療養者、子育て中の保護者とありますが、高齢者はどのぐらいの

方が借りられたというのは分っているんでしょうか。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 利用者の内訳を調べておりますが、障害者

かどうかというところまで分からないんです。年代別に見ていまして、

６０歳以上の高齢者がどのぐらいいらっしゃるかということは調べてい

ます。調べたところでは、年齢層としては、３０代と４０代の方が一番

多くて、その次に６０歳以上の高齢者という順番になっています。高齢

者の方も、随分利用があると把握しています。高齢者の方になると、男

性の利用が多くて、３０代、４０代になると、女性の利用が多いという

傾向になっております。 

 

古豊和惠委員 ６０代以上は男性多い、３０代は女性が多い。その理由はどう

考えていらっしゃいますか。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 ３０代、４０代というのは、子育て世代で

もあります。電子書籍として提供している書籍の中に、子育て支援とい

うのを一つの柱にしています。家事、育児、レシピ本という本もそろえ

ていますので、それらの利用が女性が多いんじゃないかなと思います。

それから高齢者につきましては、健康長寿とか言われてますけれども、

認知症とか介護とか健康に役立つ本とかを電子書籍に入れていますから、

その利用が多いような統計が出ております。 

 

笹木慶之委員 目標達成度はＢということで、これは結果論ですからＢでいい

んですが、今後の令和５年に向けた取組の中で、成果が現状維持になっ
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ているんです。コストは現状維持でいいんですけど、成果は拡大ではな

いんですか。 

 

増冨中央図書館副館長 コストは現状維持でいいですけど、成果は拡大ではな

いかという御質問ですね。成果がたしかに目標達成度の６０％等程度な

んですけど、これが目標の数値が努力目標として若干高めの数値であっ

た結果でそういうことになっております。利用状況等、他市の状況とか

を調査したところ、決して他市等比べて劣っているところはないため現

在の方向性でやっていくということで、現状維持としております。 

 

笹木慶之委員 なぜお聞きしたかといいますと、私たちも実は評価表を出さな

くちゃならんわけですよ。同じように評価しなくちゃならない。したが

って、執行部がどういう腹構えで今後臨むのかについては、成果目標を

どの程度掲げ、そして、コストはどうするかというところが分析のポイ

ントになるんですよね。それで聞いたわけですが、そうしますと、目標

設定には届いていないし、十分ではないが、ほぼほぼだと。だから、拡

大する必要ないということですね。今の説明でそのように受け止めまし

た。違いますか。 

 

長谷川教育長 委員から御指摘いただきました件につきまして、御回答申し上

げます。やはりこの利用者数を増やしていくということは、私たちに与

えられた使命だと思っています。これは申請が必要ですよね。その申請

をどうすればいいのか。もっと分かりやすく、市民の皆さんに周知する

であるとか、私が一番期待しているのは、今小中学校でタブレット端末

が１人に１台ずつ整備されましたけれども、これを活用して、図書館の

本、この電子図書を読めるようにする。そうすると、随分幅も広がって

いく。それから、学校の図書館システムをこの図書館のシステムと共有

できる形を取ってきていますので、今度はその成果が先ほどの利用者に

はね返ってくる。ですから、これからは拡大していくという方向になる

のではないかと期待しているところです。今後も利用者が増えるように
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皆さんと一緒になって努力してまいりたいと考えています。 

 

笹木慶之委員 そういうお答えなら、しっかりよく分かります。やはり可能性

を求めて拡大していくということが必要じゃないかなと思うんですが、

そうすると、ここの記載が違うということですね。訂正ですね。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 気持ちは拡大です。これを上げていく段階

で、継続じゃないかという意見もありましたので、今のところは継続と

させていただいた、気持ちは拡大のつもりでございます。 

 

笹木慶之委員 分かりました。 

 

前田浩司委員 今教育長から話がありました利用者カードの件なんですけれど

も、今何名ぐらいの方がこのカードを持っておられるのか。今後この…

…（発言する者あり）だから、今の電子システムを使用するに当たって

は、図書館の利用者カードがない方は取れないと、利用者カードを持っ

ている方がこの電子図書館システムを使うことができるということだっ

たので、今この図書館の利用者カードを持っておられる方は、おおよそ

何人ぐらいいらっしゃって、そのうち何名の方がこの電子図書館システ

ムを利用しておられるのか。その辺のパーセンテージが分かれば、教え

ていただきたいんですけれども。 

 

増冨中央図書館副館長 現在の全てのはないんですけど、令和３年度の年間の

登録者数はありまして、８９２名です。１年間の登録者数です。すみま

せん。昨年度の年間の登録者数しか今数字を持っていません。 

 

前田浩司委員 今８９２名以上の方が持っておられるという認識ではあるんで

すけれども、今後はこういった図書館の電子図書システムを導入する方

向ということであれば、今実際こういったカードを持っておられる方に

封書かなんか送られて、こういうシステムがあるから、今後はもっと活
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用方法に幅が広がりますよという案内文を送られると、１人でも２人で

も人数が増えるんではないかなということでお尋ねさせていただいたん

です。先ほど教育長の話でありましたように、今、小中学校はパソコン

を持っておられるし、もっともっと実物の本以外にこういうシステムも

あるので、子供たちにもしっかりこういったカードを作成していただい

て、そういったカードの普及活動もしっかり考えていただきたいという

ことなのですが、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 利用を増やすということですけれど、これ

までも電子書籍の利用を増やすということで、いろいろな試みをしてき

ました。それで、利用カードを持っていらっしゃる方々に対しては、本

を借りていただくときに、返却期限表というのをお付けしているんです

けど、その中に「電子書籍が利用できますよ。どうぞ御利用ください」

というメッセージを添えて、その本を借りていただくようにしています。

それから、館内でのＰＲはもちろんのこと、小中学校に対しては、それ

ぞれの図書室にポスターを貼らせていただいて、電子書籍を御利用くだ

さいとか、公民館や地域交流センター等もできるだけ目に付くようにＰ

Ｒしているところではあります。現在８月末時点で、登録者が５８４人

となっております。今後、これを増やしていく、小中学校の児童生徒た

ちがみんな登録すればもっと増えるわけですけれども、そういうことも

頭に入れながら、少しずつ普及していくように努力していきたいと考え

ております。 

 

岡山明委員 利用者カードの図書館利用者は８９２名という利用者数なんです

けど、私はこの倍ぐらいいらっしゃるかと思ったら、１，０００人もい

らっしゃらないという状況ですか。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 これは年度の登録者ということなので、昨

年度とか一昨年度に登録された方がいらっしゃいますよね。その方々も

ずっとカードを持っていらっしゃるわけです。累計で言いますと、令和
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２年度は５万１，８１３名となっています。 

 

岡山明委員 私は利用者ではないんですけど、息子が他県におって、持ってい

るんです。帰ってきたときにそのカードを使うという状況なんですけど、

そういうことで、５万１，０００人は何年の累計ですか。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 令和２年度末の累計の登録者数でございま

す。 

 

岡山明委員 令和２年度までに５万１，０００人の方が利用されているという

状況で、単年度ですと８９０人ということで９００人いらっしゃらない

厳しい状況で、それにほぼ年間に近いようなその６割、７割の方を電子

書籍の利用者の指標という目標設定がここでやっと６００人という数字

が見えたもんですからね。そういう図書館の利用者とかその辺の概念が

出んかったもんで、今回初めてそういう累計が５万１，０００人いらっ

しゃる。年間は、約９００人が使っている。そういう中で、今後、電子

図書を推進して６００名という数の一連の流れが頭に入ったんですけど、

やはり電子図書を有効利用という話を進める中で、小学校、中学校に当

然、学校司書がおってやから、そういう方々の推進の下で子供たちの数

というのは入っていない状況ですか。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 子供たちの数も入っております。ゼロ歳か

ら１０歳まで、また、１０代の登録者数も出ておりますので、子供たち

も利用していると。この８月の電子書籍の利用のベスト１０を出したと

きに、夏休みということもあって子供の本が多かったです。それまでは

一般書が多かったんですけど、夏休みになって子供の本がベスト１０を

占めるようになりました。 

 

岡山明委員 今言われたように、夏休みには子供たちが有効利用しているとい

う状況であれば、なおさら、今後タブレットと接続するようになる状況
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ですから、しっかりと電子書籍の推進をしていただきたいと思っていま

すので、要望させていただきます。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 ちょっと補足させていただきます。電子書

籍のページの中で、特集のページを持っております。２５の特集を持っ

ているんですけど、その中で子供向けの特集ページも用意しています。

一つは、学習に役立つ理科という特集と学習に役立つ歴史という特集、

それから図鑑の特集、図鑑が見られるという特集、それから英語にチャ

レンジという特集、それから、漫画で分かる世の中のことという特集な

どを用意して、児童生徒にも利用できるように、今工夫しているところ

でございます。 

 

伊場勇委員 子供の利用も今からどんどん増えていくと思うんですけども、電

子図書なので鳥の鳴き声とか、英語だったら発音が聞けるといったもの

も積極的に今後入れていく。今どれぐらいの数があるのか教えてくださ

い。大体でいいです。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 音声を楽しむとか動画が見られる点数です

けれども、しばらくお待ちくださいませ。音声、動画が楽しめる点数は、

１２３点でございます。全体の中では４％ぐらいなんですけど、単価が

高いもので、計画的にそろえていかないといけないもんですから、まだ

その程度でございます。 

 

岡山明委員 今単価が高いという話をされました。４４ページの中で活動指標

という部分で、電子図書の購入数が令和３年度は２，５２０冊ですよね。

令和４年度は８４０冊という数字だったんですよ。もう３分の１ぐらい

までぐっと落ちているんですけど、この辺はどういう状況で冊数が減っ

とんですか。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 ８４０冊という数字ですけれども、事業評
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価シートを作成した時点で、その次の予算がこのぐらいだろうというこ

とで出した数字でございます。実際には、今年度７００万円のお金を頂

いていますので、これよりは３倍ぐらいに増えるんじゃないかなと思っ

ております。 

 

岡山明委員 お金の話をされたんですけど、電子図書の予算ですと３倍、今８

００万円やから、その３倍で２，０００万円近くということで精査する

状況なんでしょうけど、新規購入の普通の一般の本と電子図書の割合と

いうのは、どのぐらいになっていますか。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 今年度７００万円頂いていますけれども、

来年度以降ずっと続くというわけでもございません。長期的に考えて令

和８年度ぐらいまでは、７，０００点ぐらい整備できればいいかなとい

うことで今進めているところです。紙につきましては、年度で大体、７，

０００冊ぐらい購入できております。これから、電子書籍の利用が増え

るということが見込まれます。これは一般に市販されている電子書籍が

そのまま図書館で使えるわけじゃないので、図書館でしか使えない電子

書籍を購入しているわけです。一般の電子書籍のほうが、はるかに電子

書籍の点数は多いわけです。なので、何でもかんでも電子書籍で見られ

るというわけではない。その辺、まだこれから市場が開拓されていくで

しょうけれども、その伸びを見ながら整備していくということと、電子

書籍は電子書籍の特徴がございます。文字を拡大できるとか、それから

読み上げ機能が付いているとか、耳で聞いて楽しむとか、それから先ほ

ど委員がおっしゃいました鳥の鳴き声が聞こえるとか、紙にはないそう

いう特徴があります。紙には紙の特徴がございますけれども、両方の特

徴を生かした整備をしていきたいと思っております。それから、付け加

えて、今月の２日に国立国会図書館のデジタルコレクションを館内で見

られるようになりました。この電子書籍と同時にデジタル化された書籍、

これは絶版になったもの１５２万点が館内で見られるようになりました。

それから、歴史的音源と呼んでいるんですけれども、落語とか講演録と
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か、浪曲とか流行歌とか、そういうものも聞けると同時に、古くなった

雑誌も読めるということになっていますので、デジタルで利用できる資

料が格段と広がったということになります。紙の本と同時に、そういう

新しいメディアも使えるようにしていきたいし、またＰＲもしていきた

いと考えております。 

 

宮本政志副分科会長 ずっと答弁をお聞きしていまして、目標達成のために物

すごく力を入れてらっしゃることは分かるんですよ。先ほど３０代、４

０代の方が一番多いと。基本的にこの年代の方というのはもう日頃忙し

くて、その本を読むことすらなかなか時間が取れないと。でもそういっ

た方々が一番多いということですよね。もう一つ、私、実は他市の状況

をお聞きしようと思ったら、その前の答弁の中で、他市と比較しても引

けを取らない数字ですとおっしゃっていましたよね。そうすると、先ほ

ど笹木委員が触れられた、成果とかコストとか目標達成度とかがありま

すよね。目標達成度を今はそもそも高い目標値を設定していて、それに

達成してないからＢとおっしゃったんだけど、これどう見ても、今のこ

の答弁ずっとお聞きしているとＡじゃないかと思う。その辺り変更され

ませんか。これ自信持って、Ａでいいと思いますよ。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 この目標設定をしたときに、もう既に電子

書籍を導入している自治体が四つありました。萩市と、それから下松市、

光市、宇部市。このうち、萩市は、もう１０年以上前から電子書籍を導

入されているんですね。宇部市は、利用カードを持っている人に皆ＩＤ

を振り分けられたので、登録者数が６万８，０００人とバーンと上がっ

てるんです。比較になるのが下松市と光市で、下松市の登録者数が５５

２人、光市の登録者数が３５０人ということでしたので、これは６００

人にしようと考えて目標設定したところなんですけれども、実際には、

なかなかそうならなかったということであります。なのでＢです。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と発言する者あり）
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それでは事業審査事業は終わりまして、決算書をページを追って行きた

いと思います。休憩しましょう。１０時まで休憩します。 

 

午前９時５２分 休憩 

 

午前１０時 再開 

 

長谷川知司分科会長 では、休憩を解きまして分科会を再開いたします。決算

書に移ります。決算書の３２２ページから３２７ページまでで質疑のあ

る方はお願いします。 

 

笹木慶之委員 ３２５ページの廃棄物処分業務委託料が２７０万６，０８３円

となっておりますが…… 

 

長谷川知司分科会長 ちょっと待ってくださいね。 

 

笹木慶之委員 違うんですか。いや、３２２ページから３２７ページじゃない

ですか。 

 

藤山教育部長 会長が言われたところで、社会教育課に該当するのが、３２７

ページの積立金の教育文化振興基金だけです。 

 

長谷川知司分科会長 では、後ほどしましょう。私がページを拡大していって、

すみませんでした。３２６ページから３２７ページの中の２４節積立金

だけということで、教育委員会はまた昼からありますので、そちらで審

査してください。 

 

伊場勇委員 予算と比べて、少なくなっていますけれど、積立金の根拠を説明

してください。 
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舩林社会教育課長 教育文化振興基金積立金は、山口放送様の株を保有してお

りまして、その配当が年間で６万円、それと利息が入ってきますので、

９８、９９ページにあるとおり歳入しまして、それを支出で積立金とし

て出しておるということになります。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

ちょっと私から。この積立金がどれぐらいあるか教えてもらえますか。 

 

舩林社会教育課長 決算書の３８２ページの真ん中辺りのちょっと上、教育文

化振興基金で１億５，３５５万２，７２５円となります。 

 

長谷川知司分科会長 使用目的として使うことが実際にあるんですか。積立て

ばかりになっているということはないですか。 

 

舩林社会教育課長 これは、教育文化振興基金積立金の補助金というものがあ

りまして、文化振興関連の事業の費用、スポーツ関連の、その中でよく

出るのは、スポーツ少年団の事業に対する補助などで使っております。 

 

古豊和惠委員 それでは、この６万４，６９６円という不用額は何ですか。 

 

亀田社会教育課主幹 先ほど言いました６万円は、配当金として毎年入るもの

になるんですけれども、それ以外のもの、つまり利息が最近は少し下が

っておりまして、予算を少し多く取り過ぎたかなと思いますので、それ

は来年度以降、精査してまいりたいと思っております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

次に行きましょう。３４２ページから３５７ページまで、社会教育総務

費に行きましょう。 

 

伊場勇委員 委員報酬についてお聞きします。これは社会教育委員や人権教育
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推進協議会委員の報酬だと思うんですけど、コロナの状況でも通年どお

り開催されたんですか。予算から少し外れ、大分減って半分ぐらいにな

っているなと思うんですけれど、その点についてどうだったか教えてく

ださい。 

 

舩林社会教育課長 社会教育委員会議は、昨年は予定どおり３回開催しており

ます。人権教育推進協議会は２回、文化財審議会も２回開催しておりま

す。予算に対して決算額が少ないのは、欠席の方がいらっしゃるという

ことになろうかと思います。 

 

長谷川知司分科会長 欠席者が多いのは、コロナの関係ですか。 

 

舩林社会教育課長 申し訳ありません。欠席の理由は不明です。 

 

伊場勇委員 社会教育委員は１１名、生涯学習推進協議会は２４名、人権教育

推進協議会委員は１９名、文化財審議会は８名と予算書に出ているんで

すけど、そこから変動などはあったんですか。 

 

舩林社会教育課長 人数が減っているということはありませんが、委員の中に

は公務員であって無報酬という方はいらっしゃいます。途中で人数が減

っているということは、令和３年度においてはなかったと思っておりま

す。 

 

伊場勇委員 では、通年どおり参加したけども、予算を見ると半分ぐらいの人

が欠席したということですか。 

 

舩林社会教育課長 そこまでの詳細が分かりかねますので、ちょっとお時間を

頂ければと思います。 

 

伊場勇委員 ３４５ページの需用費の修繕料２５２万３，６７５円について、
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内容を説明してください。 

 

安藤社会教育課文化財係長 修繕料の２５２万３，６７５円ですが、国史跡の

浜五挺唐樋の、ろくろと招き戸の修繕、あと旦の登り窯の覆い屋の修繕

の２件をしております。 

 

伊場勇委員 その下の委託料についてお聞きしますが、まず工事委託料１３万

８，０００円がなくなっているのはなぜかお聞きします。 

 

安藤社会教育課文化財係長 文化財の関連予算なんですけれども、１３万８，

０００円が当初予算で計上されているものが、埋蔵文化財の宝藏地で工

事がある場合に、事前に試掘をする予算で、試掘費として取っておりま

した。ただ、今回該当がありませんでしたので、決算額はゼロ円となっ

ております。 

 

笹木慶之委員 ３５７ページのきらら交流館費についてお尋ねします。 

 

長谷川知司分科会長 ちょっと待ってください。順番に行きますので、今は社

会教育費です。次に２目に行きましょう。公民館費です。いいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）では、次に３目の図書館です。４目、歴史民

俗資料館費。 

 

伊場勇委員 歴史民俗資料館費の中で、聞く場所がよく分からなかったんです

けれど、青年の家の２階に相当な量の文化財があるじゃないですか。中

を見ると、結構魅力的なものもあって、地域のイベントなどで使わせて

もらっているんですけれども、管理があのままでいいのかなと思うんで

すよ。基本的に建物自体の耐震性がよくなくて、崩す方向性も決まって

いて、ただ量が相当あるので、大きいものもありますし、その辺の方向

性というか、多分予算には計上されていないと思うんです。きちんと管

理しないと、木のものとかもありますんで、ぼろぼろなってしまうと思
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うんですが、どうやっていくのか、何か考えがあるんですか。令和３年

度に何回か聞いたことあるんですけど、それについてはいかがですか。 

 

舩林社会教育課長 その点についてはおっしゃるとおりで、数年来の課題でし

て、青年の家の２階に置いてある文化財関連物品や民俗資料については、

基本的には保存しておきたいものと思っております。ただし、現在、ほ

かに置き場所がないのでそこに置いておりますが、将来的にはどこか移

転する場所を見つけて、近い将来になると思いますが、移転して保管、

収蔵していきたいと思っております。保管の状況については、漆器とか

がそれほどあるわけではないので、木のものについても割といい状態で

保たれているとは思っております。 

 

伊場勇委員 ほこりをかぶっていたりするので、割といいとはちょっと言い切

れないかなと思うんですよ。取りあえず、今はその計画はないというこ

とですね。計画を今から作っていくということですね。 

 

舩林社会教育課長 先ほども言いましたように、数年来の課題であって、収蔵

庫の建設についても、もう多分１０年ぐらい前からずっと提案はしてお

りますが、なかなか通っていないという状況です。現在は、収蔵庫も提

案はするんですけれども、それ以外の方法として、どこか移転できる場

所を探しているという状況です。 

 

伊場勇委員 文化財について調べようと思ったとき、歴史民俗資料館に行けば

いいのかもしれませんけど、例えばネットでいろいろ調べようと思った

ことがあるんですけど、山陽小野田市文化財で調べると、山陽小野田市

のホームページが出てきて、何がありますよって。けど、それをメモし

て、またグーグルで検索して、というふうな作業になってしまうんです

よ。ホームページで、そのまま詳しいページに飛ぶとか、例えばＰＤＦ

でもいいんで、山陽小野田市の文化財がばっと出るとか、例えばそれを

プリントアウトできるとか、何かその辺の見やすい努力みたいなのが、
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感じられなかったんです。令和３年度には何か更新しようとか、何かや

り方を変えようとかといったことはなかったんですか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 委員のおっしゃるとおり、ちょっと見づらいとこ

ろも確かにあるように現状思います。ただ、ホームページの構成自体が、

変えられないような仕組みにもなっている箇所もあるみたいで、一概に

簡単にすぐに対応ができるというところではない箇所もあります。ただ、

おっしゃるように、もう少し改善の必要はあるかなと思いますので、し

っかり見ていきたいと思います。 

 

長谷川知司分科会長 先ほどの収蔵の件ですけど、青年の家をどのようにする

か、都市計画課で検討されていますよね。ですから、その置き場所を早

急に対応されないと、後手後手になってしまうおそれがあると思います

ので、これは関係課でよく話し合う必要があると思います。それは早め

に検討をしてください。 

 

舩林社会教育課長 緊急性のある課題として、しっかり取り組んでまいりたい

と思います。 

 

伊場勇委員 歴史民俗資料館費の中の資料の中で、収蔵業務というところに１

万点以上のものがあって、いろいろな文化財だと思うんですが、例えば、

レコード・ＣＤ１，５３０点とありますけど、レコードとは音楽ですか。

聞くレコードですか。 

 

若山歴史民俗資料館長 レコードは、蓄音機などで聞くＳＰレコードというの

がたくさんあります。中には昭和の歌謡曲などもありますが、ほとんど

は蓄音機用のＳＰレコードになります。 

 

伊場勇委員 １万点以上あるということは、全てどこに何があるかは、番号振

って管理しているということなんですか。 



 26 

 

若山歴史民俗資料館長 全てに収蔵番号を付けております。それから収蔵して

いる場所も関連づけ、それから資料の写真も付けて、台帳をきちんと作

っております。 

 

伊場勇委員 歴史民俗資料館でいろいろ工夫されて企画展をされています。資

料には１から７まで書いているんですけど、講演会とかは、収容人数が

あるから、そんなに多い人数にならないと思うんですけども、多い企画

展と少ない企画展の差が結構あるなと思うんです。その辺は、何か原因

があるんですか。どういうふうに分析されているんでしょうか。 

 

若山歴史民俗資料館長 昨年度に関しましては、まず、企画展にはそれぞれ期

間が違うものがあります。例えば、４番、「火とともにある暮らし」に

なりますと１か月弱ぐらいで短いです。また、１番の「スポーツ史」に

なりますと、３か月近くで長かったりとか、そういう違いもあります。 

 

古豊和惠委員 １０番の需用費で、光熱費２１０万円について、この建物自体

がもう大分、築年数が経っているのではないかと思います。電気代がか

なり高騰していると思うんですが、将来的にどの程度までを見込んでい

らっしゃるのか。何年前かより随分高くなっているんですけれども、ど

のぐらいの差が出て、今からどのぐらいを見込んでいらっしゃるのかお

尋ねします。 

 

若山歴史民俗資料館長 こちらは光熱水費の電気代なんですが、市民館と合算

になっております。月々１７万５，０００円を市民館に支払うようなに

なっておりますので、今後どのように推移していくというところは、ち

ょっと分かりかねます。 

 

古豊和惠委員 取りあえずは、幾ら電気代が掛かってもそれ以上増えることは

ないということで、予算も変わることもないということでよろしいです
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か。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

宮本政志副分科会長 古豊委員の質疑の関連で、電気代が月１７万円と言われ

ましたよね。基本的には全部ＬＥＤに変わっていますか。 

 

若山歴史民俗資料館長 まだ館内のＬＥＤ化が進んでおりません。その件で、

予算要求をしてきた経緯もありますが、全部はまだＬＥＤになっており

ません。 

 

宮本政志副分科会長 私も、夏に水害の件で見に行ったときに、知らなかった

のがね、資料を展示してあるところが少し暗かったんですよ。暗いので、

明るくしたほうがって言ったら、いや照明は、消したり、あるいは目が

疲れたり、ちゃんと理由があってここは暗いんです。暗くしているんで

すという説明を受けて、そこは納得できたんですよ。ただ、時々行きま

すけど、全体的にまず少し暗いなというイメージがあるんですね。だか

ら、照明をきつくすることができないところは致し方ないけど、それ以

外は、あれほどの水害の関係でも物すごい資料を展示してらっしゃって、

個人的な感想ですばらしかったですよ。だから、いろんな方が来られて

も、入ったときに暗いというイメージではいけないんで、そういったと

ころは、どんどんＬＥＤ、あるいは明るくしていくということを進めて

いっていただきたいんですけれど、その辺りはどうですか。 

 

若山歴史民俗資料館長 そういう御指摘を今までも頂いておりまして、玄関か

ら入った風除室ですとか、それから階段を上がった踊り場のところの電

気は交換して、明るくしました。（「ほかもね。頑張ってね」と呼ぶ者

あり）はい、ありがとうございます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはありませんか。（「ないです」と呼ぶ者あり）

では、きらら交流館費です。 
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笹木慶之委員 さきの補正予算の中で、いわゆる収益保証、補償、補塡の財源

として予算編成されました。そのときに私が言いましたが、消費税が入

っておったんですよ。それで、問題はこれに関連して、５目の中にはな

いんですが、多分これは９目の新型コロナの補償、補塡の補償金だと思

うんです。９２８万５，８１５円というのは。間違いないですね。（「は

い」と呼ぶ者あり）そうしますと、この補償費に対する消費税はどうな

っているんでしょうか。 

 

舩林社会教育課長 先日御指摘いただきました件です。この考え方につきまし

てですが、この度の補償につきましては、きらら交流館における役務の

提供の対価として得られるはずだった収益相当分をお支払いするもので

ある点があります。さらに指定管理者においては、市からの補償料につ

いても、消費税の算定対象額として計上されているということも鑑みて、

補償料の算定に当たっては、指定管理料の算定と同様に消費税率を適用

することとしたという考え方です。 

 

笹木慶之委員 では、確認しますが、補償費は消費税の対象となると理解して

いいんですね。今、答弁があったから。それはそれでいいんですけれど、

私が申し上げているのは、個人的な意見じゃなしに消費税法の問題です

からね。法律の解釈が間違っておればいけないよということを言ったわ

けであって、法律がそうなっておれば大丈夫ですが、私も確認します。 

 

長谷川知司分科会長 今言われた９目のところのコロナの補償できらら交流館

ことですね。今の回答を求めますか。 

 

笹木慶之委員 回答はいいです。今、課長から回答がありましたから、私はそ

れを基に、それなりに税法を調べますから結構です。 

 

長谷川知司分科会長 今きらら交流館だったんで、９目にもちょっと入ったん

ですけど、５目で行きます。５目、ほかにはありませんか。いいですか。



 29 

（「はい、ないです」と呼ぶ者あり）６目、青年の家費。いいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）では、７目、青少年健全育成費です。７節の

報償費で不用額が多いんですが、理由は何ですか。 

 

舩林社会教育課長 青少年健全育成費の報償費につきましては、青少年育成セ

ンター補導員への謝礼となります。フルに出られることを想定して予算

は計上しておりますが、令和３年度もコロナの影響でかなりの回数で中

止となりました。開催しても、欠席される委員もいらっしゃいますので、

実績としてこのような額になっております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはありませんか。（「ないです」と呼ぶ者あり）

では、８目、埴生地区複合施設整備事業費。 

 

伊場勇委員 埴生公民館解体工事が繰越明許になった理由について、確認させ

てください。 

 

舩林社会教育課長 埴生公民館解体工事が繰越しになったのは、本来でしたら

令和２年度中に解体工事まで完了する計画でしたが、令和２年度に、当

時の埴生公民館、埴生地区複合施設の建設が、コロナの影響があって工

事期間延長となっております。それは、コロナの影響によって工場で建

設する物品の納入がどうしても間に合わないということがあって、工期

が延長となったために、複合施設ができずに引っ越しができませんでし

た。引っ越しができなければ解体もできないので、解体の着工が遅れた

ため、年度を繰り越したという経緯があったと記憶しております。 

 

笹木慶之委員 ３６１ページのところなんですが、不用額の繰越明許があった

んですよね。そして、その繰越明許がまた不用額になっているじゃない

ですか。これはそういう読み方でしょ。これはどういう理由ですか。 

 

舩林社会教育課長 工事請負費の繰越額１，９３８万５，０００円に対して、
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実績として１，７８１万２，０００円でしたので、工事請負費の不用額

は１５７万３，０００円です。これは繰越明許での不用額です。そして、

職員手当の不用額が６８円あるということですので、不用額全体として

は１５７万３，０６８円ですが、そのうちの繰越明許分として１５７万

３，０００円、つまり工事に関する不用額ということになろうかと思い

ます。 

 

笹木慶之委員 これは、表現がおかしいわけやね。だから、書かんでええこと

を書いてあるから錯覚を起こすんですよね。だから、その下の工事請負

費の中の不用額、繰越明許は要らんわけよ。あるから、どねえなったん

かいなとなるわけね。だから、結局、不用額が１５７万３，０００円出

た、その分は繰越明許だったんですよと、上に書きさえすればいいわけ

でね。はい、分かりました。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはありませんか。（発言する者あり）いいですよ。

ちょっと前に戻ります。 

 

伊場勇委員 青少年健全育成費の中で、この中には入っていないんですけれど、

資料の中でヤングテレホンの受理件数が１１４件とあります。これは、

コロナの影響もいろいろあって、増えているのが全国的な流れのようで

すけれども、本市は令和３年度にどうだったのか、またその内容につい

て、言える範囲でいいので、どういったことが多かったのかとかが分か

れば教えてほしいです。 

 

亀田社会教育課主幹 委員が言われたように、令和３年度中に受理した相談件

数は、延べ１１４件となっております。令和２年度に比べましては、相

談件数はかなり減ってはいます。ただ、相談内容としましては、非行問

題や家庭問題等になっておりますが、青少年からの相談は、そのうち１

６件ということで、多くは成人された親御さんやお子さんが気になると

いう方で９８件となっております。 
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伊場勇委員 その１１４件、そのうち子供が１６件ということなんですが、こ

れが、ちゃんと問題が発覚して、何か行動に移ったとか、そういった場

合の件数とかも把握されているんですか。ヤングテレホンが入口で、何

か解決に向かったとか行動に移したとか、そういうことはあるんですか。 

 

亀田社会教育課主幹 実際に行動に移したというのが、うちのヤングテレホン

というのは、先ほど言われたように相談の一つの入口ということで、い

ろいろな必要な課に相談内容を回したり、関係機関に情報提供をしたり

するようになっておりますので、実際に、最後までこちらで何件を見届

けたまでは把握しておりません。ただ、１回でなかなかお電話は終わら

ないですし、お礼の電話が何回も掛かってくるというのは、こちらの実

績のほうでも挙がっておりますので、助言が何かしらのいい方向につな

がったものは数多くあるんじゃないかと推定しております。 

 

伊場勇委員 例えば、１６件の子供の中で、案件にもよりますけど、子供がこ

ういう機関に電話するのはすごい勇気が要ることだと思うんですよ、内

容によっては。そこに関しては、ちゃんと大人の対応というか、担当部

署の対応は非常に繊細でなければならないと思うんです。しかも、そう

いうのは、結構情報を大切なところに周知しなきゃいけない場合もあり

ますし、その取扱いというのは電話したけど何もしなかったでは意味が

ないので、その辺もちゃんと動いていただかないといけない。その体制

づくりが必要じゃないのかなと思うんですけれども、もし重たい案件が

来たときには、関係するところには連絡するような体制はできているん

ですよね。 

 

亀田社会教育課主幹 おっしゃるとおりです。中には、電話されてくる方全員

が全員、重たい案件ではなくて、ただ、話を聞いていただきたいとか、

ちょっとした何かあったからちょっと聞いてといった内容も多くありま

すので、その辺はしっかりした専門のヤングテレホンの相談員が対応し
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ております。 

 

長谷川知司分科会長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）戻りまして、

もう埴生地区複合施設整備事業費はいいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）では、９目、新型コロナウイルス対策費も先ほど質問がありました

が、ほかにあればお聞きします。ないですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

では、これで審査番号⑧番、⑨番を終了します。ここで、職員入替えの

ため１０分間ほど休憩して、１０時５０分から再開します。どうもお疲

れ様でした。 

 

午前１０時３８分 休憩 

 

午前１０時５０分 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして、分科会を再開いたします。審査番号

⑤、審査事業がありますので、先に審査事業から執行部の説明をお願い

いたします。審査事業２からお願いします。 

 

杉山シティセールス課長 では、審査対象事業２番の移住定住プロモーション

事業について御説明します。資料７ページを御覧ください。この事業で

は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う都市部のリスク顕在化やテレ

ワーク普及により、地方移住への関心が高まっていることを踏まえ、移

住者へ向けた暮らしに役立つ情報及び本市の住みよさから見た魅力を発

信するため、ポータルサイトを開設するとともに、移住に特化したリー

フレットを作成しました。なお、業務の受託業者については、実績のあ

る業者から幅広く柔軟な提案を求めることが有益と考え、公募型プロポ

ーザル方式により決定しました。８ページを御覧ください。３．事業内

容について、御説明します。まず、（１）移住定住情報ポータルサイト

「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」の開設です。開設日は令和４年３月１７日で、

サイトに掲載している内容としましては、①市の紹介として、市の概要
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や歴史などの情報、②住まい探しとして、公益社団法人全日本不動産協

会山口県本部から提供された物件情報や空き家バンクの情報、③仕事探

しとして、地域職業相談室や創業相談窓口の情報、④子育て施策として、

子育て総合支援センター「スマイルキッズ」の紹介や乳幼児・子ども医

療費助成制度などの情報、⑤移住施策として、転入奨励金や厚狭駅南部

地区定住奨励金の案内等、移住検討者にとって役立つ情報を掲載してい

ます。また、⑥笑顔の暮らしインタビューと題した、移住理由や家族構

成など属性の異なる様々な先輩移住者インタビューを掲載し、移住者の

生の声を知ることができるものとしています。次に、（２）移住定住情

報リーフレット「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」～あなたの笑顔、探しにきま

せんか～の作成です。お手元にお配りしていますリーフレットを御覧く

ださい。こちらは、本市の居住地としての魅力や、本市での生活がイメ

ージできるものとし、先ほどのサイトと同じく様々な役立つ情報を掲載

していますが、表面は公園、総合病院、公共交通機関のほか、下の凡例

にある学校や小児科など子育て世代に関わるもの、スーパーマーケット

や図書館といった生活の情報を一覧できる地図を掲載しました。また、

本市の魅力をスマイルポイントと位置づけ、充実した医療体制や子育て

支援、良好な交通アクセスなど暮らす上で、移住検討者に向けてＰＲし

たい内容を掲載しています。裏面は、移住定住情報ポータルサイト「Ｓ

ＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」にも掲載している、４組の先輩移住者によるイン

タビュー記事を掲載しており、移住された経緯や移住後の生活で実感さ

れていること、お気に入りの場所を、移住者の方々の笑顔と共に御紹介

しています。こちらの移住定住情報リーフレット「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦ

Ｅ」～あなたの笑顔、探しにきませんか～の作成部数は４，０００部で

す。３月の納品後、市内公共施設や観光施設、不動産事業者、山口宇部

空港や東京、大阪の移住支援センターなどに配布し、本市の住み良さか

ら見た魅力をＰＲするとともに、本市での暮らしをイメージしやすくす

るツールとして、移住検討者からの相談時に活用していきます。では、

９ページを御覧ください。次に、（３）インスタグラムキャンペーン「＃

スマイルさがそう」の実施です。移住定住情報ポータルサイト「ＳＭＩ
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ＬＥ ＬＩＦＥ」に加えて、移住定住情報の発信を強化するため、本市

の移住施策のメインターゲットと重なる若い世代が活用するインスタグ

ラムを活用することとし、令和４年１月１日に「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ

～山陽小野田市移住定住インスタグラム～」を開設しました。このイン

スタグラム開設をＰＲし、フォロワーを増やすため、本市の魅力的な場

所や風景の写真を募集し、応募者に抽選で名産品をプレゼントするイン

スタグラムキャンペーンを実施したものです。写真の応募テーマは、①

「山陽小野田市で見つけた笑顔」、②「私のスマイルスポット」（山陽

小野田市の魅力ある場所等）の二つとし、募集期間は、２月１０日から

３月２１日までとしました。応募の方法は自身のインスタグラムから、

山陽小野田市移住定住インスタグラムをフォローしていただくことに加

え、応募する写真に撮影日、撮影場所、ハッシュタグ「スマイルさがそ

う」を付けて投稿していただきました。投稿数は９８件あり、この中か

ら、６名の当選者へ、みちしおの貝汁など市の名産品等をプレゼントし

ました。なお、移住定住情報ポータルサイト「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」

開設日の翌日である３月１８日から３月３１日までは、同キャンペーン

広告の中で、サイト開設についてもＰＲしました。最後に、（４）プロ

モーションイベントの実施です。これは、本市の移住施策のメインター

ゲットである２０歳代後半から４０代歳代までの結婚を考える世代から

子育て中までの世代の人口が多い福岡県で、その世代が多く集まる福岡

市天神の中心部の広場で、市の観光パンフレットと併せて、移住定住情

報リーフレット「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」～あなたの笑顔、探しに来ま

せんか～を配布し、居住地としての魅力を知ってもらい、本市の認知度

の向上に取り組んだところです。また、市の名産品であるポン菓子をプ

レゼントすることを特典に、本市の認知度や移住の意向についてのアン

ケートを実施しました。回答数は１２５件で、本市のことを知っていた

との回答は５３件あり、そのうち本市に訪れたことがあるとの回答は１

６件、また、将来移住を考えているとの回答は１８件でした。７ページ

にお戻りください。以上の取組を移住定住プロモーション事業として、

事業者に委託し、令和３年度の支出額は移住定住プロモーション業務委
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託料７９９万７，０００円で、この支出に対する財源内訳としましては、

全額ふるさと支援基金を充当しています。指標につきましては、より多

くの方に本市の居住地としての魅力を知ってもらいたいという考えから、

移住定住情報リーフレット「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」～あなたの笑顔、

探しに来ませんか～の配布数を活動指標とし、その結果として、移住相

談件数の増加を成果指標としました。令和３年度の実績は、移住定住情

報リーフレット配布数が目標数５００部に対し、実績は９８５部でした。

公共施設等への配布に加え、プロモーションイベントでの配布を行った

ことにより、目標数を大きく上回りました。移住相談件数の目標数は、

前年の２０件を上回るとしていましたが、相談件数は１７件で達成率は

８５％でした。移住相談件数については、移住定住情報ポータルサイト

「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」、移住定住情報リーフレット「ＳＭＩＬＥ Ｌ

ＩＦＥ」～あなたの笑顔、探しにきませんか～の完成が年度末近くであ

ったため、成果物を活用してのＰＲ効果は令和４年度以降に表れてくる

ものと考えています。成果につきましては、移住定住情報ポータルサイ

ト「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」及び移住定住情報リーフレット「ＳＭＩＬ

Ｅ ＬＩＦＥ」～あなたの笑顔、探しにきませんか～を整備することに

より、移住者へ向けた暮らしに役立つ情報及び本市の住み良さから見た

魅力の発信を充実させることができたと考えています。あわせて、山陽

小野田市移住定住インスタグラムの開設に合わせたキャンペーンの実施

や福岡市でのプロモーションイベントを行うことにより、移住定住情報

ポータルサイト「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」の開設や本市の居住地として

の魅力を本市のことを知らない人から移住検討者まで幅広く発信するこ

とができました。目標達成度は、指標の実績、達成率を踏まえ、Ｂとし

ました。令和５年度に向けた課題及び改善策としましては、県外におけ

る本市の認知度がまだまだ低いと認識していることから、この度整備し

た移住定住情報ポータルサイト「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」及び移住定住

情報リーフレット「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」～あなたの笑顔、探しに来

ませんか～を、本市の移住施策における情報発信の土台とし、令和４年

度から実施するスマイルシティ・ライフ体験事業で配置する移住支援員
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による移住相談や情報発信、首都圏などでの移住フェア等で、きめ細か

い相談対応につなげ、本市への移住定住を推進していきます。また、移

住定住情報ポータルサイト「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」においては、移住

者インタビューを毎年３組ずつ追加していき、様々な属性の移住検討者

へマッチするよう多様な情報を発信していきます。このため、今後の方

向性につきましては、移住定住情報ポータルサイト「ＳＭＩＬＥ ＬＩ

ＦＥ」を活用した情報発信と、移住定住情報リーフレット「ＳＭＩＬＥ 

ＬＩＦＥ」～あなたの笑顔、探しに来ませんか～の配布を継続していく

ことから、コストは「現状維持」、成果についても移住相談件数を毎年

度増やしていくことを目標とし、「現状維持」としております。以上で、

説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。質問を受け付けます。 

 

古豊和惠委員 この度のプロモーション事業は、費用７９９万７，０００円の

うち、ホームページに幾らぐらい掛かって、リーフレットに幾ら掛かっ

たか教えていただけますか。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 いろいろな要素が入り込んで７９９万７，

０００円になりますので、ポータルサイトのみの金額というのがなかな

か出しづらいところではあるんですけど、デザインやコーティングに掛

かるところで、およそ２００万円ぐらい、あと、プログラムの開発等に

ついての部分で、およそ２００万円ぐらい、そのほか構成やテスト、動

作確認などをすることの経費として７０万円程度、あとはマニュアルの

作成や操作研修などが２５万円程度、そのほか企画や構成の打合せなど

に要した経費として８０万円程度、そのほか移住者のインタビューなど

もあるんですけど、そちらについてはインタビューの取材やデータ登録、

動画編集などについて２００万円程度となっております。 

 

長谷川知司分科会長 印刷とかはどこに入っているんですか。 
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水野シティセールス課定住促進係長 リーフレットの印刷については、別で項

目がございまして、印刷のみの費用ですと、１６万５，０００円に別途、

消費税を加えた金額になります。 

 

古豊和惠委員 これは別の方が基になるものを作られて、印刷だけを頼んだと

いうことですね。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 受託業者で取材等もしていただいて、委

託業者で印刷も全て行っていただいております。 

 

長谷川知司分科会長 出来上がりが、込み込みで１６万５，０００円ですか。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 申し訳ございません。訂正させてくださ

い。リーフレット印刷が８万７，０００円にプラス消費税になります。 

 

古豊和惠委員 込み込みでということですね。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 はい、そういうことです。 

 

古豊和惠委員 この度の事業、この企画を作るに当たっての目玉は何でしょう

か。 

 

水シティセールス課定住促進係長野 まず、ポータルサイトを構築することと

リーフレットの作成になります。 

 

古豊和惠委員 この度、かなりのお金を掛けて、これは成功したんでしょうか。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 成功したと考えております。 
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笹木慶之委員 先ほど杉山課長から細かい説明がありましたので、それは一応

全て理解したものと思っております。その中で、成功したものと思われ

ますという発言があったにも関わらず、この目標達成度がＢになってい

るんですよ。これは、しっかりやっておられると評価していいんじゃな

いかと思うんですが、移住定住プロモーション事業というのは、ＰＲし

た成果を捉えるのか、あるいは、移住定住をされたという実績で捉える

のか、どちらなんでしょうか。どちらも含めた言い方をされたので、も

う一度聞いてみようと思いましたが、いかがなんでしょうか。 

 

杉山シティセールス課長 プロモーション事業は、移住定住事業の最終ゴール

は人口増加だと考えておりますので、まずその第１段階にようやく着手

したというところです。ですので、この事業単体であれば、もちろんプ

ロモーション活動を幅広く展開していくことが活動指標とはなりますが、

その成果指標の途中段階で、まず移住相談の件数が増えること、それが

ゆくゆくは人口減少対策としての人口増加、定住者、移住者の増加につ

ながると考えております。このプロモーション事業単体としては、先ほ

ど係長が成功したと申しましたが、私としては、観光やＳｏＳｍｉｌｅ

と違う暮らしの情報が分かりやすく、今後移住フェアに出向いても示す

ことができるということ、また、本市に住まれている４組の移住者の紹

介ができたということが、より分かりやすく伝えられるツールとして、

今後効果があるものができたと思っておりますので、私もプロモーショ

ン自体は成功だと思っております。ただし、申し上げましたように、こ

れで一遍に定住者が増えるとは思いませんが、本来はこのプロモーショ

ン事業の波及効果としては、相談件数が増えることにつなげていかない

といけないということで指標に挙げておりますので、この二つが事業の

活動指標、成果指標と考えた場合に、製作期間にどうしても時間を要し

てしまいましたので、３月末となったことからＡとは言い難く、Ｂとい

うのは致し方ないと考えております。 

 

笹木慶之委員 今の説明である程度分かりましたが、私が評価しますのは、今
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まではこういう事業については、出向いていったという評価だったんで

すよ。この決算では、実績のことは語らず、ＰＲしましたと、その事業

が成功したかしないかだけのことだったんで、それじゃ意味がないんじ

ゃないかと申し上げていたんですが、今の課長の説明で、そこまで入っ

ておるということは評価したいと思います。ただ、Ｂという評価は、作

成の時期遅れたということが、一番大きなウエートと理解していいんで

すね。 

 

杉山シティセールス課長 インタビューが間でかなり時間をとりますので、も

ともと作成が２月には入るだろうと想定されておりましたが、ただ、相

談件数に少しでも上乗せできればということで、こちらを上げたという

状況です。 

 

笹木慶之委員 そこで関連するのが、今後の問題なんですよ。通常は、今がい

いからそれを現状維持なら分かるんですけど、今がＢで落ち込んでいる

んですよ。これを現状維持では、少し気迫が足らんという気がするんで

す。今のような理由があってＢになったんだけれども、今後は更に拡大

させますという意思がいるじゃないかと思うんです。この事業は、市に

とって非常に重要な事業だと思うから、やはり一生懸命やるという気構

えをもっと前面に出すべきではないかと思うんですが、いかがでしょう

か。 

 

杉山シティセールス課長 成果のところの現状維持の表現のことかと思います

ので、こちらについては、今の市としての姿勢は御理解いただけたとは

思っております。企画課と相談して、表記が適当かどうかは話をしたい

と思います。 

 

笹木慶之委員 最後になりますが、これは非常に重要な施策の一つだと思いま

す。したがって、もっと前向きに取り組んでいただきたい。私たちも手

法を変えて応援したいと思いますが、しっかり取り組んでもらいたいこ
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とも伝えておきたいと思います。 

 

伊場勇委員 ポータルサイトの「ＳＭＩＬＥ ＬＩＦＥ」は、見させていただ

きました。初めに動画がトップページに上がっていて、興味深く、その

下に移るかなと思うんですけども、見てもらわなければいけないじゃな

いですか。いろいろぶちええ山口とかにはリンクを張ったりするんです

けど、そういった取組というのは、どういうことをしているんですか。

結婚応援センターとかいろいろありますよね。その辺にも何か載せたり

するのかなと思うんですが、どうなんでしょうか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 このポータルサイトを新たに立ち上げるとき

に、山口県中山間地域推進課と御相談させていただき、県のＵＪＩター

ンの専門サイトとも相互リンクをするようにしております。ですので、

県のぶちええ山口というサイトにスマイルライフのバナーも掲載してい

るところです。そのほか、山口の結婚応援センター、それから山口つな

がる案内状という関係人口関係のサイトのほうにもリンクさせていただ

いているところです。 

 

伊場勇委員 まだ出来上がったばかりなんですけど、閲覧数とか、どこのペー

ジから入ってきたとかを研究していくんですよね。閲覧数など、予算の

ときに話したような気がしますけど、目標とかもあるということですよ

ね。その辺はいかがですか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 そうした分析も、市でできるように構築をし

ているところです。ちなみに、３月から８月末までの現在のアクセス件

数としましては、３，６１６件ということで、それだけの数が閲覧され

ているというデータが残っております。 

 

伊場勇委員 ポータルサイトで、現在、山陽小野田市に住んでいる方にインタ

ビューをされて載っているんですが、それ以外の仕事探し、出てくるペ
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ージの写真とかフリー素材かなと思うんですけど、ああいうところにも、

本市の活躍されている方とかを載せると、協力した人は移住、定住とか

の思いも高まると思うんですよ。そういうことをなぜしなかったのか、

何か理由があれば教えてください。 

 

道元シティセールス課課長補佐 構築期間が少し短かったということもありま

すが、委員御指摘のとおり、フリー素材を使っている写真も多々ありま

す。その中でも、移住者インタビューの中で働いているシーンとか、そ

ういったところを使いながら、今後も事業所の紹介とかもできればいい

なと考えております。 

 

伊場勇委員 できるだけ手づくり感というか、人の巻き込み方だと思うんです

よ。機運をどう上げるかというところは、もう少し工夫していただきた

いと思うんですけど、いかがですか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 御指摘のとおり、現在のポータルサイトが必

ずしも１００％完成だとは思っておりません。今後も魅力ある移住検討

者にとって役立つサイト、そして、開きたくなるようなサイトになるよ

うに、そういった写真の素材等も関係各課と調整しながら掲載していき

たいと考えております。 

 

前田浩司委員 山陽小野田市の魅力を感じるには、まだまだ勉強不足だという

話はあるものの、私も個人的にこの辺りは力を入れないといけないとい

うのは、地域を起こしたいという方が余りにも山陽小野田市には少ない

ように思います。他市、例えば、宇部市ですと新聞紙面上にいろんな方

面で活躍をしたいという方、例えば、中山間地域ですと、農業に従事し

てみたりとか、何となく山陽小野田市は、地域おこし協力隊の力が手薄

ではないかというところでいくと、関係部署ともっと連携して、何か新

しい目を向けるような方向を考えていただきたいと思うんですけれども、

その辺のお考えというのは何かありますか。 
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長谷川知司分科会長 プロモーション以外になるかもしれませんが、答えられ

ればお願いします。 

 

和西企画部長 地域おこし協力隊自体は、本市においては総合事務所の地域活

性化室が担当しておるところでございます。来年度に向けまして、地域

おこし協力隊については、今の形がいいのかどうかを庁内で協議してお

ります。委員から御意見も頂きましたので、庁内で検討する中で、また

来年度予算に反映させていければと考えております。 

 

古豊和惠委員 パンフレットに地図があって、開くと市民１人当たりの都市公

園面積が県内１３市中第１位というのは、すごいと思うんです。しかし、

その中にオートキャンプ場があり、大型遊具が子供たちに大人気です。

ファミリーが江汐公園や竜王山に来られたときに、大型遊具があるけれ

ども、遊べる状況にはないものがたくさんあると思うんです。斜面は雨

水で流れて錆びていたりします。その辺もきちんと整備して、迎え入れ

るのが大事ではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

杉山シティセールス課長 御指摘のとおり書いたものの、行ってみて、全く使

えないということでは意味がありません。こういったことを出すときに

は関係課にもチェックを受けておりますので、気付く範囲にはなります

けれども、お互いによく連携しながら、載せて適当かどうかも今後チェ

ックを掛けていきたいと思います。 

 

長谷川知司分科会長 私からお聞きします。移住定住情報ポータルサイトの２、

住まい探し、物件・空き家バンク、これはどこが担当されたんですか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 物件情報につきましては、全日本不動産協会

と連携しまして、それぞれの不動産情報のリンクをはるようにしており

ます。それから、空き家バンクにつきましては、生活安全課が管轄して
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いる全国空き家バンクのサイトとリンクするようにしております。 

 

長谷川知司分科会長 例えば、山陽小野田市の空き家を借りたいときの市の担

当はどこになるんですか。生活安全課ですか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 はい、御指摘のとおり生活安全課になります。 

 

笹木慶之委員 パンフレットを広げて見たときに、地図があるじゃないですか。

この中に、県内唯一、多くあるゴルフ場が一つも載ってないんですよ。

これは認識が少し足らないんじゃないかなと思いますが、あとは一般質

問でやります。一応言っておきます。 

 

宮本政志副分科会長 ９ページ４番に、１２５名からアンケートの回答を頂い

たとありますが、もう集計はされましたか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 アンケート結果の集計はしております。本市

のことを知っていたという回答が、１２５件中５３件ということで、お

よそ４２．４％の方となります。これが多いのか、少ないのかというと

ころはあるんですが、担当課としては少ないと感じているところです。 

 

宮本政志副分科会長 アンケートの４項目以外に、例えば、その他みたいな御

意見というか、アンケートに答えられたケースはあったんですか。詳細

はいいですけど。 

 

道元シティセールス課課長補佐 項目としては本当に簡単なアンケートという

ことで、福岡市天神のど真ん中でやりました。なかなか立ち止まってい

ただける方もいらっしゃらないので、もうこの項目でやっております。

その中で、立ち話で、「山陽小野田市のことを御存じですか」という会

話をしましたら、「おばさんが住んでいますよ」とか、ちょっとした会

話がはずんだりすることもありました。 
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宮本政志副分科会長 この事業に何か結びつくような課題やヒントになるよう

なものというのは、今回のアンケートで何か見えましたか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 やはり大都市に山口県の山陽小野田市という

名前の知名度、認知度がまだまだ低いという課題ができたと思っており

ます。やはり情報発信が、今後大切なキーになるのではないかなと感じ

たところです。 

 

宮本政志副分科会長 見えてきたものから、こういった事業をどんどん進めて

いかれるというのは、いいことだと思います。先ほど笹木委員も言われ

ましたけど、私も将来の本市を考えた場合に、こういった事業は非常に

大きな柱になる事業だと思うんですよ。目的は、先ほど課長がおっしゃ

ったように、定住人口の増加を目指していくということで、意図はしっ

かりしているんですけど、ただ、その先に見える、人を増やそうとして、

増えたとしましょうか。その先に見える本市の将来像がよく伝わってこ

ないんです。これは、藤田市長にこの場に来ていただいて、お聞きする

のが一番早いんでしょうが、部長も課長もそういった藤田市長がお持ち

の将来ビジョンとか将来都市像というものを掲げていらっしゃるんで、

それを前提としてこういった大きな柱の事業をしていらっしゃると思う

んですけど、本市はこういった事業をして、どういうまちを想像して、

執行部はこういう事業をしていらっしゃるんですか。もし部長で答弁が

難しければ、藤田市長を呼んでいただいてもいいんですけど、課長でも

いいですよ。 

 

杉山シティセールス課長 私自身、シティセールス課長の担当課としては、宮

本委員の言われたことをよく承知しておりますが、シティセールス課と

しては、まず、まちづくりに参加していただくのは、移住者だけではな

く当然定住者も含めてのこととなります。ですので、この事業自体は、

外からまず人を、人材を呼び込む、その人材はこの特技があるとかそう



 45 

いったことではなくて、まず活力低下を起こさないための最低限人数を

まず増やしたいというのがシティセールス課のこの事業となっておりま

す。ただ、全体で見たときには、そのまちづくりをしていくためには、

それぞれの地域、地域での活動が大切になってくると思いますので、こ

ういった外から入ってくる方、また今いらっしゃる方も含めて、山陽小

野田市をどうしたいのか、山陽小野田市をもっと好きになりたいといっ

たような後押しなりをしていくことが市としては大切かなと思っており

ます。そういった意味で、広報係においては、シティセールスを展開す

る上で、広報等で、今スマイルアップという人を取り上げた紙面があり

ますけれども、あれは今住んでいらっしゃる方にこの市のまちづくりに

一緒に参加してほしいという思いから作っているものですので、この事

業も他の市の施策も含めて、市のまちづくりに向けたものかと考えてお

ります。 

 

宮本政志副分科会長 最後にしましょう。今のお話をお聞きして、これも先ほ

ど笹木委員が言われたことですけど、私もこれを見て、少し、違和感ま

では行かないけど、理科大にしてもサンパークにしても、例えば厚狭駅

にしても、もう既にありますよね。たしかにそういったツールをどんど

ん広げていって、山陽小野田市を広めてもらうというのもいいんだけど、

もっともっと発掘していって、これを見ると山陽地区のものはないです

よね。理科大とかサンパークとかスマイルキッズとか。ですから山陽小

野田市内全体で、もっともっといろんなものを発掘して、山陽小野田市

のすばらしさをアピールしていって、できれば移住してもらう。市内に

今もう定住していらっしゃる方は、なるべく出て行かないような、そう

いう幅広い展開というのをしていただきたいなと思うんですけど、その

辺りいかがですか。 

 

杉山シティセールス課長 副会長のおっしゃられることは、よく理解いたしま

したが、まずまっさらな、何も山陽小野田のことを知らないという方に、

余りにも情報が多過ぎると、移住検討を考えるときに混乱するかと思い
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ますので、今言われた情報のどの部分をどの程度出していくかというこ

とは考えながら、今後展開していきたいと思います。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と発言する者あり）

では、審査事業３に移ります。執行部の説明を求めます。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 きらら交流館の再整備検討事業について、

資料の１０ページから１３ページまでに基づき御説明いたします。１０

ページが事務事業評価シート、１１ページから１３ページまでが内容の

説明となっています。１１ページを御覧ください。まず、事業の経緯に

ついてですが、本事業は、令和２年度、３年度の２か年事業として実施

しており、平成１３年に開館したきらら交流館につきまして、老朽化へ

の対応を含め、今後の施設の在り方の検討を目的として行ったものです。

当該施設は宿泊研修施設として設置しておりましたが、設置から時間が

経過する中で、研修を伴わない宿泊も可として運用するなど、当初の設

置目的とのかい離が生じている状況にありました。また、入浴施設をは

じめとした設備が耐用年数を超えるなど、設備更新の必要性も認められ

ており、ハード面でも老朽化への対応を考えていく必要がございました。

こうしたことから、施設の老朽化を調査するとともに、現行の設置目的

に限定せず、実際のニーズや用途に合った新しいコンセプトの下、施設

の役割や事業性を含む機能の見直しを行い、今後における施設の方向性

を検討するため、「きらら交流館に係る基本計画策定及びＰＰＰ／ＰＦ

Ｉ導入可能性調査」として委託契約を締結したものです。資料１１ペー

ジの項目２を御覧ください。委託事業者の選定に当たっては、プロポー

ザルを実施しており、受託者はパシフィックコンサルタンツ株式会社で、

契約期間は令和３年１月から同年９月末までといたしました。業務内容

としましては、各種アンケート調査の実施や、調査結果を踏まえながら、

官民連携手法活用の可否を含めた基本計画案の作成、また、ＶＦＭ算出

の一環としての老朽化調査などを行っています。委託料につきましては、

資料１０ページ中ほどを御覧ください。令和３年度分の決算額は７５０
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万円となり、財源といたしまして、地方創生推進交付金３７５万円を活

用いたしました。資料１１ページにお戻りいただき、項目の３、基本計

画及び導入可能性調査の内容について御説明いたします。まず、施設等

の現状把握のために行った老朽化調査についてですが、ハード面では、

建物のく体そのものに大きな損傷は見られなかったものの、経年劣化の

影響により、各種設備や屋根、外壁について、一定規模での改修が必要

との結果が得られました。資料の１２ページをお開きください。（２）

で、施設の方向性等を検討するためのアンケート調査の結果につきまし

て、主だった意見等をまとめています。まず、施設利用者の傾向といた

しまして、入浴を目的とした近隣からのリピーターが多いことや、平均

滞在時間が２時間未満であることなどが把握できたことに加え、交流館

の利用者がガラス未来館や竜王山公園オートキャンプ場等の周辺施設を

利用する頻度は、およそ１割程度にとどまることが分かりました。また、

近隣住民の方を対象としたワークショップでは、地域資源の活用に関す

る御意見や、周辺施設との連携に関する御意見に加え、物販機能や屋外

テラスを活用した飲食の提供などへの期待感が挙げられています。市内

の健康づくり団体からは、食を通じて健康になれる機能の充実などへの

期待があるほか、理科大生においては、利用しやすい料金体系の実現や、

休憩、自習で使える空間の提供、夕陽を眺めるカフェの設置などへの期

待がある一方、半数以上の学生は施設を利用したことがないといった状

況にあります。（３）でお示しする整備方針の検討としまして、概算で

はありますが整備費用を比較検討したところ、改修では５億円から６億

円、既存施設の解体を含む建替では、１２億円を超える費用負担になる

ことが見込まれ、整備コストに約２倍の開きがあることが分かったこと

もあり、既存施設を有効活用する中で、改修により施設の機能向上及び

魅力向上を図ることといたしました。続いて、施設の改修及びその後の

運営に際しての事業手法についてです。官民連携の手法は複数ございま

すが、現実的に検討可能な三つの手法について、定性的評価、市場調査

の結果、定量的評価といった三つの観点を比較し、実際に取るべき手法

として、指定管理者先行公募型による施設の公設、プラス指定管理方式
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と結論づけました。指定管理者の先行公募については、設計段階から運

営事業者のノウハウ、アイデアを取り入れることで、より効果的、効率

的な施設運営につなげていくことを期待するものです。これらを踏まえ、

委託業者から「ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査業務報告書」及び「きら

ら交流館に係る基本計画」を成果品として受領しており、その内容につ

きましては、昨年１２月に議員の皆様方に連絡会で御報告申し上げたと

ころです。今後整備する交流館では、設計に指定管理候補者のアイデア

を取り入れるなど、施設開館後の円滑な運営に事業者のノウハウがより

一層反映されるものと考えますので、指定管理期間については通常の施

設より長い１０年間程度を想定しています。最後に、今後のスケジュー

ルといたしましては、今年度、庁内で関係部署を構成員とするプロジェ

クトチームを設置し、指定管理候補者の公募に向けた検討を行っている

ところで、年度内の指定管理候補者の選定、続いて令和５年度には基本

設計及び実施設計への着手といった流れを考えています。現行のきらら

交流館につきましては、令和５年の２月末をもって一旦閉館する予定と

し、新しい施設のオープンについては、設計、それから改修工事完了後、

令和８年度以降と見込んでいます。最後に１０ページ下部になりますが、

目標達成度につきましては、事業成果としての基本計画の作成及びリニ

ューアルに適した事業手法が明らかにできたことから、Ａとしており、

今後のリニューアルに向けて、成果、コストともに拡充、拡大としてお

ります。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員の質疑をお受けしま

す。 

 

伊場勇委員 この改修の事業手法について、もう一度確認させてもらいたいん

ですけども、公設プラス指定管理方式にすると、やっぱり時間が掛かっ

てしまうじゃないですか。今ＬＡＢＶとか、いろいろと新しい手法を取

り入れようとしていて、まず、この物件については民間が自分の資金で

どうのこうのとか、そういうことにはならなかったんですか。その検討
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はどうだったんですか。もう一度確認させてください。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 今伊場委員がおっしゃられた点につきまし

ては、昨年度のＰＰＰ／ＰＦＩの導入調査事業の中で、いろんな民間事

業者からサウンディング等の方式でお話を聞く中で検討いたしましたが、

なかなか施設規模等から、ＰＦＩ方式であったり、ＤＢＯというところ

については困難であるというような御意見を頂いておりまして、最終的

な結論といたしましては、公設プラス指定管理方式がコスト面でも有利

だという調査結果を頂き、そちらの方向性で考えてきたところでござい

ます。 

 

伊場勇委員 困難であるという理由については、どういうことがあったのか、

教えてください。 

 

和西企画部長 官民連携という手法につきましては、官のリスクを民も一緒に

なって分かち合うというのは、基本でございます。そういった中で、Ｌ

ＡＢＶにつきましては、向こう三十何年間のリスクを、民の方も一緒に

なって取っていこうということで、いろいろな方々との合意が整ったと

ころでございます。今回のこのきらら交流館につきましては、導入可能

性調査の段階で、今課長も申しましたけどサウンディングの段階から、

まずＰＦＩについては規模が小さいから厳しいでしょう。つまり、民の

ほうがリスクを取らないだろうということを言われて、事実、コンサル

タントからもそういう話が出ていました。残ったのがＤＢＯといいまし

て、ＰＦＩで民間側が資金調達する部分を公共が調達して行うという方

法があったんですが、そちらは今度はＶＦＭといいまして、どれだけお

金が得するかというか、メリットが出るか、コストメリットの面で、Ｄ

ＢＯよりも公設指定管理のほうが出るというような試算が出たという、

そういう２段階方式で、今回の報告書がまとまりましたので、公設プラ

ス指定管理方式へということで、今取組を進めておるところでございま

す。 
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笹木慶之委員 私からは、事業の目標達成度等についてお伺いします。現状は

達成度はＡということで、これはどうこう言うつもりはありませんが、

問題は今後の問題です。成果を拡充とされた理由、更にはコスト拡大、

いわゆる幾らお金を掛けてもいいよというような思いが、まさかあるん

じゃないでしょうね。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 説明の中でも若干触れましたが、昨年度の

調査の中で、改修に係る費用等の目安というものが出ております。当然

限られた予算の中でのお話ですので、青天井で幾ら掛かってもいいもの

とは思っておりません。ただ、ここの方向性の中で拡充・拡大とさせて

いただきましたのは、令和３年度の決算額と比較すれば、今後控えてお

る設計、建設と続きますので、きらら交流館の改修事業につきまして、

令和３年度の予算と比較する中では今後増えてはいくよということで、

こういった選択をしております。 

 

笹木慶之委員 そこでお尋ねですけど、今のような形で評価すれば、そのよう

な考え方をすれば、ほかの事業もたくさんあるんですよ。そうではなし

に、これは計画を立てているんじゃないのですか。将来計画、実施計画

のようなものがあるんでしょ。その計画にのっとってやるんでしょ。事

業費については、全くないんですか。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 基本計画の中で建設費の５億、６億円とい

ったものと、運営費についての目安というのは頂いておりますので、そ

ちらが目安としてやっていくようになると思っております。 

 

笹木慶之委員 だから、いいんですよ。それをシーリングとして、現状維持じ

ゃないんですか。拡大とされておるから、次のページに、改修の場合、

５億円か６億円という数字が掲げてあるにもかかわらず、拡大という表

現をされておるから、点じゃなしにやるんですかということになるわけ。 
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工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 繰り返しになりますけれども、こちら拡大

と選んでおるのが、先ほどの理由ですので、この５億円、６億円という

この計画値上の数字をどんどん増やしていくという意味での拡大ではご

ざいません。 

 

笹木慶之委員 いや、ならば現状維持じゃないですかということを言うわけよ。

もう既にこの数字を出しているんだから、それを現状の確認として、そ

れをベースにやっていきますということで、そのために公設民営の手法

でしょ。公が造って民間運営させるという方法で、これも合理的な経営

方法と思いますよ。いいと思うんだけど、それはもう計画を出してるん

だから、その計画に基づいて現状維持でやりますというのが普通の考え

方と思うんですけど、違うんですか。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 委員がおっしゃるとおり、計画内容という

ことであれば、計画内容を大幅に変えていくような考え方を持っており

ませんので、現状維持だと思います。こちらの事務事業評価シートの記

載内容につきましては、ちょっと他の面とも比較検討しながら、記載方

法については、再度検討させていただこうと思います。 

 

笹木慶之委員 私がなぜこれを言うかというと、企画課の考え方は全課に及ぶ

んですよ、全市にね。企画課がそういう考えを持っておったら、他の部

署においても実施計画で数字を掲げたならば、それを目標にやるでしょ

う。それなら現状維持じゃないですか。だから、そこのところが一番の

キーマンというか、キーのステーションだから、あなた方の考え方が市

全体に及ぼしますよということ。だから、シビアにやりなさいと言って

るわけ。 

 

和西企画部長 課長から検討するという話もありましたけれど、今ここの成果

とコストというのは、書き方の問題になってまいります。令和４年度に
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比べて、お金を掛けて拡大していくというような書き方が、この事業に

限らず、やっぱりスクラップアンドビルドの考え方等もありますので、

来年度以降どうしていきますかという連続性を持たせる中で、今拡大と

いうコストは、令和４年度よりも掛かっていきます。その方向性ですと

いうことで書かせていただいております。委員の御意見もございました

ので、そのようなことにつきましても考えながら、またしていかなきゃ

いけないかなと思いますが、今の委員のお話をしてしまいますと、ちょ

っと混同してくるかなというようなことは感じてはおります。意見をお

伺いいたしましたので、ちょっと受け止めようとは思います。 

 

笹木慶之委員 最後になりますが、実は私たちもこの評価表を作るんですよ。

分かりますか。審査表があるんです。同じような形で、現状維持か、拡

大か、縮小か、廃止かというのがあって、だから考え方を聞いているわ

け。その考え方と私たちの思いが一致しないとやね、違ってくるじゃな

いですか。それは我々は全課に及んでるわけですよ。だから、発信元で

ある企画課がしっかりされんと、和西部長が言われたことは市役所全体

に同じようにきちんと伝わっているということですね。 

 

和西企画部長 このように長期間の事業に対して、このような書き方をするこ

とについての是非はあるとは思うんですけれど、やはり単年度単年度、

事業がございますので、その事業を令和４年度から令和５年度に向けて

どうするかという観点での書き方が、やはり普通ではないかというふう

に思っておるところです。ならば、こういうきらら交流館みたいに５か

年、４か年事業につきましては、違う様式を用意した上で、皆様にお示

しする。皆様ということは、市民の皆様にお示しするという形を取らな

ければいけないのかなというようなことを、今お話をお伺いしながら思

っていたところです。そういうことをしてしまいますと、逆に混同する

可能性もあるかなと思ったので、ちょっと工夫が要るかなということで

お答えをさせていただいたところです。 
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笹木慶之委員 それ以上はもう言いません。私の考え方とかなり違います。 

 

宮本政志副分科会長 今の笹木委員の質疑と答弁を聞いてましてね、コストの

拡大に対しては、１２ページにたしかに改修の場合、５億円から６億円

という、端的にその部分だけおっしゃった。別の資料でその他関係資料

の中にきらら交流館のこの５年間の収入支出に関する、平成２９年から

令和３年まで出ているんですけど、ここ近年、令和元年、２年、３年と

いうのは、収入より支出のほうが若干ですけど、上回っている。つまり

収入より出るほうが大きいということなんですよ。そうすると、今後の

１３ページの一番最後の指定管理者にも少し影響してくるのかなと。だ

から、コストは指定管理者も踏まえて、拡大というふうにコスト考えて

おられるんかなと僕はこの議案を見たときに思ったんですけど、先ほど

５億円から６億円の改修だけとおっしゃったんで、この指定管理者とい

うのは、新たに決まった場合は、また今までどおりのような無理を強い

ていく、僕は無理を強いとる、今までずっと無理させてきたなという考

え方なんやけど、そういう状況で、改善は全く考えずにということです

か。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 指定管理料につきましては、今後募集要項

等の中で示していくようになりますので、現在検討しておるところなん

ですけれども、市として指定管理料を示す中で、私どもとしては現行の

指定管理料につきましても、根拠を持って算定したものでありますので、

それが不当かというような考えではおりませんけれども、（「不当とは

言ってない」と呼ぶ者あり）そうですね。ちょっと多寡についての御意

見というのは頂いたところですけれども、今後につきましても現在、資

材高騰であったりとか、社会情勢ももろもろある中でということになり

ますし、また一方で、１０年間という指定管理料を一旦定めて、それを

引っ張るにはちょっと長い期間だとも思いますので、その辺りは慎重に

見定めた上で、相手に無理がないような募集は掛けたいと考えておると

ころです。 
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宮本政志副分科会長 だから、その委託料の算出の根拠もいろいろ多分根拠と

なるものを持っていらっしゃるんですけど、ただ、実際の現場で、例え

ば指定管理者の方が、ここだけじゃなくてほかのところでも、無理を強

いてたり、市から目に見えないところでやってもらってたり、例えば、

サービス的なものとか、そういったものというのは恐らく算出の根拠中

に当然含まれんと思うの。だから、実態把握をしっかりされてという前

提で、今からこういったことも踏まえて、コストを拡大していくのかな

と思ったわけ。それに対して、もう少し答弁を頂きたいんだけどね。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 今副分科会長から頂いた御意見ですけれど

も、実態把握について現状でもモニタリングといったことで毎年度の運

用状況、担当課が指定管理者から状況を聞いた上で、それを企画課が統

括する立場でございますので、担当課から企画課は状況を聞いておると。

そういった一連の流れを踏まえた上で、次期の指定管理期間の指定管理

料の算定が妥当なものかどうかというところは、現在もやっておるとこ

ろではあります。今後につきましても、そこをもっと今よりも細かくこ

ちらのチェックというのも、今以上にすべきところはしていこうと思い

ますし、どういった状況かと、工夫すべき点があれば、それについても

しっかり研究はしていこうと思います。 

 

宮本政志副分科会長 ということは、今課長の答弁からいくと、これの意図、

交流人口を増やしていきましょうと。成果のほうには効率的で魅力的な

施設の管理運営を目指していきますよって、そして、こういった意図、

目的達成していきますよと。そうであるならば、指定管理者のほうもも

うぎりぎりの予算でお願いしますというんじゃなくて、しっかり協議を

して、必要なところには予算をつけていきますよというふうに受け止め

たんだけど、それでよろしいですか。 

 

和西企画部長 ３月議会の委員会において、私がちょっとお話しさせていただ
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いたんですが、本市の指定管理がどうこうというわけではございません

が、今指定管理というのが、代理執行という形で行っているきらいが若

干あるのではないか。そこは、市としてはコスト面ではいいんですけれ

ど、やはり受託側にとってのメリットがないという大きい指定管理の問

題があるというのは、お話しさせていただいたところでございます。今

回のこのきらら交流館の公設プラス指定管理におきましては、指定管理

料をこれから公募するに当たって算定していきます。そこの大元にある

のはここのにぎわいづくりです。更に今以上に多くの人が来ていただけ

るような施設にしていかなきゃいけない。そのためには指定管理者にど

のようなことをお願いするか、お願いすることについて幾ら掛かるのか、

その辺りをしっかりと協議しながら、指定管理料を定めていきます。そ

れが今の指定管理料より増えるか減るかということにつきましては、今

検討段階ですので言えませんが、増える可能性も高くあるかなとは思っ

ております。そういう面では、改修の経費プラス１０年間の指定管理料

ということを考えますと、コスト面を拡大ということで、増えていくの

は確かなことかなと思います。 

 

宮本政志副分科会長 もう長くなるんで、もともとのこの指定管理者制度をな

ぜ導入したかということには、もう触れんけども、余りにもコスト削減、

コスト削減で当初は行ったと私は感じているんですよ。ただ、それがや

っぱり期間がこれだけ過ぎてくると、本当部長の答弁で安心したんやけ

ど、やはりこれだけの資金、予算を投入して、きらら交流館がきれいに

なって、そして、どんどんこれが市全体に波及していくことをやっぱ望

むわけなんで、その分、指定管理者の方が新たに決まって、泣かすよう

なことなくしていただきたいということで、今部長の答弁でその辺りは

安心できたんで、これはもう意見で、質疑じゃありません。ちょっとと

どめておきます。 

 

前田浩司委員 １１ページの１番、事業の経緯という欄の中に、「施設の役割、

事業性を含む機能の見直しを行い」という記述があります。現段階で、
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こういったことが想定されるんですということがあれば、教えていただ

きたいんですけれども、施設の役割、事業性を含む機能とは実際どうい

ったことなのかなというところでよろしくお願いします。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 昨年度の基本計画におきまして、新しいリ

ニューアルのコンセプトというのを設けております。そちらにつきまし

ては、立地条件、立地環境といいますか、焼野海岸、竜王山等のフィー

ルド活動の魅力を最大化する体験活動拠点としての役割というか、色合

いが一つ。もう１点は、市民の心身ともに健康な暮らしをサポートする

生活と交流の拠点といった観点の二つを、リニューアルのコンセプトと

して掲げておりますので、そちらがベースとなった施設として考えてお

ります。 

 

前田浩司委員 フィールドを活用するというところで、活動拠点にしたいんだ

と。例えば、こういったところに先ほどの地域おこし協力隊とか、何か

こう入り込めることが想定されるんであれば、そういったところも考え

られるというのも、一つの手法ではないかなと思っています。その辺、

もし検討の余地があれば、そういったことで山陽小野田市の魅力を更に

発信していただきたいと思いますけれども、その辺のお考えはいかがで

しょうか。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 ありがとうございます。直接ここの施設の

運営に地域おこし協力隊というところは、まだ明言等は控えさせていた

だこうと思います。ただ、こちらの健康な暮らし等に寄与する施設とい

うことのほかに、市の内外を問わず、交流の拠点となるような施設を目

指したいという思いは持っておりますので、周りにありますオートキャ

ンプ場であったり、ガラス未来館など公共施設がございますから、そう

いったところとの連携を図りながら、今以上に魅力がある、お客さんに

来ていただける交流の拠点にはしていこうと思っております。 
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笹木慶之委員 さっき言ったから、もう１回言っておきます。例えば、和西部

長が言われたような考え方でいけば、１ページの防災拠点の整備事業、

埴生出張所の整備事業、これは令和５年度は現状維持になっていますよ。

これから施設を造るんだから、実施計画で示されたものに上乗せしない

んだったら現状維持じゃないですかということ。違うでしょう。 

 

長谷川知司分科会長 これについては、再度必要があれば、訂正しないといけ

ませんし検討してみてください。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 分科会長からもございましたが、この１ペ

ージの方向性について、どういった観点で現状維持に付けられたかとい

うのを、私が今即答することもできませんので、その辺りも確認しなが

ら、自分のところの分も必要があればということで、御回答させてくだ

さい。 

 

古豊和惠委員 きらら交流館は、令和５年２月末に閉館予定ですよね。そうす

ると、現在９割の利用者が滞在時間２時間未満、あとの１割の方がきら

らガラス未来館とかキャンプ場を利用して、そして、その後にきらら交

流館に来られているということなんですけれども、その後の近隣住民と

のワークショップで、こうしたらいい、ああしたらいいという、いろい

ろな意見が出ていますよね。それをどのように今から活用していくのか。

そして、令和５年２月末に閉館すると、それから何年間かは閉館してい

るわけだから、今まで利用されていた、竜王山とかからこちらを利用さ

れた方が利用しなくなると、あの辺りが随分閑散とするというか、寂し

くなるというか、その間は何か考えていらっしゃるのかどうかをお聞き

したいと思います。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 近隣住民の方等から頂いた御意見であった

り、アンケートによる調査の結果につきましては、最終的な機能をどう

していこうかといった中で、今プロジェクトチームを作って検討を行っ
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ているところですので、そちらの中で反映といいますか、どうしていく

かを検討していくことになります。たしかにおっしゃられるように、数

年間ほど、一つ施設を休館してしまうということでの、寂しいといいま

すか、にぎわいの低下というのはあるんですが、現状ちょっと代替案を

持って、その間あそこで特別に何かをするという計画は持っておりませ

ん。 

 

長谷川知司分科会長 私から何点か。最初の事業概要の２行目、「既に研修を

伴わない宿泊も可となっているなど、当初の設置目的と乖離が生じてい

る」ということは、これは行政がそのようにしたんであって、当初あそ

こは社会教育主事を置いて、宿泊研修ができるようにということで、結

構、最初はそれで行ったんですが、指定管理を繰り返す中で、その条件

をなくして、社会教育の主事がいなければ、当然あそこで研修というの

は難しいということでこういうようになったんだと。これは、教育委員

会でそのようにされたという理解をまずしておいてほしいんです。だか

ら、今でもあそこで研修したいという人は結構いらっしゃるんですけれ

ど、もうそれは時期が過ぎたと。それで青年の家も今はもう廃止してい

ますから、山陽小野田市でこういう宿泊研修できなくなるということで

すね。そういう理解の下で行ってください。それから１２ページ、ガラ

ス未来館やキャンプ場への立ち寄りは、１割程度前後とあります。これ

先ほども言われましたが、ガラス未来館、それからオートキャンプ場の

指定管理者が別々なんです。別々であれば、一緒のイベントとかそうい

うのはなかなか難しいんですね。今やっているのは、オートキャンプ場

を利用された方は、きらら交流館の入浴が半額ですよというのがたしか

あると思うんですね。だけど、一緒にいろんなイベントをしていくには、

ちょっと指定管理を一緒にするようでないとまずいんじゃないかなと思

いますが、これについてはどうですか。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 たしかに指定管理者が一緒のほうが一体的

なもろもろの管理であったり、運用活用というのは、やりやすい面もあ
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ろうかとは思いますけれども、現在も指定管理者が違う中ででも、キャ

ンプ場に来られた方については、お風呂の割引を行ったりとか、緩やか

なものかもしれませんが、連携については、各指定管理者間でもお話を

された上で、模索されてやっていただいているという状況です。それを

ちょっと加速させていこうとする中では、必ずしも指定管理者が１者じ

ゃなかったとしても、それぞれの各施設における指定管理の募集時に仕

様の中で、周辺施設との連携をうたい込んでいったり、取り得る手法が

私はあるかと思っておりますので、そういったことも含めて、こちらも

検討させていただきたいと思っております。 

 

長谷川知司分科会長 それと最後なんですが、新施設の指定管理期間１０年程

度ということで、これはやむを得んかなと思うんですが、この指定管理

については、やはり市内の団体だけに考えているのか、あるいは、これ

だけのものをするに当たっては、市外県外を含めての募集になるのか、

それが分かればお聞きしたいと思います。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 今現在、担当課の考えではございますが、

投げかけについては広く公募したいなと思っております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）以上

で、審査事項３を終わります。なお、ここで昼になりまして、審査事業

４以降をお昼からするんですが、昼は教育委員会が入っております。誠

にお待たせして、すみませんが、そちらを終わってから、またお呼びし

ますので、そういうことで御理解をお願いいたします。では、ここで休

憩しまして、午後は１時から再開いたします。どうもお疲れ様でした。 

 

午後０時 休憩 

 

午後１時 再開 

 



 60 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして、総務文教分科会を再開いたします。

審査番号⑩、教育委員会です。 

 

藤山教育部長 午前中に伊場委員から、社会教育課の報酬の件で御質問がござ

いまして、社会教育課長が回答させていただきますので、よろしくお願

いします。 

 

舩林社会教育課長 午前中の社会教育総務費の委員報酬につきまして、御説明

を申し上げたいと思います。その前に、回答の中で、委員の人数の変更

はなかったのかという件がございましたが、誤りがございましたので、

訂正しておわびしたいと思います。文化財審議会委員につきましては、

当初、予算計上時は８人で計上しておりましたが、令和３年６月１日に

改選を行いまして、６人に減員となっております。ですので、令和３年

度中に６人に減っております。それでは、社会教育委員会議から順に予

算と実績について説明をいたします。社会教育委員会議は、予算上は４

回の予定をしておりますが、３回の実績で、報酬の額としては１２万円。

そして、生涯学習推進協議会は１回の予定がゼロ回です。そして、人権

教育推進協議会は、３回の予定のところ、２回の実績で、金額は９万６，

０００円。文化財審議会は２回の予定のところ、２回実施して、報酬は

３万６，０００円で、合計執行額が２５万２，０００円となり、不用額

が３１万２，０００円となっております。以上です。 

 

長谷川知司分科会長 よろしいですか、今の答弁で。 

 

伊場勇委員 ３審議会は、１回ずつ減っていたり、ゼロ回になっていますけど、

ゼロ回でよかったんですか。これ、どういうふうな手続を踏んだんでし

ょうか。 

 

舩林社会教育課長 生涯学習推進協議会につきましては、予算上は計上してお

りますが、その年に生涯学習に関する審査であるとか調査であるとか、



 61 

そういったことが起こったときに開催をするものでございますので、令

和３年度は開催していないということでございます。 

 

伊場勇委員 ４回が３回になったのと３回が２回になったのは、どうしてです

か。 

 

舩林社会教育課長 社会教育委員会議が、４回が３回になっていますのは、予

算上は４回で計上しております。毎年４回で計上しておりますが、通常

例年では、何もなければ３回を執行しております。何か大切な議題とか

があれば、もう１回できるようにしております。人権教育推進協議会は、

３回目の令和４年の２月か３月に開催をするときに、コロナの影響があ

って、開催を中止としております。 

 

長谷川知司分科会長 どうもありがとうございました。それでは、審査事業１

０から執行部の説明を求めます。 

 

長友学校教育課長 学校司書配置事業について、御説明いたします。資料３２

ページから３４ページの学校司書配置事業について説明いたします。資

料３２ページをお開きください。本事業は、司書資格又は教員免許を有

する人を任用して、市内全ての小・中学校に配置し、読書の機会の充実

による読書活動の推進や授業での学校図書館の活用促進を行うとともに、

学校図書館担当教員等の資質向上を図ることを目的としております。 

学校司書の配置につきましては、資料３３ページを御覧ください。平成

３０年度まで全小・中学校に専任配置とすることで、図書の適切な管理、

館内レイアウトの改善、図書の利活用による読書・学習環境の向上が図

られたことから、令和元年度からは１１人の配置となりました。同一中

学校区の学校において、１人２校を兼務にするなど配置を工夫すること

で、全ての小・中学校に学校司書を配置することができました。３２ペ

ージに戻ります。令和３年度の支出内訳としましては、学校司書１１人

分の会計年度任用職員給料諸手当２，６５３万７，０００円、社会保険
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料等５４７万５，０００円になります。財源内訳は、一般財源のみにな

ります。令和４年度予算につきましても、引き続き１１人分の予算を確

保しております。活動指標又は成果指標を御覧ください。１番目の学校

司書配置校数は、昨年度に引き続き兼務ではありますが、小学校１２校、

中学校６校、計１８校全ての学校に学校司書を配置することができまし

た。令和４年度につきましては、この３月に閉校となりました津布田小

学校を除いた１７校が目標値となっております。続きまして、２番目と

３番目の成果指標ですが、小・中学校ともに年間貸出し冊数を成果指標

としております。小学校は週に１冊、年間のうち５０週に１冊ずつ、中

学校においては、月に１冊、年間のうち１０月に１冊ずつ借りることと

して、目標値を設定しています。これらは学校図書館で借りる本の冊数

です。中学生となると読む本も厚くなることや、部活等で生活も忙しく

なること、学校図書館以外の本も読んでいることからこうした目標を設

定しています。令和３年度の貸出冊数は、小学校が１人当たり５１．９

冊、中学校が７冊。小学校については、目標値を上回って達成しており

ます。中学校については、目標値には達成しなかったものの、達成率で

は前年度より７％増加となりました。小学校については、目標を達成し

たことから、令和４年度は目標値を見直して５２冊としております。３

３ページの資料を御覧ください。グラフ上段は、平成２４年度からの小

学生１人当たりの、下段は中学生１人当たりの貸出冊数の推移を示して

おります。小学校は貸出冊数については、ピーク時に近づきつつありま

すが、中学校においてはピーク時の７割となっております。まずは成果

指標になるよう学校司書、学校の教員で協力していきたいと思います。

また、３４ページの資料を御覧ください。前年度との比較です。期間ご

との貸出冊数を令和２年度と令和３年度で比較しています。令和２年４

月から５月は新型コロナ感染症による一斉休校の期間でした。また、令

和２年６月から８月においては夏休みも登校しておりました。こうした

ことから、この期間の比較は難しいですが、昨年度を上回るよう各学校

で更なる工夫しているところです。本事業の成果につきましては、全て

の小・中学校に学校司書を配置することにより、学校司書の専門的な知
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識・経験に基づき、授業に関連する図書の展示等、学校図書館が整備さ

れ、読書環境が整っていること、学校司書と児童生徒のコミュニケーシ

ョンが増えたことで児童生徒の読書習慣も定着してきていると考えます。

また、読み聞かせや授業における支援など、教室における学校司書の活

動が、子どもと本をつなげる架け橋として十分に役割を果たしています。

学校教育課としましては、こうした学校司書の活動の充実を図るために、

年１０回の学校司書研修会を実施し、情報共有、資質向上に努めており

ます。今後、令和５年度に向けた課題及び改善策としましては、今年度

までの国における「第４次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」

や県における「山口県子ども読書活動推進計画」、今年度からの国の「第

６次学校図書館図書整備等５か年計画」、及び現行の学習指導要領にし

たがって、「読書センター」や「情報センター」という学校図書館の機

能の活用を図り、児童生徒の自主的、自発的読書活動を充実させ、子ど

もの読書習慣を定着させる必要があります。令和５年度からは、オンラ

インで中央図書館との連携が始まることから、公立図書館と連携した学

校図書館の新たな読書環境を整えるためにも学校司書の全校配置を維持

する必要があると考えます。説明は以上です。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付

けます。 

 

伊場勇委員 学校図書の方は、学校図書館の職務に従事していると思うんです

が、それ以外にも学校の業務に当たっては、どのようなことをされるん

ですか。それのみですか。 

 

長友学校教育課長 学校司書のその他の業務ということになろうかと思います。

教室に行って読み聞かせをすることもありますし、教室で貸し出した図

書が使われているかどうか、使うときに、支援が要る場合については教

室に入ったりといったこともしております。 
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伊場勇委員 でしたら、例えば庶務的な事務作業とかは、特に手伝ったりはし

なくて、図書関係のことに集中して、従事されているということですね。 

 

長友学校教育課長 はい、そのとおりです。学校司書は専ら図書館に関する業

務に専念すると位置づけておりますので、そのようになります。 

 

岡山明委員 この学校司書の方なんですが、小学校、中学校、大体どちらに常

駐されているんですか。 

 

長友学校教育課長 小学校のほうは大体週４日出るようにしています。中学校

が週３日となりますので、中学校のほうが小学校よりいる日数は少なく

なります。 

 

岡山明委員 もう一度確認しますけど、小学校が週４日、中学校が３日ですか。 

 

長友学校教育課長 はい、週３日の勤務になっています。 

 

岡山明委員 いや、そうすると７日ですよね。 

 

長友学校教育課長 １人が二つということではなくて、週４日の人が空いた１

日が中学校に行くとか、そういうようなことにしておりますので、兼務

でも、中学校では日によって違う学校司書がいるということになります。 

 

笹木慶之委員 お尋ねしますが、これ一番大事なことは、教育効果のところだ

と思うんですよね。学校現場、これは先生方も保護者も含めて、平成３

０年からですか、変更になったのが、今１１人体制ということで、これ

に対する問題点は出ておりませんか。 

 

長友学校教育課長 問題としましては、先ほど申しましたように一つの学校で
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複数の学校司書がいるということで、いろんな情報交換、どういうふう

に進めていくかということについて、情報交換をする機会等が少ないの

で、そうしたことで問題というのは問題がありますが、それについては、

学校長が間に入るとか教員が間に入るとか、いろいろな工夫をして、情

報交換がスムーズに行くように努めております。学校の図書館に行って

いただいたら分かるんですけども、図書館のほうも特集を組んで、本を

展示したりということは、どの学校もしっかりできておりますし、小学

校では、季節によってレイアウトを変えるなど、工夫して子供たちが来

やすいようにしております。 

 

笹木慶之委員 そうしますと、以前の常勤体制から非常勤、いわゆる勤務体制

が変わったときには、その変わったことによって、そのような問題点も

起こりつつあったけれども、それは、現場のほうで、先生方を中心とし

て、全てクリアできたと理解していいんですか。 

 

長友学校教育課長 今のところ、そういった問題についてはできておりますが、

中学校区をひとまとめとしての同じ人がなるべく行くようにという形で

配置の工夫を昨年度したばかりです。そうしたこともあって、先ほど言

った情報交換とかというところも、うまくいくように努めているんです

が、また、進めていくうちにいろいろ課題が出てくる可能性はあります。 

 

岡山明委員 午前中に図書館の管理事業という事業で話が出たんですけど、小

学校、中学校の司書と中央図書館、厚狭図書館とどう連携されているか。

連携がないようなイメージを受けるもんで。連携がはっきり見えないの

で、その辺を説明していただけますか。 

 

長友学校教育課長 学校、中央図書館等との連携についてです。まず年に１０

回ほど、先ほど学校司書の研修を行っていると申し上げました。そのう

ち全てではありませんけども、中央図書館のほうから来ていただいて、

司書に研修を行っております。また、来年度からオンラインで学校と中
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央図書館、公立の図書館がつながるようになりますので、本の選書につ

いても、一緒に検証しながらやっていこうという話が出ておりますので、

中央図書館、公立図書館と学校との連携をどんどん進めていきたいと考

えております。 

 

岡山明委員 学校と中央図書館がオンラインで来年からスタートするというこ

とで、まだ学校側と図書館の連携はされていない状況ですか。 

 

長友学校教育課長 学校と図書館との連携で、今申し上げたことのほかに言い

漏らしておりましたけど、学校が図書館に連絡をして、こういった本を

借りたいとか、そうした本がある場合については、たくさん本を図書館

のほうから持っていっていただくようにしております。特に読書週間等

があるときには、いろんな本を読みたいという子供たちの希望もありま

すので、図書館の本を持って来ていただく、そういった連携はしており

ます。 

 

長谷川教育長 少し追加で説明をさせていただきます。岡山委員の今の発言の

中で、市立図書館と学校との連携、午前中の分科会審査の中であった市

立図書館の部分について、学校との連携がシステムを変えることによっ

てできるようになるという話をしたと思います。そのシステムを学校に

導入するのが、今年度になります。ですから、本格的な運用が始まるの

が、令和５年度になろうかと思います。今年は、その準備期間というこ

とになります。この令和３年度の決算には絡んでいないということにな

ろうかと思います。今年度、学校教育の特色ある学校教育の推進のため

の六つの柱というのを立てています。その六つ目の柱が、今回新しい柱

で、学校図書館の機能強化、これは先ほど言いましたように、システム

を更新することによって中央図書館等の連携がうまく図れるようになる。

そして、そういうことによって、読書活動を充実していくという柱を一

本付け加えております。そういったところで、読書活動の充実を図って

いるということを御理解いただけたらと思います。 
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宮本政志副分科会長 まず３３ページからお聞きしたいんですけど、小学校、

中学校それぞれの貸出数は、全国平均とか県内平均は分かりますか。 

 

長友学校教育課長 何冊図書館で借りているかといった資料はございません。

ただ、いろんな調査がある中で、全国学校図書館協議会が毎日新聞と共

同で、毎年、学校読書調査というのを行っております。その調査では、

５月ひと月に読んだ本の数ということで、統計を取っています。５月ひ

と月ですね。これは読んだ本ですので、先ほどここに載っている貸し出

した本とは違うんですけども、その読書量ということであれば、今その

統計では、そのひと月に小学生は大体１２.７冊、中学生は５.３冊とい

う結果が出ております。１か月で読んだ本。だから薄い本とか、そうい

ったものを全て含んでということだろうと思います。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、３２ページのそれぞれ５０冊、令和４年が

５２冊とかといろいろ冊数がありますけども、例えばその見立てるとき

のその根拠とか、あるいは本市、基本的には、小中学校は、今のデータ

からすると比べにくいかもしれんけど、よく借りているほうなんですか。

それともまだまだなんですか。教育委員会でその辺りは把握していらっ

しゃるんですか。 

 

長谷川教育長 今冊数で、読書活動がちゃんとうまくいってるかどうかという

のを図ろうとしているわけですけれども、違う視点で調査がありますの

で、御報告させていただけたらと思います。委員も御存じだと思います

が、国が毎年行っています全国学力学習状況調査の中に、質問調査とい

うのがありまして、読書が好きですかという項目があります。この項目

に対して、本市の子供たちは、小中学校両方ともなんですけれども、数

が全国平均を上回っているという状況があります。これは、やはり大き

な成果ではないかなと捉えております。 
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宮本政志副分科会長 それで、先ほど教育長は図書館の機能を強化してという

ことをおっしゃったんですね。これは整合性を取れますよね。そうする

と、３４ページに小学校、中学校の４月、５月とグラフがありますよね。

ここで唯一、小学校と中学校で違うのが、１０月と１２月なんです。小

学校は上がっている、中学校は下がっている、この原因というか、理由

は何か把握してらっしゃいますか。 

 

長友学校教育課長 調査を掛けて把握しているわけではありませんけども、一

つ考えられるのは―中学校で、１０月が減ったということですよね。

令和３年度から、文化祭等といった行事が、前の年もあったんですけど

も、コロナが明けて、また新しくいろんなことをしようとか、そうした

試みがあったと聞いておりますので、子供たちはそちらのほうに注力し

ている部分もあるのかなと予想はしております。 

 

宮本政志副分科会長 ということは、学校司書が減ったからということじゃな

いのかな。でも、３３ページには、平成３１年度に配置数が１６人から

１１人と減少したため、これが原因として児童生徒の貸出しの数が減少

と書いてあるんですよ。ただ、今のこのグラフで１０月と１２月、これ

お聞きしたのと学校司書は関係ないというのは分かるんですけれど、も

う一つ、前期の学校司書を減らす議案のときに、学校司書を減らして、

そして、貸出数とか図書館の学校図書館の機能が低下していった場合は、

また学校司書の数を増やすことも検討されるのかというようなことが委

員会中であったんですね。それは、当然そうせざるを得なくなったら、

そういったことも検討していく必要があると、たしか私の記憶違いでな

ければ、当時答弁があったんですよね。ということは、今の状況ではお

そらく司書をまた元の数に戻すということはないと思うんですけど、ど

のようになったら、学校司書を増やしていかんといけんとお考えになる

のかをお聞きしたい。どんどんどんどん減ったことによって、いろんな

努力しても、貸出数が伸びていかんということになっていけば、当然生

徒数が減ったから貸出数というのは抜きにして、１人当たりがどんどん
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増えていかんというときに、学校司書をまた増やすということは、別段

どうなったら考えるというのはないですか。 

 

長谷川教育長 今、１１人配置をしていただいております。この数は、小学校

の数と一致しております。学校司書の活動、必要性というか、そういっ

たものを見たときに、やはり小学校のほうが非常に活用も行われていて

大事だと思います。中学校においては、図書委員会といった子供たちが

主体の自主的な活動があります。そういうものによって、活動が支えら

れているということがあります。ですから、今の状況は、非常にいい環

境を保っていただいていると思っています。今後につきましては、それ

による弊害等がまた見えてくるということがあれば、ちょっと様子を見

ながら検討していく必要があろうかと思います。 

 

宮本政志副分科会長 懸念されるのが、３３ページの一番下に、学校長を中心

に対応と書いてあると、校長先生がいろいろ対応していらっしゃいます。

やっぱり学校司書をなかなか増やしていくことができないからといって、

先生方の負担がもし大きくなると、懸念事項として出てくるなというの

があったんで、今あえてその辺り質疑させてもらったんです。今後は全

体を見て、また検討していただけたらと思います。 

 

長谷川知司分科会長 図書を選ぶときに、中学校は目標から大分低いですよね。

この図書選書を、中学校の場合、中学生の意見を聞いているかどうかを

お聞きします。 

 

長友学校教育課長 選書のときに子供たちを混ぜているかということだと思う

んですけども、今のところ中学校ではそういった取組はされておりませ

ん。ただ、今年度、小学校でそうした取組をした学校があります。その

成果等については、学校司書の研修等でも報告があったように聞いてお

りますので、またその中で取組が変わってくるのではないかと思ってお

ります。 
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長谷川知司分科会長 やはり中学生は、リアルに読みたい本があれば読むと思

うんですね。今後検討してみてください。 

 

岡山明委員 ちょっとどうかと思うんですけど、小学生、中学生は全員タブレ

ットを持っていますね。そのタブレットの中で、例えば小学校の司書か

らアピールするようなコメントを流し込むというような、タブレットで

本の紹介みたいなのはないですか。 

 

長谷川教育長 先ほども申し上げましたように、タブレットを使った読書とい

うのは、環境を整えられるのが来年度本格実施となりますので、そうい

ったこともまた検討してまいりたいと思いますが、できれば子供たちが

主体となった活動のほうがいいなとは考えます。 

 

岡山明委員 そうすると、今はタブレットの中に本の紹介とかそういう部分は

ないということですよね。例えば、家に帰ったときに見たい本があれば、

１０冊の本の一覧表から紹介するということはないと。システムの状況

もあるでしょうから、現在はないということですね。 

 

長友学校教育課長 現在、タブレットを使って本の紹介ということはしており

ませんが、各担任が学級でこうした本が面白いよとか、子供たちが読ん

だ本の紹介というのを壁に貼るなどはしておりますので、そうしたとこ

ろで、教室環境の中でいろんな読みたい本とか、面白そうだなという本

を見つけていることと思っています。 

 

前田浩司委員 学校図書の配置が小学校区１１校区に配置しておられるという

ことなんですけれども、次年度はその校区を変えられるのか、それとも

継続して、同じ学校にずっと何年も続けていかれるのか、その辺の人事

のスタンスをお聞かせ願いたいと思います。 
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長友学校教育課長 子供たちの読書習慣を作っていくためには、やはり学校司

書が子供たちとコミュニケーションを取る、そして、コミュニケーショ

ンを取りながら、子供たちに合ったような本を紹介するということも必

要だと考えております。そうしたことから、なるべく替えないようにし

たいとは考えておりますが、学校司書の方自体がお辞めになることもあ

りますので、必ずそうするかっていうのはちょっと難しいところはあり

ます。考えとしては、なるべく同じ人でやっていただきたいと考えてい

ます。 

 

前田浩司委員 教育委員会はそのようなお考えかもしれませんけれども、個人

的にはその人のやり方がいろいろあるじゃないですか。要は、同じ人が

ずっと長年同じところにいると、システムも余り変わっていかないのか

なということを考えると、隔年でも人を異動して、また違う考えのメニ

ューを盛り込んでいくと、また違う反省点も見つかってくるとか、また

更にいい部分も見つかってくるとか、その辺でちょっと御提案させてい

ただいたということになります。 

 

長友学校教育課長 御意見いただきましたので、検討してみたいと思います。 

 

長谷川知司分科会長 ほかはいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）では、次

に審査事業１１です。 

 

長友学校教育課長 スマイルサイエンス事業につきまして、御説明させていた

だきます。資料３５ページから３６ページをお開きください。資料３５

ページです。本事業は、義務教育段階から発達段階に考慮して、科学に

対する興味、関心を喚起し、科学体験に重点を置いた理数教育の充実を

図りながら、様々なことに挑戦する態度・創造的な能力を育成すること

を目的としております。山口東京理科大学との教育連携協定の一つとし

て、毎年９月下旬に開催される大学の地域開放日に合わせて、大学キャ

ンパスを会場とした科学体験・科学作品展を中心とした内容で開催を実
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施するものです。昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で大学の

開放日は中止となりましたが、科学作品展審査のみ実施し、一般公開は

中止となりました。資料３６ページは、昨年度のチラシです。令和３年

度の支出内訳としましては、科学作品展の入賞者への副賞として賞賜金 

２万４，０００円、消耗品費７万８，０００円になります。副賞にはお

買物券、消耗品につきましては、各学校への用紙、賞状代、作品の梱包

代等の事務用品の購入費用となっております。科学作品展の一般公開が

中止となったことから、当初予定しておりました作品展のパンフレット

作製に係る印刷製本費や会場設営委託料の支出はございません。財源内

訳は、ふるさと支援基金を充当しております。活動指標を御覧ください。

１番目の「参加者の中で理科に関心、興味が高まったと回答した割合」

は、山口東京理科大学による小・中学校への出前授業「ほんものの科学

体験講座」を体験した子どものアンケート結果を指標としており、目標

値の８０％を大きく超えて９２．９％となっております。続いて２番目

ですが、こちらは科学作品展が一般公開された場合の来場者へのアンケ

ート結果を指標として定めておりますが、昨年度は開催が中止となった

ため、実績がございませんでした。令和２年度につきましては、「かが

く博覧会事業」としての開催予定でしたが、こちらも新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、開催は中止となっております。本事業の成果

につきましては、科学作品展には小学校１２５点、中学校５１点の応募

があり、そのうち、優れた科学的研究や創意工夫に基づく研究物・作品

として、市長賞２作品、教育長賞９作品を選出し表彰することができま

した。また、ほんものの科学の講座を体験した、９割の児童生徒が理科

に対する興味関心が高まっており、応募作品も優れた内容が多くありま

した。今後、令和５年度に向けた課題及び改善策としましては、新型コ

ロナウイルス感染対応下における、大学キャンパスを会場としての科学

作品展の開催方法を検討するほか、大学キャンパスを使えない場合、他

会場における開催についても検討いたします。大学での開催が可能な場

合、科学作品展を見るだけでなく、様々な科学実験等を実際に見て、聴

いて、体験する場を設ける等、山口東京理科大学との教育連携の強化を

図り、子どもたちの理数教育に対する興味関心を高めてまいります。説
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明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付

けます。 

 

伊場勇委員 出展作品が小学校１２５点、中学校５１点ということですが、ど

ういう集め方をしているのか、どういう募集の仕方をしたのか、教えて

ください。 

 

長友学校教育課長 これは、主に夏休みの自由研究になろうかと思います。夏

休みに入る前に宿題として出すんですけれども、科学作品の例とかも併

せて紹介したり、授業の中で科学作品のことも紹介したりしながら、宿

題を出しております。 

 

伊場勇委員 市内で宿題を出した方から厳選して、小学校から１２５点と中学

校から５１点が出てきたんですか。 

 

長谷川教育長 夏休みの自由研究に取り組んだ子供たちは、ほぼ全員じゃない

かと思っています。ただ、それを学校に出しますよね。学校内で、また

選考があって、学校規模に応じて何点、この市の科学展に出してくださ

いということを行った後に、こういう展覧会が行われていると。だから、

先ほど言った数字は各学校での選抜を受けて出てきたものだと捉えてい

ただけたらと思います。 

 

伊場勇委員 市民デーが中止になったんですけども、大学と市の連携として、

学生との関わりがこの事業の中であったりするんですか。 

 

長谷川教育長 私も教員時代からこれにずっと関わってきていて、大学との連

携が少し分かりますので、私が答えさせていただきます。この会のとき

に、もちろん理科大の学生がブースを設けて、各体験ができるようなこ
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ともしてくださいますし、それから会の進行も会場のお世話も大学の学

生たちが手伝ってくれて交流していますし、また、この作品の表彰につ

いても、理科大の学長自らが作品を見て評価し、学長賞も授与できるよ

うな形になっておりますので、そういった形で交流というか連携が進め

られていると認識しております。 

 

古豊和惠委員 科学実験アンケート結果というのが書いてありますけれども、

年に１回ほど今は開かれているんですか。学校では、なかなか実験って

難しいかなとも思うんですけれども、これに実際参加した子供たちが何

人ぐらいいて、たくさんの子供たちがもし参加できるのであれば、可能

ならばもう少し回数を増やすことができればと思うんですが。 

 

長友学校教育課長 本物の科学体験につきましては、メニューを大学から頂い

て、それをお示しして、各学校がそれを見て応募するという形を取って

おります。昨年度は、残念ながら全ての小中学校がそれに応募したわけ

ではありませんけども、一つの学校で２回応募しているところもありま

した。ですから、この科学実験というのは、教科書に載っているものと

いうよりは、例えばドローンを使った実験であるとか、ふだん学校では

なかなかできないようなことを大学の先生を中心にいろんなものを見せ

てもらうというような形になりますので、興味関心、こういうことがで

きるんだとかというような面では、すごく効果があると考えております。

できるだけ多くの子供たちに参加というのは、教育委員会としても考え

ているところで、今年度は全ての小中学校で、それに応募するようにと

いうことでお願いをして、全部の学校がそれに応募したところです。 

 

長谷川教育長 少し補足させてください。少し分かりにくい点がありますので、

説明します。活動指標、成果指標が二つあります。上のほうはほんもの

の科学体験アンケート結果と書いてあって、下のほうには科学作品展示

場アンケート結果と書いてあります。本事業は科学作品展を開催する事

業です。だから、これは年に１回です。夏休みに子供たちがやってきた



 75 

作品展を大学で開催するという事業です。それとはまた別の事業として、

ほんものの科学体験という事業をやっております。これは理科大の先生

方の協力を得て、講座数が２５講座近くあるんですが、それを用意して

いただいて、各学校にほんものの科学体験をやりませんかということで

投げかけます。全ての小中学校で、この講座をうちの学校でやってほし

いという希望を取って、そして理科の時間のときに大学の先生や学生が

行って指導されるということもやっているわけです。ちょっとこれは二

つの事業が一緒になって、混乱してしまったところがあるんだろうと思

いますけれども、本事業は科学作品展をやるという事業です。 

 

古豊和惠委員 全く応募しない学校と２回応募した学校の差は何ですか。 

 

長谷川教育長 先ほど申し上げましたように、ほとんどの学校が応募しており

ます。もっとたくさんやりたいというところは、例えば、理科の授業の

時数に少し余裕ができたので、これを体験させようといような学校もあ

るかと思いますけれども、なかなか授業時数の確保がうまくいかずに、

本物の科学体験の事業をそこに埋め込むことができなかった学校もある

かもしれない。そういうところは１回で終わっているところもあろうか

と思います。 

 

宮本政志副分科会長 作品の審査は、一応できたということですよね。審査さ

れたのはどなたですか。審査委員の構成をお聞きします。 

 

長友学校教育課長 中学校の理科の先生及び市の教育研究会であります理科部

に所属する小学校の先生方で、大体各学校１人ぐらい出るんですけども、

その方々で審査しております。 

 

宮本政志副分科会長 ということは、理科大生は入っていないということでし

ょうけれど、要件的に入れないんですか。もし入れるなら、せっかく理

科大生が間近にいるわけなんで、入ったほうが若い視点でいろいろ作品
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の審査できるかなと思うんですけれど、いかがですか。 

 

長友学校教育課長 理科大生を入れるという視点がなかったんですが、今後、

先生方にも投げかけて話してみたいと思います。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

ここで終わりまして、１０分間休憩ということで、５５分から再開しま

す。 

 

午後１時４７分 休憩 

 

午後１時５５分 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして、分科会を再開いたします。審査事業

１２番、説明をお願いします。 

 

長友学校教育課長 資料３７ページから４２ページのキャリア教育推進事業に

ついて、御説明いたします。資料３７ページをお開きください。本事業

は、義務教育段階の子供の社会的・職業的自立に向けて必要となる基礎

的・汎用的能力を育てるとともに、夢を抱かせ、更に夢を志に進化させ

る教育の充実を図るものです。また、主体的に自らの未来を切り開くと

ともに、郷土に誇りと愛着を持ち、地域に貢献する子供を育成するため、

学校と家庭、大学、地域、産業界等が、連携・協力したキャリア教育を

推進し、教育活動の一層の充実を図るため、本市出身者又は文化・スポ

ーツ・起業家等地元で様々な分野で活躍中の人材を招いて講演会等を開

催するものです。資料４０ページをお開きください。令和３年度の実績

は、市内小・中学校のうち１３校が実施をし、講演会に参加した児童生

徒の延べ人数は８２５人となっております。資料３７ページにお戻りく

ださい。令和３年度の支出内訳としましては、延べ４９名の講師謝金３

１万３，０００円、消耗品費３万４，０００円になります。財源内訳は、
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ふるさと支援基金を充当しております。活動指標を御覧ください。一番

目の、全国学力調査において、「将来の夢や目標を持っている」という

設問に対し、肯定的な回答をした小学校児童の割合ですが、目標値の７

５％を超えて８４．８％となっております。続きまして、２番目の同じ

く全国学力調査においての設問に対し、肯定的な回答をした中学校生徒

の割合ですが、こちらは目標値の７５％を下回り７１．８％になってお

ります。そして、３番目の実施回数としましては、令和３年度は、松原

分校も含め１９校ございましたので、１９回とし、全ての学校が実施と

はなりませんでしたので、実績は１４回となっております。令和４年度

の目標値としましては、全ての学校が開催となるよう１８校の開催を目

標としております。本事業の成果につきましては、小学校７校、中学校

６校において、延べ４９人の講師を招へいし、キャリア教育に関する講

演等を実施いたしました。特に、地元で活躍されている方々のお話から

郷土の誇りや愛着を感じたり、自身の生き方を考えたりする機会を作る

ことができました。今後、令和５年度に向けた課題及び改善策としまし

ては、地元で活躍される講師人材の選定をするために、学校運営協議会、

地域教育協議会、商工会議所等と地域の団体との連携を一層強めていき

ます。また、小学校と中学校９年間で、系統的にキャリア教育を推進し

ていくために、カリキュラムマネジメントを進め、小・中学校の連携を

一層図ります。３８ページの資料には、キャリア教育を推進していくた

めの目標設定の視点、取組の視点をお示ししております。左側を見てい

ただきますと、子供の発達段階に応じて、夢や目標を考える、夢をデザ

インする視点を挙げています。これは、キャリア教育で育てる能力のう

ちの一つになるキャリアプランニング能力に関係するところです。キャ

リア教育では様々な能力を養うことが求められていますが、右側にお示

ししておりますのは核となる取組と内容となります。さらに、細分化さ

れているものが３９ページの資料ものとなります。小中学校の行事等を

夢、つながり、郷土愛という視点で整理したものです。本事業では、主

に立志の集い、道徳の授業やそのほかの授業と連携した学習において、

活用されています。４０ページをお開きください。昨年度の各学校の取

組を載せています。４１ページには、有帆小、高千帆小、高泊小の取組、
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４２ページには高千帆中学校の取組を参考までにお示ししております。

特に高千帆中では、地域と連携した取組を進めており、職業講話や職業

体験においては、まずは山陽小野田市のことをよく知ること、地域の企

業の方のお話を聞くことができる機会と位置づけております。全ての学

校がここで上がってはおりませんけども、キャリア教育をしていないと

いうわけではなくて、例えば講師料が要らないとか、地域の方で御辞退

されたりとか、そうした組み方をしているところもありますので、この

事業を使って講師をしたというのがこれであって、キャリア教育とか、

こういった地域の方との連携をしていないというわけではないというこ

とを申し添えておきたいと思います。説明は以上となります。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付

けます。 

 

伊場勇委員 目標の１９回に対し実績１４回ということで、感染症の影響が厚

狭中学校などであったと思うんですが、その影響で減ったんですか。 

 

長友学校教育課長 おっしゃるとおり、時期によってはコロナとかぶる状況も

ありましたので、そうした場合は講師を遠慮したというところもあると

聞いております。 

 

伊場勇委員 令和３年度は職業講話、講演といった形を捉えておりますが、基

本的にできるだけ職業体験というリアルな体験教育のほうが感じるもの

が具体的でいいかなと思うんですよ。どちらか選択制なのか、まずは、

職業体験のほうでブランディングしていただいてとか、職業講話は付随

で作るとか何かそういった方針というのはあるんですか。 

 

長友学校教育課長 昨年度はコロナの影響があって、職業体験に行きたいんだ

けれども、やはり会社がちょっとそれは困りますというようなこともあ

って、職業講話が増えたのかなと思います。今、伊場委員がおっしゃっ
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たように、職業体験は非常に重要でありますので、そうした実際に職場

に出掛けての体験ということもありますでしょうし、来ていただいてワ

ークショップ的に何かをするということも考えられるかと思います。い

ずれにせよ、ただ話を聞くとか、そういうことではなくて、体験的な学

習を組み合せていきたいと考えております。 

 

長谷川教育長 先ほど職場体験の重要性について御指摘いただきました。これ

は例年ですと全ての中学校で２年生になろうかと思いますけれども、実

施をするように本市はなっております。ただ、ここ最近は、先ほど課長

が申し上げましたように、コロナ感染の影響がございまして、実施がか

なわないというところもございます。 

 

宮本政志副分科会長 ３７ページですけども、活動指標のところで、小学生に

関しては達成率も随分高いと思うんですけど、その下の中学生では７

５％から約３．２％下回った原因というのは、何かつかんでおられます

か。 

 

長友学校教育課長 特に原因はつかんではおりませんが、こういったことは、

是非身に付けていってほしいということもありますので、積極的に地域

との連携、地域への貢献ということも含めて、活動を実施して、更にそ

れを振り返って、いろいろな自分のことを考える機会を今以上に増やし

ていきたいと考えております。 

 

宮本政志副分科会長 直接、この中学生の数字に関わるか分かりませんが、先

ほどいろいろな人材確保のために運営協議会とか商工会議所のほうにと

言われましたね。小学生はちょっと難しいかもしれませんが、中学生で

したら、自分がこういった職業の方からいろいろ聞いてみたいとか、例

えば、職業とかを抜きにして、こういう方のお話を聞いてみたいとかは、

意見を持っている生徒もいると思うんですけど、生徒から希望を聞かれ

ているんですか。 
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長友学校教育課長 先ほど職業体験等で、いろいろなところに散らばるという

話がありましたが、そういった場合においても、子供たちの希望を最優

先として実施しております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはありませんか。いいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり）ないですね。では、審査事業１５の説明をお願いします。 

 

和田学校給食センター所長 それでは、審査対象事業１５番、学校給食費管理

事業について説明いたします。資料の４５ページを御覧ください。当事

業につきましては、教職員の業務負担の軽減を図ることを目的の一つと

し、これまで各小・中学校で行っていた学校給食費の徴収・管理業務に

ついて、令和３年度から学校給食費を公会計化し、教育委員会学校給食

センターの業務として行っているものです。当事業の決算額です。支出

内訳ですが、消耗品費、印刷製本費２２万１，０００円、通信運搬費、

手数料１５８万３，０００円、学校給食費管理システム保守委託料４６

万２，０００円、クラウドサービス導入等賃借・利用料１５８万４，０

００円、賄材料費２億５，１９３万６，０００円となっています。これ

らの内訳につきましては、４６ページに示しております。主だったもの

といたしましては、賄材料費は、学校給食の食材購入費となっておりま

す。通信運搬費につきましては、学校給食費の納入通知書等の送付に伴

う郵便代です。手数料のうち、コンビニ収納手数料は、コンビニで納付

書にて納められた際の手数料、金融機関手数料につきましては、口座振

替の手数料となっています。委託料・使用料及び賃借料につきましては、

学校給食費管理システムの利用等に係る経費となっています。財源内訳

につきましては、雑入、学校給食費の負担者が納めていただいた金額で

すが、２億４，８７１万円となり、一般財源７０７万６，０００円とな

っています。なお、学校給食費の収納率につきましては、９８．９％と

なっています。最後に成果指標ですが、令和３年度の成果指標を学校給

食費の収納率といたしました。目標の１００％に対して、収納率９８． 
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９％だったため、達成率も９８．９％としています。目標達成度はＢと

しておりますが、収納率向上に向けて、現在行っている未納者対応に加

え、必要に応じて法的措置も積極的に検討してまいります。審査対象事

業１５の説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員の質疑を受け付けま

す。 

 

古豊和惠委員 ４５ページの下、未納者については、電話連絡とか催促で法的

措置も検討して、経済的な理由で困難な場合は就学援助制度を使うと書

いてあります。要は、納められるのに納めていない人がいらっしゃると

いうことで、金額的には全市の児童で全部割って、１人頭幾らで計算し

ていらっしゃるんでしょうか。そうすると、こうして就学援助を受けら

れる子供を別として、納めていない子供の分を全部で割って納めている

んでしょうか。その辺をお尋ねします。 

 

和田学校給食センター所長 今の学校給食費につきましては、１食当たり小学

校２５０円、中学校２９０円となっております。これは食材費のみの金

額となっているんですが、今言われました未納の方の分について、きち

んと納付されている方が負担しているんじゃないかということと思うん

ですが、歳出予算として、賄材料費を確保しておりますので、未納者が

おられたとしても、１食当たり小学校２５０円、中学校２９０円の食材

費については、予算は確保しております。 

 

伊場勇委員 収納できなかったものについて、これは決算上どういう処理にな

るんですか。未納で決算上入ってこない金額について、ずっとなんでし

ょうか。 

 

和田学校給食センター所長 過年度分として繰り越していまして、未納分とし

て上がってきますので、滞納業務としては続けてまいります。 
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伊場勇委員 それがどれくらいありますか。 

 

和田学校給食センター所長 未納額が２８０万４，８８０円となっております。 

 

伊場勇委員 調定額から収入額を引いた金額になるということですよね。令和

３年度に入ってこない方の事情は、どういった場合が多かったですか。 

 

和田学校給食センター所長 内訳といたしましては、納めていただく方法とし

て、全体では口座振替の方が約９３％、納付書の方が７％となっている

んですが、未納されてる方の割合としましては、納付書の方が７５％、

口座振替の方が約２５％となっておりますので、納付書でお支払をされ

ている方が未納になる傾向、払い忘れ等もあると思うんですが、未納の

額が多い形にはなっております。 

 

伊場勇委員 例えば、口座がない方もいらっしゃるかもしれませんし、いろん

な状況があると思うんですけども、ただ、これ子供は通って食べている

方も多いと思うんですね。その子供に対してのケアというか、対応とい

ったことはどういうふうにされているんですか。 

 

和田学校給食センター所長 当然、未納だからといって学校給食を出さないこ

とはないですし、実際、未納の方への家庭訪問等を考えてはいたんです

が、お子さんへの配慮等も考慮しておりまして、まだ家庭訪問等はでき

ておりません。今後、どうしても公平性を保つために必要性が出てくれ

ば、していきたいと考えております。 

 

伊場勇委員 例えば、この不登校の子供に対しては、給食は用意されているん

ですよね。それはずっとそのまま誰かが食べるのか、残飯になるのかと

いうことなんですが、お金が入っている、入っていないは不登校の生徒

数とかは別段関係ないということですか。 
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和田学校給食センター所長 不登校の方につきましては、学校から長期停止の

届出が出ましたら、給食費は止めております。 

 

宮本政志副分科会長 関連で先ほど２４８万円なにがし、これは令和３年度１

年間の合計ですか。 

 

和田学校給食センター所長 そのとおりです。 

 

宮本政志副分科会長 これまでのデータは持っていらっしゃいますか。全部で

合算するとどうかは分かりませんか。本市にどれぐらいあるのかという

累計額は把握していませんか。 

 

和田学校給食センター所長 申し訳ございません。令和２年度までは私会計に

なっておりまして、昨年度の未納額であれば、７０万円程度だったと思

うんですが、全体としての数字は持っておりません。 

 

宮本政志副分科会長 児童のことを考えて家に行かれていないと言われました

よね。それは、例えば、税金の滞納とか担当課職員のストレスもあるし、

嫌だと思いますよね。そういうふうに払ってくださいと言いに行くのは

ね。でも、今の答弁は、生徒のほうを考慮したという言い訳にして、そ

して、御自分たちの業務の放棄だと思いますよ。でないと、ずっと滞納

してもいいのかと。経済的に払えるんだけど、いろいろな訳の分からな

いような理由で払いませんと言う人たちを許してしまうことになるんで

すよ。そうすると、きちんと払っていらっしゃる方と、それから、払っ

ていない方と、そういったことはもう見て見ぬふりをするというふうに

なりますよ。それどのように改善されていきますか。 

 

和田学校給食センター所長 家庭訪問はしておりませんが、電話での連絡、ま

た、毎月納付が確認できなかった場合は、督促状を送っているんですが、
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それ以外にも催告書を年に何回か送っております。今後も電話での督促

や催促中心にはなってくると思いますが、今言われたように、家庭訪問

等につきましても実施を検討してまいりたいと考えております。 

 

藤山教育部長 市の徴収に対する考え方について、私は税務課長でおりました

が、以前は家庭訪問をしておりました。ただ、事務的な問題、職員の人

数に関わる問題もありました。滞納者も増えていきまして、所長が言い

ましたように、まず、電話で接触する。そうでなければ、催告書を送っ

て、市役所に来るように強く促す。そうやって接触機会を持つというこ

とでやっております。それでも未納があれば、差押えに行くのが税の考

え方ですので、家庭訪問に行くのも相手方の状況を把握する上では大事

なんですが、そればかりになると職員の負担も増えますので、ある程度

のところでは文書による指導で、かなわなければより強い指導を行うと

いうのが今の流れだと思います。 

 

宮本政志副分科会長 今おっしゃったことはごもっともとは思います。私も厚

狭中学校で３年間ほどＰＴＡの役員でやっていました。計算機を二つ三

つ並べてやっていました。ただ、中にはすごく悪質な方で、ずっともう

滞納しているという方と、たまたま何かの事情で数か月の滞納とは、全

然違うと思うんです。法的措置と言われるけど、例えば５，０００円で

法的措置を取っていたら、費用対効果は大変マイナスです。だから、よ

ほど悪質な人は逆に教育委員会はこれぐらいきっちりやっていきますよ

という姿勢を見せて、ある程度悪質な人を減らしていくという姿勢を示

していただきたいと思うところで、何度も質疑したんです。意図の中で、

教員の負担軽減がありますね。先生方は、これによって実際にどのくら

い負担軽減されましたか。何かアンケートを取られたとか、その辺りは

把握していらっしゃるんですか。 

 

長谷川教育長 私は、この公会計化と教職員の負担軽減をイコールに結びつけ

てほしくないと思っています。これは、本来の姿になっているというこ
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とだろうと思うんです、会計をどちらが持つかということは。教員は、

たしかに負担軽減が若干はできているとは思います。例えば、毎朝子供

たちが持ってくるお金を預かって、それを事務が処理してということを

しなくても済みます。しかし、それはほとんどが銀行決済になってきて

いますので、大分なくなってきている。一番負担になるのは、未納の方

の督促対応です。私も校長時代は職場に行って、支払をお願いした経験

もあります。やはりそれが精神的な負担にもなってくると思います。そ

ういったものがないということは、負担軽減に結びついているかなと思

います。 

 

笹木慶之委員 就学援助制度、現在これを既に受けておられる方は、何名で金

額的にどのぐらいでしょうか。 

 

三藤学校教育課主査 令和３年度の実績になりますと、認定者は、小学校が６

４０人、中学校が３８８人、合わせて１，０２８人が対象となっており

ます。 

 

笹木慶之委員 それで金額は幾らですか。 

 

三藤学校教育課主査 就学援助の給食費は、実費負担がないということにはな

るのですが、支給額としての御質問として捉えてよろしいでしょうか。

（「それでいいです」と呼ぶ者あり）そうしますと、小学生が年間４万

６，２５０円、中学校が５万３，６５０円を予定しております。これは、

単価掛ける約１８５回分の給食の回数分の費用としております。 

 

笹木慶之委員 計算すると分かるんですが、１，０２８人ということだと幾ら

になるんですか。 

 

藤山教育部長 実績報告書の４２ページ、三藤から説明あった人数がちょっと

違うんですが、給食費、準要保護児童生徒の給食費の支給というところ
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に人数と金額が出ております。 

 

三藤学校教育課主査 この違いというのは、就学援助の先ほど申し上げました

人数というのは、あくまで認定となっている方の人数になります。実績

の見ていらっしゃる４２ページの数字は、給食を実食された方の人数に

なりますので、学校に来られていない方とか、市外の学校に通われてい

る方も就学援助の対象者ということがありますので、この差が生まれて

いるということになります。 

 

笹木慶之委員 それを基にお尋ねします。未納者がおられるということでかな

り努力しておられますが、この中に書いてあるように、納付が困難な負

担者に対しては、周知を行うとあるんですよね。ということは、おおよ

そ未納者に対しての内容はつかんでおられるんじゃないですか。 

 

和田学校給食センター所長 周知を行うということにつきましては、電話等で、

そういった御相談を受けた際にこういった制度がありますよという意味

で周知を行うとしております。 

 

笹木慶之委員 私は、やはり未納額、未納者を少なくするという意味から、こ

ういう制度があれば、その制度に乗せて、未納者救済ということをしっ

かりやるべきだと思うんですけど、その段階までしかできんのでしょう

か。あくまで周知の段階までしかできないのかということです。もっと

具体的に、あなたの場合にはこういうことが対応できますからという段

階までは行けないのかなという気がしたわけです。 

 

和田学校給食センター所長 私どもは所得状況まで把握できる状態になってお

りませんので、そこは情報を得ることができません。正確な個人情報等、

収入状況等が分からないので、確かなことは言えないので、厳しいので

あれば、御相談していただければ、どうですかということで、そういっ

た形になると思います。 
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笹木慶之委員 やはり経済的な理由でお支払ができないという方もおられるん

じゃないかと思うんですよ。だから、その周知については、親切丁寧に

対応していただければ、少しでも緩和できると思ったもんですから、も

ちろん個人情報保護の問題がありますから、深入りはできないと思いま

すけど、その辺をひとつしっかり決めていくような対応をしてほしいと

思います。 

 

古豊和惠委員 未納の方なんですが、市は把握できていると思います。学校側

は、振込だから全くで、学校長なりは把握していないということなんで

すね。 

 

和田学校給食センター所長 学校給食の給食費の収納状況については、学校は

把握されていないと思います。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

私から。令和３年度から公会計ということで、まだ結果は分かりません

が、卒業されたら過年度分は余計徴収しにくいと思いますので、できる

だけ卒業生の場合は、当該年度に徴収ができるように努力してみてくだ

さい。ほかにはございませんか。（「ありません」と呼ぶ者あり）審査

事業はこれで終わります。決算書に行きましょう。３２２ページから３

４３ページですので、教育総務費から行きましょう。 

 

古豊和惠委員 ３２６ページの指導研究費の中に、これは以前いじめ問題調査

をいたしますと言われていましたけれども、その結果を教えてください。

違いましたか。 

 

三藤学校教育課主査 この報償金の中に、学校のいじめ対策委員会の委員報酬

はございます。こちらは、各学校で行われているもので、３万９，００

０円ほど内訳としてございます。 
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伊場勇委員 資料で令和３年度分のいじめの認知数と不登校人数を出していた

だいておりますが、いじめ問題のその委員会の中で、不登校については、

増えているじゃないですか。このことについては、どういった議論がな

されたのかなと思って、令和３年度、まず不登校について。 

 

長友学校教育課長 いじめ問題が審議されているかということですかね。いじ

め問題にしても不登校問題にしても、議論には乗って、きちんと話合い

はされております。 

 

伊場勇委員 不登校については、増えているじゃないですか。そのことについ

ては、どういう見解なんですか。対策とかはされたんですか。令和３年

度について。 

 

長友学校教育課長 不登校対策につきましては、特別に何かというよりも、今

やっている対策をしっかりもう１回見直してやっていくということでし

ております。具体的に言えば、学校においては、いろんな活動をすると

いうことがあろうかと思いますが、しっかり子供たちに振り返りをさせ

て、子供たちの状態はどういう心持ちとか、そういうのはどうなのかと

かいうことを確認するようには求めておりますし、ふれあい相談室にお

いても、一人一人ととにかくコミュニケーションを取って、意欲とかや

る気を引き出すようにして、進学につなげていただくようにお願いして

取り組んでいるところです。ですから今、新たにやるというよりは、今

やっていることを更にしっかりやるということで進めております。 

 

伊場勇委員 では、その人数が増えた見解はどのようにお考えですか。 

 

長友学校教育課長 なぜ増えたかということについては、よく分かってはいま

せん。ただ、どこの学年が増えているかとか、その学年によってちょっ

と差がありますので、そのところについては、何でその学年が多いのか
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ということについては、それぞれの学校でお話ししております。ただ、

不登校の理由がですね、いろいろ聞き取るんですけども本人も分からな

い。御家庭のほうも、なぜそうなっているのか分からないという回答が

非常に多いです。ですので、子供たちによく話を聞きながら、解きほぐ

していくというか、何が引っかかっているのかということを聞きながら

ということは、教育相談の中で進めてまいりますし、担任も家庭訪問を

したりとかそういったことで、聞き取りをするようにはしております。 

 

伊場勇委員 続いて、いじめについてお聞きしますが、令和３年度は数的には

減っていると思うんですけれども、ただ、表に出ない、いじめ件数とい

うのもあると思うんですけども、昨年の委員会の中で、この中期基本計

画にも指標として、いじめのことについては載っていますよね。いじめ

かどうか分かんないけど、自分が不利だなって、嫌だなと思ったときに、

相談できる相手がいるかどうかというアンケートを取ることもちょっと

考えていくようなことを言われたんですよ。そのことについては、何か

形になったのか。また来年度に向けてとか、今後に向けてとか、そうい

う動きがあるのであれば教えてください。 

 

長友学校教育課長 毎週行っておりますいじめのアンケートで、先生に相談す

るとかしないとかというようなところは、設けている学校もあると聞い

ておりますので、とにかく相談するということは大切だという認識は持

っております。学校のほうにも相談機能ということについて、必要だと

いうことで、教育相談の担当者の方々にも、今年度特にまたそれを受け

てですけども、教育相談生徒指導の先生方を対象にスクールカウンセラ

ーから話を聞く、講話を聞くということで、相談の大切さということを

更に強調しているところです。 

 

古豊和惠委員 今言われましたスクールカウンセラーの存在は、大きいと思う

んですけれども、今スクールカウンセラーというのは各校、何人ぐらい

派遣されて、国からも何か出ていますよね、指針が大体どのぐらいとい
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うのは。山陽小野田市ではどのぐらいなのかを教えてください。 

 

佐野学校教育課主幹 県から各中学校区に１人の割合で、常に中学校や小学校

を回れるようなスクールカウンセラーが派遣されています。それから、

緊急的な動きが必要になる場合に、こちらのほうで対応できるように、

本市としては２人のスクールカウンセラーを別に派遣できる準備をして

おります。 

 

古豊和惠委員 ということは、大体週に何回とか、何週間に１回は学校を回っ

ているとか、そういうのはあるんでしょうか。 

 

佐野学校教育課主幹 年間の総数ですけれども、緊急派遣においては２６７回

を予定して予算を組んでおります。その中で実施しました。各学校の規

模によって、県からの予算配当が違いますので、回数にも若干の差が出

てきているとは思います。 

 

古豊和惠委員 中学校区でと言われましたけれども、やっぱり中学校でも、か

なり差があると思うんですね。高千帆校区みたいにたくさんの人数の学

校と厚陽のように、その場合のスクールカウンセラーの配置の仕方とい

うのはどうですか。 

 

佐野学校教育課主幹 規模によって、おっしゃられるとおり、派遣の回数は県

のほうで規定がありまして、その数によってとなっておりますが、すみ

ません、ただいま正確な数を今すぐにお伝えすることが、私のほうでで

きない状態であります。 

 

笹木慶之委員 ちょっと１ページ戻りますが、３２５ページの委託料、廃棄物

処分業務委託料というのが、学校事務局費の中で出ているんですよね。

これは何でしょうか。 
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熊野教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い こちらの廃棄物処分業務委託

料については、各小中学校で出る産業廃棄物を年２回、専門業者に委託

して処分する委託料となっております。 

 

笹木慶之委員 この廃棄物というのは、例えばどんなものですか。 

 

熊野教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い 各学校で出る机とかいすとか

燃えないごみとかですね。瓶というか、燃えないごみ系のものです。 

 

笹木慶之委員 そうすると、これはいわゆる市の収集では賄えないというもの

ですね。 

 

熊野教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い 事業系一般廃棄物という扱い

になりますので、環境センターへの持込みができない取扱いになってお

ります。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と発言する者あり）

では、小学校費に行きましょうか。３２６ページから３３１ページまで。 

 

伊場勇委員 ３３１ページの通信運搬費１，５００万円のところなんですけど、

これは、ルーターとプロバイダー通信費でしたっけ。内容について説明

してください。これは中学校費にもあったかと思うんで、お願いします。 

 

三藤学校教育課主査 こちらは、ＧＩＧＡスクールで利用しております学校の

校内ＬＡＮ、そして、Ｗｉ－Ｆｉのルーターの通信料になります。中学

校費も同様です。 

 

伊場勇委員 その下の委託料について、３３１ページの人材派遣委託料で、こ

れはＧＩＧＡスクールサポーターのことかなと思うので、その内容につ

いて、これ人数も当初から少し減ってると思うんですが、その点どうだ
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ったのか、併せて教えてください。 

 

三藤学校教育課主査 こちら、ＧＩＧＡスクールサポーターの配置２人分にな

ります。 

 

伊場勇委員 人数が令和２年度から減っていますよね。減っていませんでした

っけ。 

 

三藤学校教育課主査 令和２年度は１名でしたが、令和３年度は２名の配置に

なっております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。学校建設関係ではありません

か。 

 

岡山明委員 ３３３ページのアスベスト調査委託料について、調査される場所

がどこか確認したいんですが。 

 

熊野教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い アスベスト調査委託料につき

ましては、昨年度、埴生小中学校の機械室の防水工事を行いました。そ

の際に、アスベスト調査を行った委託料となっております。 

 

岡山明委員 調査結果はどうなっていますか。 

 

熊野教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い 調査結果についてはなしとい

うことでした。 

 

伊場勇委員 補正だったかもしれませんが、アスベスト調査の下、家屋調査業

務委託料について、大分金額の減がありますが、これは入札か何かでし

ょうか。理由を教えてください。 
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熊野教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い こちらにつきましては、埴生

小学校の解体に係る家屋の事後調査を行ったものでございます。入札の

減によるものと、当初予定しておった家屋調査について、家の中はいい

よとか、もう周りだけでいいよということで変更があったものでござい

ます。 

 

古豊和惠委員 ３２９ページの需用費、修繕料１，２０９万７，１１１円とあ

りますけれども、これは学校から要望が出たものを修繕した金額なんで

しょうか。 

 

熊野教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い 学校から、年に１回年間要望

というもので提出されるものと、随時、学校の毎月要望が出るものにつ

いて対応したものでございます。 

 

古豊和惠委員 修繕する優先順位は、市が付けているんですか。 

 

熊野教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い 学校から要望が出たものにつ

いて、教育総務課で各学校を回って現地確認をいたしまして、こちらで

優先順位を付けさせていただいております。 

 

古豊和惠委員 例えば、もちろん古くなったのもあるんでしょうけれども、た

だ、高泊小学校なんか、壁が一面にカビが来て、あれは体に悪いんじゃ

ないかなとか思って、学校にお尋ねしたら、「いや、お願いしているん

ですけど、なかなかそこまでちょっとできないんですよね」という御返

事を頂いたこともあるんですよ。ですから、そういう子供たちの健康に

関わることというのも大事じゃないかなと思いますので、是非その辺り

も見ていただけたらと思います。 

 

長谷川知司分科会長分科会長 要望でいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）学校建設関係を終
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わりまして、中学校費行きます。中学校費、３４１ページまでですね。

よろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）幼稚園費に行きましょう。

３４０ページから３４３ページまでです。 

 

伊場勇委員 令和３年度の幼児の人数を２８人と聞いていて、あと住んでいる

地区も全員、埴生、津布田地区だと前回聞いたんですけど、それについ

て教えてください。 

 

桶谷埴生幼稚園長 ９月１日現在の園児数は１３人でございます。令和３年度

９月１日現在は２６人です。 

 

伊場勇委員 令和３年度の予算のときには、英語教育よりも日本語を重点的に

カリキュラムに入れていきたいという方針をお伝えいただいたんですけ

ども、その後、令和３年度の実績等々お聞かせください。 

 

桶谷埴生幼稚園長 英語ももちろんとてもいいことなんですけれども、やはり、

まだ３歳、４歳、５歳ですので、自然に触れたり、動植物に触れたりし

て、感性を磨いていきたいというところで、英語は取り組んでおりませ

ん。 

 

伊場勇委員 日本語のほうに重点的にという方針をお伝えいただいたので、そ

の点についてはどうですか。 

 

桶谷埴生幼稚園長 そうですね。言葉を大切にして、わらべ歌を歌ったり、正

しい言葉を伝えて、基本的な生活習慣が身に付くようにしております。 

 

長谷川知司分科会長 先ほど園児の数１３人と言われましたが、年長、年中、

年小で分けて、ちょっと教えてください。 

 

桶谷埴生幼稚園長 これは今年９月１日現在ですけれども、内訳は…… 
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長谷川知司分科会長 令和３年でお願いします。 

 

桶谷埴生幼稚園長 令和３年は、５歳児が１１人、４歳児が６人、３歳児が５

人、満３歳が４人の計２６人でございます。 

 

岡山明委員 ちょっと全体的な話なんですけど、今回、通園バスの事故が２年

続けてあるんですけど、今の現状で雇用状況、問題はないという状況で

よろしいですか。 

 

桶谷埴生幼稚園長 今、ニュースで通園バス園児残留事故など痛ましい事故が

起きておりますけれども、人数確認は埴生幼稚園は園児数が少ないです

ので、担任がまず登園の人数を確認し、主任もクラスで人数を確認し、

まずは視診でしっかり確認して挨拶をするというところをしております

ので、その辺は大丈夫かと思っております。 

 

古豊和惠委員 埴生幼稚園の全職員数を教えてください。 

 

桶谷埴生幼稚園長 給食調理員、栄養士も含めて７名でございます。 

 

伊場勇委員 令和３年度は、副食費の負担というのはなかったですか。確認で

す。 

 

桶谷埴生幼稚園長 もう一度よろしいですか。すみません。 

 

伊場勇委員 副食費の負担はあったのかなかったのか、確認させてください。 

 

桶谷埴生幼稚園長 令和３年４月から、幼稚園は給食費を公会計化にしており

ます。それで、市が給食費を徴収して、管理を行う公会計を行っており

ます。 
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長谷川知司分科会長 おやつの意味だと思うんですけど。 

 

桶谷埴生幼稚園長 おやつは提供しておりません。２時半降園になっておりま

すので、給食までになっております。 

 

岡山明委員 確認します。今は幼稚園で、通園バスを利用されている児童は何

人ですか。 

 

桶谷埴生幼稚園長 幼稚園は今通園バスは利用しておりません。 

 

岡山明委員 通園バスの児童はいないと、もう全員個人が連れて帰るというこ

とですか。 

 

桶谷埴生幼稚園長 はい、おっしゃるとおりでございます。 

 

長谷川知司分科会長 これで幼稚園費終わりまして、次やってしまいます。３

５８ページから３６５ページまでです。（発言する者あり）ここで、３

時まで休憩します。 

 

午後２時５５分 休憩 

 

午後３時 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして、分科会を再開いたします。次に３５

８ページ、１０節から３６１ページの１７節までを対象とします。質問

のある方いらっしゃいますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、工事委

託料というのが１２節であるんですが、この説明をしてください。 

 

三藤学校教育課主査 こちらは、小野田ふれあい相談室が労働会館に移転する
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ための通信ネットワークの整備委託料になります。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は、次に行きましょう。次は保健体育費、３６１ページから、１目学校

保健体育費、２目給食費。 

 

伊場勇委員 ３６３ページの需用費の修繕料の１，０００万円について教えて

ください。 

 

和田学校給食センター所長 修繕費の主な内訳につきましては、ちゅう房機器

の点検、夏休みと春休みに各１回ずつ点検しております。それに伴う修

繕費が、３２２万５，０９０円。あと、ちゅう房機器、日頃からのスラ

イサーの刃とかの修繕、あとオゾンランプの取替え等がございまして、

それが合わせまして、２３７万２，６４５円。その他につきましては、

設備関係といたしまして、受水槽センサーの取替えとか、排気ダクトの

修繕等で１２５万１，０００円。あと配送車の車検、毎年今車検なんで

すが、車検とあとタイヤの取替え等で２０４万４，６９２円が主だった

修繕費となっております。 

 

伊場勇委員 違うところですけど、この実績報告書の中で、４２ページに書か

れているんですけど、５番、学校給食管理事業で、提供食数、小学校が

何食、中学校が何食、その他というのが８，２３９食とあるんですけど、

このその他は何なんですか。 

 

日浦学校給食センター主査 実績報告のところにありますその他につきまして

は、学校給食センターの調理員と栄養士、事務職員の食数となっており

ます。 

 

伊場勇委員 調理員と事務職員の方というのは、１食幾ら払って食べているん

ですか。 
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和田学校給食センター所長 １食当たり小学校と一緒で２５０円です。 

 

笹木慶之委員 ３６１ページの１２節とそれから１８節、これは予算化する性

格上、こんなに不用額が出ることはないと思うんですが、何か特殊な要

素があったんでしょうか。 

 

三藤学校教育課主査 ３６１ページの委託料でよろしいでしょうか。（「はい」

と呼ぶ者あり）こちらにつきましては、まず小学校体育連盟の競技大会

の委託料が、今回支出がございませんことと、あと見積り合わせによる、

健診の委託料を支払うことになっておりますので、その差で不用額が生

じているというものになります。 

 

笹木慶之委員 体育連盟は幾らですか。 

 

三藤学校教育課主査 ５４万円の予定でした。 

 

笹木慶之委員 そうすると教職員の健康診断委託料が２３０万円ですか。委託

料の不用額が２８９万５，５４０円でしょ。体育連盟と教職員委託料の

見積りの誤差と言われたので、それならば、健康診断委託料が物すごく

多いじゃないですか。 

 

三藤学校教育課主査 こちらは、健康診断委託料の中に様々な検診がございま

して、尿検査、心電図検査、それから教職員の検診、児童の検診と、そ

れぞれ委託先が異なっておりますので、それぞれが見積り合わせ等によ

って生じた不用額になっております。 

 

笹木慶之委員 そうしますと１８節の不用額２６４万１０３円というのは、ど

うなんでしょうか。 
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三浦学校教育課学務係長 児童災害共済給付交付金の不用額２６４万１０３円

なんですけれども、当初見積もっていた児童生徒数と実際の５月１日時

点での児童生徒数の差によるものです。 

 

笹木慶之委員 そうしますと、児童災害共済給付交付金ですね。どれを言って

いるの。 

 

藤山教育部長 この不用額の差なんですけども、児童災害共済給付交付金でご

ざいます。当初予算は６５０万円でしたけども、４００万円ちょっとと

いうことで、これ小中学校で子供たちがけがしたときに保険で給付する

ものであります。予算上、何人がけがするか、事前に分りませんので、

こういった不用額が生じているところです。 

 

笹木慶之委員 予算の組み方を大体分かっているつもりなんですけど、見積り

が甘かったわけね、結局。 

 

藤山教育部長 １年間子供たちがけがしないにこしたことはないです。それが

見積りが甘かったって言えばそうなんですけども、逆に学校できちんと

安心安全に過ごせたということの裏返しかなと思います。 

 

笹木慶之委員 そうすると毎年このような傾向になってくるわけですか。 

 

長友学校教育課長 子供たちが毎年同じように過ごして、安心安全になってく

れればいいんですけども、いろいろな子供もいますし、年度によって変

わるというふうに捉えております。予算を立てるときも、今までの過去

の実績等から考えて、また人数も考えてこのぐらいであろうというふう

に予算を組んでおるところです。それで少なかったというのは、先ほど

部長が言ったように、この年は安心安全というか、比較的けがが少なく

て済んだということだと思っております。もちろんそういうことが続く

ように、学校現場でもしっかりと呼びかけはしております。 



 100 

 

笹木慶之委員 最後になりますが、したがって令和３年度は極めて少なかった

と理解していいんですね。 

 

長友学校教育課長 そういうことになります。 

 

伊場勇委員 令和３年度において地産地消については、どういった取組をされ

たか教えてください。 

 

和田学校給食センター所長 地産地消につきましては、毎月１９日は食育の日

としておりますので、特に食材と献立等もなんですが、地元農食材が使

えるようなメニュー等も考えてやっております。あと特に青果物等につ

きましては、見積り依頼をする前に、実際、納入業者に対して事前に納

入可能な産地を確認いたしておりまして、なるべく県内産、市内産を使

用できるような取組を考えております。 

 

伊場勇委員 食材、青果物については、今までいろいろあったんですよ。新鮮

なものを、子供たちの口に入るものですから、それについてはちゃんと

納入業者と話し合いながら、献立等々もあらかじめこういうものになる

かもしれないとか、事前に協議もしながら進めていかなきゃいけないと

いう、一、二年前ぐらいにその話があったんですけど、今特にその問題

は起こっていませんか。大丈夫でしたか。 

 

和田学校給食センター所長 現在は問題等起こっておりません。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）私

から、委託料で廃棄物運搬委託料というのは何でしょうか。 

 

和田学校給食センター所長 これは毎日、給食残さとか野菜の食材の切り落と

し等の生ごみ等が出ます。それを火曜日、金曜日につきましては環境衛
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生センターに取り来ていただけるんですが、そのほかの曜日につきまし

ては、業者に委託しておりますので、その経費となります。 

 

長谷川知司分科会長 残材率というか、そういう率は減ってきているか分かり

ますか。 

 

和田学校給食センター所長 献立と給食の食数にもよりますので、減ってきて

いるかどうか、一概には分からないんですが、令和２年度が約３万４，

０００キログラム、令和３年度が約２万４，０００キログラムですね。

約１万キログラム、令和２年度と令和３年度で比べれば、残さ量は減っ

てはきております。 

 

岡山明委員 今の質問なんですけど、産廃を市ではなくて、民間の業者に委託

されるという話をされたんですけど、普通、市のほうがごみを回収でき

ると思うんです。民間に回収されるというのは理解し難いんですけど、

教えていただければ。 

 

和田学校給食センター所長 環境衛生センターが来ていただけない曜日につき

ましては、業者に取りに来ていただいて環境衛生センターに搬入してい

ただいているという状態です。 

 

岡山明委員 そういうことで、回収するという状況だけですね。 

 

和田学校給食センター所長 そのとおりです。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）３

６５ページまで終了ということです。では、ここで職員入替えのため１

０分休憩して、３時２５分から再開いたします。お疲れ様でした。 

 

午後３時１５分 休憩 
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午後３時２５分 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして、分科会を再開いたします。審査番号

⑤、審査事業４の執行部からの説明をお願いいたします。 

 

工藤企画課長 冒頭のお時間を頂きまして、ありがとうございます。午前中に

御審議いただく中で、事務事業評価の令和５年度に向けた方向性につい

て、コストについては拡大の方向性だという考え方をお示しさせていた

だきました。資料については、１０ページ、きらら交流館再整備検討事

業の項目になりますが、若干の説明不足な面ございましたので、改めて

御説明させていただきます。まず、そもそもの目標は…… 

 

長谷川知司分科会長 先ほど私は審査事業４と言いましたけど、さっきした審

査事業３についてのことですね。 

 

工藤企画課長兼 PPP/PFI 推進室長 はい、そうです。では、続きから。そもそ

もの令和５年度に向けた方向性という欄の考え方についてでございます

が、事務事業評価でお示しする方向性につきましては、令和４年度の実

施計画と比較して、次年度以降の成果やコストがどのように推移すると

考えるのかといった点を記載することとしております。きらら交流館に

つきましては、令和４年度に見込んだ建設費用や設計費用、また、想定

される今後の指定管理料について、実際の費用負担の発生が数年先とな

ることから、コストの増につながる変動要素が少なからず存在する点を

勘案いたしまして、コストについて拡大の方向性にいたしました。あわ

せて、１点訂正させていただきます。先ほどの説明の中で、年度の考え

方が令和３年度と申したり、令和４年度とあったりと混在しておりまし

たが、令和５年度に向けた方向性を検討する際に基準となる年度は、令

和４年度となります。おわびして訂正をいたします。また、いろいろと

御意見を頂きました中で、現在の考え方では、必ずしも全ての事業の方



 103 

向性を正しく表現することができない場合があるようにも感じておりま

すので、その点につきましては、今後の研究課題とさせていただきたい

と考えております。説明については以上です。 

 

長谷川知司分科会長分科会長 説明がありましたが、よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）それでは、審査事業４、デジタル推進室お願いいた

します。 

 

九島デジタル推進室長 審査対象事業４のデジタル化推進事業について御説明

します。資料の１４ページをお開きください。人口減少や高齢化、それ

に伴う税収の減少が進む中、不足する人材や財源を補いつつ、様々なサ

ービスの質の向上を図るとともに、より効果的に自治体を運営するため、

本市においても、デジタル化を推進しているところです。そのための体

制整備として、昨年４月に企画部内にデジタル推進室を設置しました。

本市に求められるデジタル化を推進する施策を立案するほか、関係各課

との調整を行い、全庁的に取り組んでいくための推進役を担っています。

なお、国の地方創生人材支援制度を活用して、デジタル技術に精通した

民間事業者に専門家の派遣を要請し、日本情報通信株式会社から、室長

として私が派遣されることになりました。このデジタル化推進事業は、

デジタル推進室の運営に関する経費となります。昨年度のデジタル推進

室の取組については、資料１５ページの下段を御覧ください。まずは、

各課ヒアリングを実施しました。これについては後ほど御説明します。

続いて、エルガナの導入です。これは、職員間において職場以外での連

絡が取りやすいように、ＮＴＴが運営する無料通信アプリを導入したも

のです。続いてデジタルデバイド向け研修、いわゆるスマホ教室の開催

です。これは、デジタル機器の使用に不慣れな高齢者等市民を対象に、

公民館においてスマートフォンの使い方を学ぶスマホ教室を開催したも

のです。補正予算審査のときにも御説明しましたが、昨年度は、携帯シ

ョップを運営する民間事業者が、国の補助金を活用して行うスマホ教室

に対して、市が参加募集や場所の提供等の面で協力する形で開催しまし
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た。続いてＷｉ－Ｆｉの設置です。これは、昨年度の９月補正で予算を

認めていただいた事業で、市役所ロビー、山陽総合事務所、中央図書館、

厚狭図書館に無料のＷｉ－Ｆｉを整備するものです。昨年の１２月に設

置して以降、件数も伸びており、月に４００件程度の利用があります。

続いてＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲの業務への摘要ですが、昨年度はアンケー

ト集計や税務課の業務等５業務について、新たに実施しました。平均で

８５％の業務時間の削減につながっており、今後も原課と相談しながら

横展開を図ってまいります。続いて、ＲＥＳＡＳ、地域経済分析システ

ムの研修会実施です。今後更にデータ分析に基づく施策展開が求められ

ていることから、中国経済産業局から講師を招き、職員を対象にＲＥＳ

ＡＳの研修会を実施しました。資料の１６ページを御覧ください。各課

ヒアリングの詳細について御説明します。昨年５月から７月にかけて、

庁内４５課へのヒアリングを実施しました。各課からは、市民生活の質

向上につながるもの、市役所の業務の効率化につながるものなど、デジ

タルを活用した様々な事業が示されました。デジタル推進室が中心にな

って導入する事業、デジタル推進室と協議しながら導入する事業、各課

が個別に取り組む事業がありますが、令和３年度に導入することができ

た事業として、窓口での申請書作成支援システムやキオスク端末の導入、

電子図書館開設、図書館等でのＷｉ－Ｆｉ設置があります。令和４年度

については、デジタル推進室が中心になって導入する事業として、窓口

手数料のキャッシュレス決済導入、市の情報発信ツールとしての無料通

信アプリＬＩＮＥの導入といった事業を予算化しており、現在、導入に

向け準備を進めているところです。その他にも、各課で予算化した事業

として、子育て支援課の子育て支援アプリ「母子モ」や保育業務支援シ

ステム「コドモン」などがあります。徐々に庁内全体へのデジタル化に

取り組もうとする機運が醸成されていると感じているところです。その

ほか、ヒアリングで各課から示された事業のうち、主なものを令和５年

以降検討案として記載しています。既に導入に向けた調整が進んでいる

事業もあれば、まだ、検討に向けた調査段階の事業もありますが、今後

の導入、予算化に向け、関係部署と協議を進めていきたいと考えていま
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す。資料の１４ページにお戻りください。令和３年度の支出額ですが、

旅費４万９，９８０円、消耗品費３万８，８３３円、日本情報通信株式

会社に対する派遣の負担金が８６９万９，４０５円となり、財源は一般

財源です。指標についてですが、実施計画では、活動指標として「デジ

タル化の推進に向けた推進計画の作成」を設定していました。当初は、

令和３年度にデジタル化推進計画を作成し、本市が取り組む事業を検討、

取りまとめた上で、令和４年度から事業化することを想定していました

が、デジタル推進室を立ち上げ後、計画作成に時間を掛けるよりも、デ

ジタル化に向けた方針のみを定め、国の補助制度の活用や補正予算計上

により、事業化に取り組むことを優先することとしました。よって、指

標の実績は、方針の作成としています。方針については、資料１５ペー

ジの上段を御覧ください。山陽小野田市ＤＸ推進方針について、御説明

します。本市がデジタル化、そしてＤＸ（デジタルトランスフォーメー

ション）を推進するに当たっての三つの基本的な方針を定めました。一

つ目は、「「協創」による、デジタル技術を活用した市民のＱＯＬ（生

活の質）向上を実感できる地域課題の解決」です。デジタル化の目的は、

まずは市民生活の質の向上です。デジタル技術を活用することで、市民

が便利になったと実感していていただけるよう、理科大生や商工会議所、

若手市職員等、まちづくりの担い手と協力しながら、地域課題の解決に

向けたデジタル技術の活用案の検討や実証実験を行います。二つ目は、

「デジタル技術活用による効率的で効果的な行政サービスの推進」です。

市役所の業務では、様々な電算システムが使われていますが、まだ紙媒

体での処理が中心の業務が多くあります。手続のデジタル化を進めるこ

とで、市民にとっては「来庁しなくても手続ができる窓口」、職員につ

いては「入力処理等の業務の効率化」を図りたいと考えています。そし

て、三つ目が「誰一人として取り残されることなく、情報格差のない地

域社会の実現」です。スマートフォンの普及により、生活の様々な場面

でデジタル技術を使ったサービスが導入されていますが、一方で、使い

方がよく分からない、使いこなせる自信がない、といった声もあります。

全てをデジタル化するのではなく、窓口での対応を継続するのは当然で
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すが、オンラインによる行政手続、サービスの利用方法に対する助言や

相談を行い、スマートフォンを使ってみたいという方が、安心して使え

るように取り組んでいるところです。表にある、スマートシティ戦略、

スマート自治体戦略、デジタルデバイド（情報格差）対策、ＤＸ人材育

成戦略は、三つの基本的な方針を具現化するための戦略及び対策となり

ます。資料の１４ページにお戻りください。目標達成度は、Ａとしまし

た。令和３年４月にデジタル推進室を立ち上げた後、庁内全部署に対し

て個別にヒアリングを行い、各課がデジタル化に取り組むための支援を

始めたことで、庁内全体でのデジタル化への取組が徐々に進んでいるこ

と、また、誰一人として取り残されることのない社会を実現するため、

デジタルデバイド対策として高齢者等市民を対象とするスマホ教室を、

民間事業者の協力により実施したことで、デジタル機器への不安の解消

につながっているとのお声を頂いていることから、デジタル化が進んで

いると判断したことによります。引き続き、デジタル推進室が推進役と

なって、本市のデジタル化に取り組んでまいります。以上で説明を終わ

ります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部からの説明が終わりました。委員の質疑を受け付

けます。 

 

古豊和惠委員 １６ページの保育業務システム、コドモン導入、これは安心安

全のためには絶対必要だなと思うんですけれど、市内ではどこが導入し

ているんでしょうか。 

 

九島デジタル推進室長 コドモンにつきましては、市内の全ての公立保育園３

園に導入済みで、公立の埴生幼稚園は、部署が違うために導入されてい

ないと聞いております。 

 

古豊和惠委員 公立はもう進んでいると。私立のほうは、まだまだ導入の予定

はないということですか。 
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九島デジタル推進室長 私立のほうについての情報を持ち合わせておりません

ので、原課に確認してまいりたいと思っております。 

 

伊場勇委員 令和３年度の取組の中で一番下のＲＥＳＡＳのデータを活用して

スキルを習得するということで、担当が三つだけなんですけど、そのほ

かの方が参加しなかったのはなぜですか。 

 

九島デジタル推進室長 当時コロナがかなりはやっていたということもありま

して、オンラインでさせていただいたんですけれども、取りあえず小人

数で、密にならないようにということで、３課だけで実施させていただ

いたという経緯がございます。 

 

伊場勇委員 僕もＲＥＳＡＳを使ったりするんですけど、活用して、どのよう

に役に立っているかというのが、まだ日は浅いかもしれませんが、感じ

ることがあれば教えてください。 

 

九島デジタル推進室長 ＲＥＳＡＳのデータで今取れるものとしては、人口マ

ップだとか、地域経済マップとか、産業構造マップなどを山陽小野田市

はどうなっているかというところが取れるところではあるんですけれど

も、物によってかなりデータが古くて、２０１５年のデータで分析しな

いといけないと、その後コロナがあったりとかして、現状が分析できな

い、かい離があるのではないかということもありますので、ＲＥＳＡＳ

だけを使うのではなくて、ほかのものも抱き合わせしながら、分析を進

めていきたいとは思っています。要望としても、なるべく２０２０年以

降のデータなどを使えるようには要望しているところになります。 

 

前田浩司委員 １５ページの３年度の主な取組の中の上から２番目、エルガナ

はどういったシステムになるんでしょうか。 
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九島デジタル推進室長 職員の皆さんの個人でお持ちの携帯に入れるＬＩＮＥ

のような連絡ツールになります。通常時は、皆さん庁内にいらっしゃる

かと思うんですけれども、例えば緊急時の連絡等に部署で管理すること

ができますので、そういった形で活用しているところになります。 

 

伊場勇委員 災害時にスマホの中に入れていたりするんですか。セキュリティ

ーが高いんでしたっけ。その辺についても教えてください。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 おっしゃるとおりでございます。ＬＩＮＥは

海外資本でございます。このエルガナというのは、ＮＴＴの国内資本で、

セキュリティーが国内のサーバーを使っているというところもございま

して、優先的に庁内の連絡はエルガナにしようということで使っている

ものでございます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）審査

事業４を終わりまして、審査事業９をお願いします。 

 

杉山シティセールス課長 審査対象事業番号９の熱気球搭乗体験「そらから魅

る超絶景！山陽小野田」について御説明します。２９ページを御覧くだ

さい。本事業は、熱気球に搭乗し、いつもとは違う空からの眺めによっ

て、本市が誇る地域資源を楽しむものです。本市の観光客数は、令和元

年までは増加傾向にありましたが、令和２年はコロナ禍により７３万９，

０３４人となり、前年度比約６４％まで大幅に落ち込みました。そのた

め、令和３年度の７月から１２月までの期間において開催する山口ゆめ

回廊博覧会は、減少した観光客数の回復に向けた絶好の機会と捉え、本

市への誘客効果を相乗的に高めるため、近年にない観光イベントとして

熱気球搭乗体験を実施しました。事業内容について、３０ページを御覧

ください。この搭乗体験の開催手法は、最大３０メートルまで熱気球を

浮上させる係留フライトであり、その場で上昇と下降を繰り返すものに

なります。１回の搭乗時間は約５分です。対象者は、観光分野でターゲ
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ットとする中国、四国、九州地域までの近隣県にお住いの方に限定し、

募集しました。参加料金は、１ゴンドラを貸し切る場合は、１回のフラ

イトで１万円とし、搭乗人数は、小学生以上６名及び小学生未満２名の

最大８名が上限です。相乗りの場合の参加料金は、中学生以上は２，５

００円、小学生は１，５００円、小学生未満は無料としました。募集人

数は、１日当たり３０組を上限に、事前予約制としました。搭乗時間は、

原則として７時３０分から１０時３０分までの３時間で設定しましたが、

気候状況により、搭乗時間の短縮もありました。搭乗体験の実績は、６

を御覧ください。開催場所は、（１）から（４）までで、当初予定して

いた「山陽オートレース場」、「江汐公園グリーン広場」、「小野田運

動広場」の３か所に、当初予算の審査で委員から御提案いただいた厚狭

地区での開催として「厚狭球場」を加え４か所とし、週替わりで開催し

ました。「（１）山陽オートレース場走路内」では、１０月９日、１０

日に実施し、申込者数４６組１９５名に対し、９組４４名の方に搭乗い

ただきました。９日はイベントの途中で風速４メートル以上となり、フ

ライトを続けることが危険な状況となったため、８時３０分以降の搭乗

体験を、続く１０日も同様の理由により、全ての搭乗体験を中止しまし

た。「（２）江汐公園グリーン広場」では、１０月２３日、２４日に実

施し、申込者数６９組３１４名に対し、６４組２９４名の方に搭乗いた

だきました。２３日はイベントの途中で風速４メートル以上となり、１

０時以降の搭乗体験を、続く２４日も同様の理由により１０時以降の搭

乗体験を中止しました。「（３）小野田運動広場」では、１０月３０日、

３１日に実施し、申込者数５８組２４７名に対し、５２組２２６名の方

に搭乗いただきました。３０日はイベントの途中で風速４メートル以上

となり、９時３０分以降の搭乗体験を中止しました。「（４）厚狭球場」

では、１１月６日、７日に実施し、申込者数６６組２４７名に対し、幸

い天候にも恵まれ、申込者全員の搭乗体験を行うことができました。な

お、当日、開催場所に来られたものの搭乗体験ができなった方に向けて

は、地上ではありますが、熱気球のゴンドラに乗って記念撮影を行った

り、バーナーの温度を体感してもらったりするなどの体験や説明を無料
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で提供させていただきました。２９ページにお戻りください。以上の事

業内容に対し、令和３年度の支出額は、熱気球体験搭乗業務委託料とし

て２，５９万９，５００円、熱気球体験搭乗ポスター及びパンフレット

の制作費として印刷製本費１９万１，４００円の合計２７９万９００円

となりました。この支出に対する財源は三つあり、特記事項を御覧くだ

さい。一つ目は、搭乗者が支払った熱気球体験搭乗料金収入で、合計１

３８万円になりました。二つ目は、一般社団法人山口県観光連盟が実施

する「そらから魅る超絶景」事業において、補助金の交付申請を行い、

「熱気球体験搭乗企画支援事業補助金」６０万円を交付されました。三

つ目は、ふるさと支援基金で８１万９００円を充当しています。指標に

ついては、成果指標として、「本市の観光客数」を掲げ、令和２年にコ

ロナ禍により大幅に落ち込んだ観光客数を令和元年並みの観光客数１１

５万人に回復させることを目標にしていましたが、実績は８１万６，３

２５人で達成率は７１％となりました。成果については、山口ゆめ回廊

博覧会の開催期間に実施したことで、双方においてイベントのＰＲを行

い、本市への観光客の誘客効果を相乗的に高め、減少した観光客数の一

部回復に貢献したと考えています。また、気球という話題性も含め、４

か所の会場でイベントを実施し、合計で１９１組８１１名の方に参加い

ただき、いつもとは違う空からの眺めで本市の魅力を知ってもらうこと

ができたと考えています。左下の目標達成度は、達成率が７１％であっ

たことから、Ｃとしています。令和５年度に向けた方向性については、

この度の事業は、山口ゆめ回廊博覧会との同時開催により、本市への誘

客効果を相乗的に高めることを目的としていたため、令和４年度以降の

単独イベントとしての実施は予定しておりません。また、当該事業は、

気候状況に大きく左右されることから、安定したイベント運営が困難で

あることも踏まえた上で、成果を完了とし、事業の継続を見送っていま

す。以上で、説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付



 111 

けます。 

 

伊場勇委員 搭乗体験された方の市内在住の方の割合はどれぐらいでしたか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 市内の割合は、８割程度になります。 

 

伊場勇委員 各会場は熱気球に乗るだけで、ほかのイベントを併設したり、共

催したりといったことはなかったんですか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 イベントとしましては、江汐公園の運動

広場で開催した際なんですが、江汐公園の秋祭りと、あと竹灯会の竹灯

といったところと併せてＰＲを行ったというのがあります。そのほかに

イベントではございませんが、オートレース場は、飲食が禁止のスペー

スになりましたので、こちらでは行っておりませんが、それ以外の会場

におきましては、山陽小野田名産品の認定事業者になりますグランシャ

リオさんに、当日、走るケーキ屋さんを御準備いただき、飲食を提供い

ただいたという実績がございます。 

 

前田浩司委員 資料の３０ページの２番、対象者。中国、四国、九州地域に限

定しておられるのは、何か意図するものがあったんでしょうか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 先ほど課長からの説明の中でございまし

たが、現在観光のターゲット地域としまして、九州の北部、県内と広島

県といったところをメインターゲットとしておりますので、ターゲット

を限定して募集を掛けたというところになります。 

 

長谷川知司分科会長 今の募集ですけど、どういう形で募集を掛けられたんで

すか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 イベントのＰＲということでよろしかっ
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たでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）この度、印刷製本費として支

出がある旨も御説明させていただきましたが、専用チラシを３，５００

部作成しました。そのほかにポスターも１００枚作成し、こちらを市内

の公共施設や観光地、そのほか地元の企業、ＪＲ小野田駅、厚狭駅、山

口宇部空港、それに加えて山口ゆめ回廊博覧会の７市町でのＰＲであっ

たり、そのイベント会場とかでのチラシ配り、あともう一つ、レノファ

山口のサンクスデーといったイベントに出向いた際に、ＰＲを行うよう

な形で募集したところです。 

 

長谷川知司分科会長 対象者は中国、四国、九州地域になっているんですけど、

その地域に特にアピールしたということはあるんですか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 直接、福岡県であったり、四国のほうで

ＰＲしたということは、残念ながらございません。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）これで審

査事業９番を終わります。次に決算書に入ります。決算書１３６から１

３９ページまで。 

 

岡山明委員 無料の法律相談の事業の委託料があると思うんです。現状どうな

っているかお聞きしたいんですが。 

 

原野シティセールス課広報係長 無料法律相談業務委託料につきましては、生

活安全課の所管になりますので、民生福祉分科会と思います。 

 

伊場勇委員 広報紙についてお聞きします。デザインを２０２１年１月から変

更して、いろいろ中身もピックアップされた市民の方とかを工夫されて

いると思うんですけども、若い世代で見ない人が結構多いと思うんです

よね。そこでマチイロも活用されているじゃないですか、デジタルで見

られるように。それについては、令和３年度は広げ方というか、アナウ
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ンスをして、見られている方が何名増えたとか、そういった数は把握さ

れているんですか。 

 

原野シティセールス課広報係長 増えた数については、マチイロで掲載させて

いただいておりまして、具体的な数というのを持ち合わせていないんで

すけれども、ダウンロード数は増えておりますので、市の広報について

も、広く見ていただいておるとマチイロの担当者からも聞いております。 

 

伊場勇委員 それでデザインを変更されて、特に人気のあるコーナーとか、そ

ういった声があるのかなと思ったんですけど、それについては何かあり

ますか。 

 

原野シティセールス課広報係長 リニューアルをいたしまして、特に広報の中

でスマイルアップというコーナーを設けました。令和３年１月１５日号

から始まりまして、今のところ２０名の方に出演していただいておりま

す。出演していただいた方の内訳としては、スマイルプランナーの方な

ど、まちづくりに関わっている方を中心に出演していただいているわけ

ですけれども、かなり反響がありまして、例えば、出演していただいた

方が講座をいろいろ開いている方であれば、それに自分も参加してみた

いので、是非、連絡先を教えてほしいとか、そういった反響も広報係の

ほうに直接、電話やメールなどが入っているという状況です。あと若い

方にもなるべく読んでもらえるように、いろんな幅広い世代の方に出演

をしていただいておりますので、今後もできるだけ若い方に手に取って

見ていただけるような広報紙づくりをしていきたいと考えております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）９目企

画費です。１４２ページ、１４３ページ。 

 

伊場勇委員 １４３ページの転入奨励金の決算額について、予算からすると少

し減っておるようですが、内容がどうだったのか教えてください。 
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水野シティセールス課定住促進係長 令和３年度の新築に対する申請が５３件

ありまして、３４８万６，１００円になります。新規申請での中古物件

については、４４万１，１００円になります。２年度目から５年度目の

新築については２１９件、金額にしては１，５９６万５００円になりま

す。２年目から５年目についての中古物件の取得についての申請につい

ては、２２８万７，３００円になります。新築については、合計２７２

件の１，９４４万６，６００円。中古物件については、７６件で２７２

万８，４００円になります。 

 

伊場勇委員 この制度については、もうエンドが決まっていて、令和３年度に

ついては、特にそういった問合せ等々はなかったですか。どうでしたか。 

 

杉山シティセールス課長 令和３年度におきましては、令和４年３月議会でし

たので、３月までにこの件について、そんなに問合せが多くあったとい

う記憶はありません。ただ、議会で可決いただいた後は、今年度配る広

報、チラシ等について制度が変わります、終わりますという周知を始め

ております。 

 

伊場勇委員 この企画費の中で基本構想審議会というのが、令和３年度どのよ

うに行われたのか教えてください。 

 

藤井企画課政策調整係長 予算としては、委員の人数を４０名で６回を予定し

ていましたが、決算といたしましては、計３回、委員の人数が２３名に

おいて基本構想審議会を行っております。 

 

伊場勇委員 １４３ページの１８節の繰越明許、高度無線環境整備推進事業は

厚陽地区のことかなと思っているんですけども、結局、令和３年度はど

のようになって繰越しになったのか、また説明してもらっていいですか。 
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山下デジタル推進室主任 令和２年度から令和３年度にかけて繰越しを行って

おるんですけれども、こちらにつきましては、工事する上で業者が地権

者への折衝が必要だったりするので、コロナ禍というところもありまし

たので、計画どおり進まなかったというところもありまして、令和２年

度から令和３年度へ繰越しという形にしております。 

 

長谷川知司分科会長 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）次に行きましょ

う。１０目ですが、中山間地域はもう終わっておりますので、それ以外

です。 

 

伊場勇委員 １４５ページの１２節委託料について、サポート寄附業務委託料

について、この金額について御見解をお聞かせください。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 これはサポート寄附の業務委託料になっ

ておりまして、頂いた寄附額の５％に消費税を掛けた金額になっており

ます。業務としましては、返礼品の受発注や登録事業者の管理であった

り、新規返礼品の開発業務などをしていただいております。 

 

伊場勇委員 なぜこんなに少なかったのかというのをどう分析されているか教

えてください。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 少なかったというのが、恐らく令和２年

度に対してということだと思うんですけど、一番の要因は、本市の売れ

筋商品でありますおせちがあるんですが、そちらについての受注が、令

和２年度に比して随分と少なくなってしまったというところが、一番大

きな要因になっております。 

 

長谷川知司分科会長 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）１６８から１７

１ページの新型コロナです。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

次に行きます。次は２８８から２９０ページの観光宣伝費です。 
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伊場勇委員 １８節の負担金、補助及び交付金のところの山口県央連携都市圏

域事業負担金についてですが、予算よりも大分減っているのと、そもそ

も山口県央連携都市圏域事業というのは、全体２億円ぐらいの規模でや

られているということだったんですが、令和３年度は結局どのようにな

ったのか教えてください。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 こちらの事業は大きく二つになります。

一つは県央連携事業ということで、７市町の実行委員会の中で実施する

事業の負担金がございます。こちらは７市町で周遊を促進するようなイ

ベント、例えば、令和３年度に実施したのがリアル宝探し、ななゆめ調

査団とか、７市町をめぐっていただいて、スタンプラリーを行うといっ

たものであったり、ドライブスタンプラリーとか、７市町を巡っていた

だくためのイベント経費であったり、７市町の広域でのプロモーション

費用であったりといったものに負担金を主として出しております。こち

らの金額が４５万９，０００円。その残りにつきましては、市の主体事

業として実施するための負担金になっております。こちらが当初予定し

た予算よりも大幅に減額になっておりまして、３月のときに補正予算で

減額させていただいたときにも御説明させていただきましたが、大きく

減額となった要因が二つあります。一つが、日本のガラス展巡回展の予

算を取っていたんですけども、こちらの中の委託料が、当初運搬と梱包

だったと思うんですけど、別々で発注するような予算取りをしておりま

したが、実際に事業を進める中で一括発注ができるということで、大幅

に委託料が減額になったというのが一つ要因としてあります。もう一つ

大きな理由としまして、７市町で公式ガイドブックを作成したところで

すが、こちらにクーポン券を付けておりました。こちらの予算として４

００万円弱予算化しておりましたが、実際の実績が３，５００円だった

ということで、３月の補正のときにも御説明させていただきましたが、

内容として魅力的じゃなかったという御説明をさせていただいたところ

かと思います。ここが大きな原因で、大幅な不用額が出ているという理
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由になります。 

 

長谷川知司分科会長 以上で審査番号⑤は終わりました。ここで１０分間休憩

します。 

 

午後４時１３分 休憩 

 

午後４時２０分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして、分科会を再開いたします。先ほ

どの古豊委員からのデジタル推進室への質問について、古豊委員、お願

いします。 

 

古豊和惠委員 先ほど私がコドモンに対して質問をいたしましたが、所管が違

うので、お答えは結構です。 

 

長谷川知司分科会長 では審査番号⑥、審査事業６、執行部の説明を求めます。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 それでは審査事業６番、期日前投票所増設事業

（赤崎公民館）について、御説明いたします。資料２３ページをお開き

ください。本事業は、投票率の向上を図るため、今まで期日前投票所の

なかった小野田地区南部へ期日前投票所を増設するもので、その場所を

赤崎公民館、現赤崎地域交流センターとし、昨年１１月の市議会議員選

挙から実施しました。期日前投票の期間及び時間は、埴生期日前投票所

と同じ、期日前投票期間の最後の週の月曜日から金曜日まで、時間は午

前８時３０分から午後５時までとし、場所は当日の赤崎投票所と同じ赤

崎地域交流センター１階の第一研修室としました。期日前投票所増設に

必要な情報通信回線については、既に南支所に敷設されており、その他

記載台等も当日投票分を使用することができることから、新たに準備す

る必要が無く、結果として要した費用については、期日前投票所立会人
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報酬や事務従事に当たる派遣職員の委託料など、５日分の人件費関係が

主なものとなり、１８３万１，０００円となりました。資料２４ページ

をお開きください。昨年１０月の衆議院選挙における期日前投票者数は、

全体として平成２９年の第４８回衆議院選挙に比べ２，５２２人の減と

なりましたが、赤崎期日前投票所においては、５４３人の投票者があり、

選挙人に対する利便性の向上としては、一定の効果があったものと考え

ております。しかしながら、本来の目的である投票率は４７．５６％で、

前回平成２９年の５３．２３％に対し５．６７ポイント減少しており、

結果として投票率の向上はございませんでした。同様に赤崎期日前投票

所における投票者数は、昨年の参議院補欠選挙では３００人、県知事選

挙では３３９人、また、市議会議員選挙では５９５人の投票者がありま

したが、いずれも投票率が４５．９６％から３１．３６％へ１４．６ポ

イントの減、３５．５７％から３２．９７％へ２．６ポイントの減、５

５．４１％から４７．７３％へ１０．２８ポイントの減となりました。

特に市議会議員選挙では山陽小野田市になって初めて投票率が５０％を

下回る結果となりました。年齢別に見ますと、全国的な傾向と同様に若

年層、特に２０歳代が１０％から２０％と低く、年齢が上がるほど高く

なっています。また投票区別に見ますと、竜王投票区が低くなっており、

これは先ほどの年齢別状況につながるものではないかと考えております。

今後につきましては、新型コロナウイルス感染症防止対策として、期日

前投票の活用を周知していくとともに、先ほど御説明しました若年層に

対する対策として、今後、教育委員会や理科大と連携して若年層への主

権者教育を進めていく必要があると考えています。以上で説明を終わり

ます。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部からの説明が終わりました。委員の質疑を受け付

けます。 

 

笹木慶之委員 市議会議員選挙の実績、赤崎投票所の実績がありましたが、ち

ょっと確認しますね。５５.４１％が４７.７３％に落ちたということで
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したね。（「はい」と呼ぶ者あり）それはそれでいいんですが、全体的

には何パーセントが何パーセントになったんですか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 市全体としての投票率が、今申し上げましたと

おり、５５.４１％から４７.７３％です。 

 

笹木慶之委員 赤崎投票所はどうなったわけ。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 赤崎の投票所における投票者数は、市議会議員

選挙で５９５人、期日前投票者全体の９.２％に当たります。 

 

笹木慶之委員 いや、そうじゃなしに、赤崎の投票率が幾らから幾らになった

かということを聞いているわけ、前回と比べて。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 投票区として捉えて、そういう考え方で、（「は

い」と呼ぶ者あり）少々お待ちください。すみません。前回のほうを持

ってきてないんですが、今回の市議選では５０.２７％です。 

 

長谷川知司分科会長 前回は持ってきてないということですね。 

 

笹木慶之委員 全体をね、５５.４１％の４７.７３％と言ったんだったら、こ

れは赤崎投票所をやったわけやから、赤崎投票所がどれくらい上がった

か言わんにゃいけんじゃない。それが分からないんじゃ評価にならんじ

ゃない。普通そう思うけどね。 

 

長谷川知司分科会長 赤崎投票区だけでなくて、このことによって、本山地区、

赤崎地区、須恵地区、３地区がここを利用されたと考えられますので、

赤崎投票区だけじゃ判断できんかもしれませんが、今参考までにお聞き

するということです。 
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亀田選挙管理委員会事務局長 ちょっと調べて後ほど御説明したいと思います。 

 

笹木慶之委員 そうすると、母体は赤崎地区なんだけど、委員長が言われたよ

うに、もう二つの地域も関連してるかもわかりませんから、それもちょ

っと教えてください。やはり効果を見ないとね。 

 

宮本政志副分科会長 資料を出すのにどれぐらい時間が掛かるか分かりません

けど、この赤崎公民館の増設の審査ですから、それに対する一番重要な

資料が出てこないことには、いろいろ質疑というのが難しいと思うんで、

もしあれでしたら、５分ぐらいか分かりませんけど、一旦暫時休憩入れ

ていただいて、やはり資料出てこないことには審査はできませんよね。

上がったか下がったか分からなかったら。 

 

長谷川知司分科会長 休憩します。 

 

午後４時３０分 休憩 

 

午後４時３５分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では、休憩を解きまして分科会を再開いたします。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 大変申し訳ございませんでした。それでは、平

成２９年のときの市議会議員選挙ですが、赤崎投票区が５６.４７％、今

回、昨年の分が５０.２７％ですので６.２ポイント減となっております。 

 

笹木慶之委員 ついでに本山投票所と須恵投票所も分かりますか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 本山投票区が前回が５４.９１％、今回が４６.

７９％です。ですので、８.１２ポイントの減です。それから、須恵の投

票区ですが、前回が４８.３９％、今回が４０.７５％、約８ポイントの
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減です。 

 

笹木慶之委員 それでね、選挙が終わった後に選挙管理委員会がありますよね。

その中で、この期日前投票を行ったことの評価はどう出ていましたか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 これにつきましては、投票率全体としては下が

ってはおるんですが、先ほど申し上げましたとおり、５００名前後の期

日前投票者があったことから、利便性という意味におきまして、一定の

効果があったと考えております。 

 

笹木慶之委員 それは選挙管理委員会の委員の意見ですね。（「はい」と呼ぶ

者あり）はい、分かりました。 

 

宮本政志副分科会長 今の答弁から行くとですね、たしかに今回期日前が増え

ましたと。そうすると、選管としたら投票率は上がらなくてもいい、た

だ、利便性が向上して、期日前のほうの人数が増えたらいいというふう

な答弁に聞こえるんですが、そういう見解をお持ちなんでしょうか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 全体の投票率といたしましては、特に理由を先

ほども説明の中にはございました。竜王投票区での投票率が、かなり落

ち込んでおります。こちらのほうが、例えば先ほどの市議会議員選挙で

言いますと、前回が５０.８１％から３８.５５％、市内で一番低い投票

率となっておるという状況がございまして、この辺が年齢別の投票状況

ともつながる部分があるんではないかと考えているところでございます。 

 

宮本政志副分科会長 いや、答弁が違う。僕が聞いたのは、投票率が下がって

おりますと、しかし、５４３人、この赤崎投票所の増設によって期日前

が増えましたっておっしゃったんで、投票率を別に上げることは考えて

ないんだと。もう利便性が向上して、期日前の人が増えればいいんだと

いうふうに今受け止めたから、選管はそのようにお考えなんですねって
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聞いたの。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 投票率自体を上げなければいけないということ、

これは選挙管理委員会として非常に重要なことだと考えております。当

然ながらその部分につきまして、決して選管として、何も考えてないと

いうわけじゃなくて、ただ、そういう部分については、今回が例えば山

陽小野田市の部分で、先ほどちょっと市議会議員選挙のデータとして御

説明した状況ではございますが、昨年１０月に行いました衆議院選挙及

び参議院補欠選挙でも、全国的な状況として投票率がどんどんどんどん

下がっている状況にございます。したがいまして、この状況というもの

自体につきましては、山陽小野田市の選挙管理委員会単独で考えていっ

てなるものではなく、やっぱり全体的なものとして考えていかなきゃい

けない部分というのもあると思います。その部分は取りあえず全体とし

て考えて、それ以外のところで考えるならばどうかということで考えま

すと、赤崎地域の方にとっては利便性が上がったと考えております。 

 

宮本政志副分科会長 そこは分かります。だから、赤崎はこういうふうに増設

されて、たしかに近くにできたと。だから、利便性も向上して、期日前

の方が増えたと。それはもうこれ数字出ていますからね。だけど、投票

率を上げる効果はなかったと。だから、期日前を増やすだけでは、投票

率は上がらないと。じゃあ上げるために、選管はどのように今後取り組

んでいかれるか、どういうふうに対応されていくのか、どのような対策

を講じるのかというのをお聞きしたいんですけどね。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 これにつきましても、先ほどちょっと若干御説

明しましたが、やはり若年層の方、２０代前半の方が非常に低い投票率

となっております。これ昨年の一般質問でもございましたが、やはり主

権者教育という形で、高校生とか、そういうふうなところにどんどん出

前講座で、その選挙が必要なんだということを言っていかなければいけ

ないんじゃないかと考えておるところでございます。 
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宮本政志副分科会長 ということは、今のような形で、恐らくほかにも考えて

おられるんでしょうけど、投票率を上げていくことに努力をすると。シ

ョッピングセンターの件は、今日はちょっと扱いませんが、また、結果

が出てくると思うんですよ。今後、またこういった期日前投票所の増設

というのは考えておられるんですか。やっていきますか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 今の現時点において、期日前投票所の増設、今

年度もう既に７月の参議院選挙のときに大型ショッピングセンターでや

っておりますが、それ以外に、新たに期日前投票所の設置は現状考えて

おりません。 

 

長谷川知司分科会長 先ほど言われましたように、竜王投票区がすごく投票率

が下がったと。その原因についても大体もうつかんでいらっしゃると思

うんで、それをどのように解消するかというのが、今後の課題だと思い

ます。そのためには、やはり新たな期日前投票所を増やす考えがないと

いうんじゃなくて、様々な施策の中で考えていただきたいと。これは要

望でお願いします。ほかいいですか。（「いいです」と呼ぶ者あり）で

は、審査事業６をこれで終わります。決算書に入ります。決算書１３８

ページから１３９ページの中の７目会計管理費。（「なし」と呼ぶ者あ

り）次、１５２ページから１５３ページ、１８目監理費ですね。 

 

伊場勇委員 令和３年度の入札件数、また、そのうち不調に終わったものの数

を教えてください。 

 

野田監理室契約係長 令和３年度の入札件数が２３０件になります。不調に終

わったものを数えますので、少しお時間ください。不調に終わったのが

６件ありました。 

 

伊場勇委員 あと監理室の検査件数が８８件と出ていますが、検査件数、その
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内容といいますか、どういう検査をしたのか、総括的でいいので教えて

ください。 

 

長谷川知司分科会長 検査内容ですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

井上監理室長 検査内容というのは、工種別ということでございますか。（「は

い」と呼ぶ者あり）工種別には集計はしておりません。工事であれば１

３０万円以上、業務委託であれば５００万円以上というのが監理室の検

査対象となります。その検査件数が８８ということでございます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにございませんか。（「はい」と呼ぶ者あり）ちょ

っとお聞きするんですけど、入札結果は今ホームページに載せていらっ

しゃいます。不調の場合も載せているのもあるんですが、載せていない

のもありますが、その違いというのは何かあるんですか。 

 

井上監理室長 入札の結果につきましては、入札契約適正化法第８条と、入札

契約適正化法施行令第７条に、落札決定後、速やかに公表しなさいと規

定されております。条文には契約締結後に公表しなさいとなっているの

ですが、本市では、落札決定後公表しておりまして、先ほどありました

不調になった場合は、再入札を行って落札者が決まった後に、前回分も

含めて一緒に公表しております。理由といたしましては、不調分の入札

経過を公表してしまいますと、そこに幾らで入札したという結果があり

ます。この金額が、入札適正化法に基づく通達の中で、予定価格あるい

は最低制限価格を想像させるような金額については、事前に公表するな

ということになっておりますので、全てが終わって、落札者が決定して

から、こういう結果になりましたということを公表しておりますので、

その点は御理解いただきたいと思います。 

 

長谷川知司分科会長 はい、ほかにはございませんか。（「ありません」と呼

ぶ者あり）では、次の、１７６ページから１８９ページまで、選挙関係
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ですね。 

 

伊場勇委員 令和３年度にたくさん選挙がありまして、投票所に係る方は、人

材派遣委託料になると思うんですけども、毎回同じ人がいたりとか、で

も、もう違う人に変わりたいんやけど変われないとか、人員を集めるの

もなかなか大変かと思うんですけれども、それについて、令和３年度、

特に問題はなく人員配置できたんでしょうか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 投票管理者とかにつきましては、こちらである

程度人事課と協力いたしまして、職員を当てはめております。それ以外

の事務従事者につきましては、業者に委託派遣職員という形になってお

りますので、人材の派遣、集めることに関しては、そちらの会社のほう

でされているので、状況としてそれが難しかったかどうかということま

では聞いておりません。ただ、結果としてはきちんと人員がそろったと

いう状況でございます。 

 

長谷川知司分科会長 お聞きしますけど、投票管理者じゃなくて、立会人はど

のように決めてらっしゃるんですか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 期日前投票所の投票管理者につきましては、山

陽小野田市明るい選挙推進協議会の委員にお願いをしております。当日

投票の立会人につきましては、それぞれの投票管理者に、それぞれの地

区から集めていただいて、お願いして選任しております。 

 

岡山明委員 ちょっと投票立会人の報酬を聞きたいんですけど、今回の４回と

も全部一緒ですよね。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 立会人の報酬につきましては、時間によって変

わっておりますが、要するに当日で言いますと、森広、松ヶ瀬、湯の峠、

福田が午後６時までとなって、ほかのところに比べて２時間ほど短いの
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で、その分、立会人の報酬も低くなっております。それ以外は、時間に

よって決まっておりますので金額の差はございません。 

 

岡山明委員 この投票立会人なんですけど、参議院も衆議院も一緒なんですけ

ど、それぞれ選挙区と比例区の二つあるという状況で、人数が違います

よね。例えば、県知事選挙となると一つですよね。そうすると人が倍要

るという状況になって、当然この立会人の人数も違ってくると私は思っ

たんだけど、この辺は一緒ってどういうことですか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 投票立会人につきましては、公職選挙法の中で、

今のように複数選挙がある場合、そちらの両方を兼ねることができると

いう規定がございます。したがいまして、今言われる参議院選挙の場合、

選挙区と比例区、昨年の場合、ちょっと１週間ぐらい、衆議院選挙と参

議院補欠選挙が重なりました。この場合ですと、衆議院選挙区の小選挙

区、それから比例代表、参議院補欠選挙、この三つの選挙を投票立会人

が兼ねることができるという法律に基づいて人数を変えることなく、そ

のままやっております。 

 

長谷川知司分科会長 ちょっと待ってください。５時を過ぎるかもしれません

が、このまま続けますので御理解ください。 

 

岡山明委員 選挙区と比例区という二つ余分にそういう形でいくと、県知事選

挙など一人でしょ。今まで選挙区と比例区と、それでなおかつ最高裁の

選挙があると、立会いの人数も当然増えますよね。今回たまたまそうい

う三つダブった時期があるという状況がありますから、そういう意味で

やっぱり人数が違うでしょ。人数が倍おるでしょう。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 投票用紙の種類数は増えるんですが、来られた

選挙人の数は結果的に同じです。ですので、そういう意味においては現

状、そういった場合、２人の立会人で全て行うことができるという状況
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でございます。 

 

岡山明委員 そうすると、立会の方は２回するような形になるんですか。二重

といったらおかしいけど、選挙区と比例区、例えば衆議院になると、最

高裁の三つの投票用紙を出さないといけんですよね。県知事選挙になる

と１枚ですよね。それを兼ねとるということですか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 立会人の席は、今言われる衆議院選挙の場合、

小選挙区と比例代表、それから最高裁、こちらの投票するところが全部

一括で見れるような場所に席を設置しております。したがいまして、両

方を同時に兼ねることができる状況を作っておりますので、そういう意

味におきまして、立会人の人数を増やす状況は、特に必要性がないと考

えております。 

 

岡山明委員 次の質問なんですけど、開票の立会人、これ人数違いますよね。

金額は県知事選挙と参議院選挙、これがどうも一緒の金額ですよね。あ

とは参議院選挙と市議会議員選挙それぞれで金額が違うと。期日前のと

きに、その違いは何ですか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 開票のときの立会人につきましては、３人以上

１０人以下となっております。これが公職選挙法で定められた状況です。

したがいまして、まず市議会議員選挙の場合は、最大の１０人が立会人

として来られています。それから、それ以外の場合で衆議院選挙の場合

なんですが、小選挙区と比例代表は立会人を分けなければならないとい

うのが公職選挙法の規定となっております。小選挙区の開票立会人は、

最高裁判所裁判官審査、国民審査の立会いを兼ねるというか、それを同

時に行うというふうに公職選挙法でなっております。したがいまして、

先ほど衆議院選挙の場合は、小選挙区と比例代表、こちら別々として立

会人を設定しなければならないようになっております。 
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岡山明委員 今のは小選挙区ですよね。県知事選挙になるとどうなりますか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 県知事選挙につきましては、投票用紙１枚だけ

でございますので、３人以上１０人以下という形の中で、結果的に昨年

度３人の立会人をお願いしてやっている次第でございます。 

 

岡山明委員 そういうことで、県知事選挙と参議院選挙が一緒というのは、要

するに３人も候補者が立ってないという状況だったんですか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 昨年の参議院選挙につきましては、参議院補欠

選挙ということでございますので、比例代表選挙は行われておりません。

選挙区のみです。したがいまして、開票のときの立会人は、選挙区のほ

うの３人だけになっています。 

 

伊場勇委員 １８５ページの委託料のところですね。不在者投票事務委託料で

金額が出ておりますが、これについて実績はどうだったのか教えてくだ

さい。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 ちょっとお待ちください。すみません。ちょっ

と今資料を持ち合わせていなかったので、後ほど御回答させていただけ

ればと思います。 

 

宮本政志副分科会長 全体を見ていますが、市長選挙以外は衆議院選挙も参議

院選挙も県知事選挙も市議会議員選挙も、時間外勤務手当がそれなりの

すごい大きな額になっていますよね。会計年度任用職員のほうもぐっと

上がっていますけど、大体その何人体制ぐらいですか。全ての選挙が同

じですか。それともどこかほかの課から応援は来てるんですか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 事務局の体制といたしましては、昨年の１０月

のときには、他部局から応援を２人ほど事務局に入っていただいており
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ます。それから、それ以外に派遣労働者が３人ほど事務局の応援に入っ

てきております。そういう状況でございまして、それ以外に投票所での

形になりますと、投票用紙の数によって、投票用紙を交付する人数が変

わるんで、投票用紙交付係として、それぞれ１人増えたり減ったりとな

っております。 

 

宮本政志副分科会長 感覚からすると、職員数というか、人員数は十分足りた

という感じですか。それとももう少し応援があったほうがいいですか。

というのは、特に市議会選挙なんかは多いですよね。そうするとばたば

たばたばたして、一番いかんのは立候補者が不利益を被ることですから、

そういったことを考えた場合に、物すごいばたばた感があるのであれば、

どういうふうに人員を捉えられたのかなと思って。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 選挙のときにつきましては、昨年の特に１０月

については、人員は全然足りない状況であったと思っております。です

ので、こういうふうな言い方はここでしていいのかどうか分かんないん

ですけど、無事選挙が終わったというのを自分ながら信じられない状況

にもある次第でございます。ですが、選挙管理委員会事務局の職員数と

いうのが定数４人ということで定められている部分もございますので、

その辺のときに他市町村の場合は、応援職員というふうな形で来ていた

だくことがあるところもあるんですけど、そういう意味において、昨年

は２人ほど専属で来ていただいたという状況でございます。それでも、

そういう状況で昨年の場合はちょっとそういう状況ではなかったと思っ

ております。 

 

宮本政志副分科会長 何もなかったからオーケーじゃなくて、何かあったらも

うこれ取り返しのつかん大変なことになるので、是非、局長から、もう

市長部局の総務課にでも人事課にでも相談してください。特に候補者が

多いばたばたする選挙のときは、もう十分応援の職員がぐっと増えてい

るところが他市調べたらありますよ。そういったことというのは、もう



 130 

是非、前向きに検討していただきたいと思っています。これは意見です。

以上です。 

 

岡山明委員 今回、赤崎のことが先ほどあったんですけど、あそこを開設して

費用というのはどのぐらい掛かりましたか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 赤崎投票所における費用は、最終的に１８３万

３４６円ほど経費が掛かっているんですが、ほとんどが人件費でござい

まして、設備開設に当たって、例えば、記載台を買うとか、そういう経

費等はございませんでした。 

 

長谷川知司分科会長 今の金額どこか書いてありますか。何ページか教えてく

ださい。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 先ほどの資料の２３ページを御覧いただけます

でしょうか。こちらの中に支出の内訳といたしまして、期日前投票立会

人報酬が２８万４，０００円、時間外手当が２万１，７４６円、人材派

遣の委託料が１５２万４，６００円、合わせて１８３万１，３４６円と

いう状況でございます。 

 

岡山明委員 １８３万円に関しては人件費という状況を確認したんです。そう

いう状況で、先ほど投票率という話が出たんですけど、前回の衆議院選

挙が小野田市も山口県も同じ５０％切ったということで投票率が悪かっ

たんですけど、投票率を上げるために期日前投票所を新たに開設すると

か、山口東京理科大学のほうにそういう投票所の期日前投票所を動かす

とか、投票率アップのためにそういう考えはないですか。 

 

長谷川知司分科会長 これ要望でいいですね。決算とはちょっと違いますから。 

 

岡山明委員 決算とは違うんでしょうけど、そういう状況の中で、どうしまし
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ょうかね。要望ということで。 

 

古豊和惠委員 １８１ページから見てみると、県知事選挙のときには時間外勤

務手当７７２万何円だし、市議会議員のときも時間外７８２万円、参議

院も７４６万５，０００円。でも、市長選挙のときは２０万６，０００

円なんですけど、こんなに極端に少ないんですか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 市長選挙につきましては、無投票となりました

ので、時間外手当は少なくて済みました。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は、次行きましょう。１９０ページから１９１ページの監査委員事務局

です。 

 

伊場勇委員 定期監査はされていると思うんですけども、その中で財政援助団

体等の監査について、２か所されているんですけども、その２か所とい

うのはどこをされたのかお願いします。 

 

石田監査委員事務局長 山陽小野田市文化協会と体育協会の監査をいたしまし

た。 

 

伊場勇委員 体育協会と文化協会ということなんですが、これはどういう基準

で選ばれて、実際この対象になっている団体というのは、何団体ぐらい

あるんですか。 

 

石田監査委員事務局長 この財政援助団体等監査につきましては、令和２年度

から始めまして、具体的にどういう団体を選定していくかという基準等

はまだ設けておりません。今後の課題という状況でございます。 

 

長谷川知司分科会長 取りあえず二つ選んだという理解でいいんですか。 
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石田監査委員事務局長 令和２年度は、山陽小野田市シルバー人材センターの

監査をいたしまして、令和３年度は２団体ほど行おうということで、こ

の団体を選んだという状況でございます。 

 

伊場勇委員 資金が出ているところの監査が必要だと思うんですけれども、そ

の取決めというのを、令和２年度から始まって、令和３年度もやらなか

ったということですよね。それで、今から作ろうとしてるということな

んですか。その基準とかは特になく、決め方というのは誰が決めるんで

すか。 

 

石田監査委員事務局長 事務局と監査委員とで決めております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）な

いですね。先ほどの宿題を。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 先ほど大変申し訳ございませんでした。市議会

議員選挙における不在者投票事務委託料につきましてですが、２８施設、

１９８人となっております。 

 

長谷川知司分科会長 よろしいですか。ほかにはありませんか。（「ありませ

ん」と呼ぶ者あり）分科会はこれで終了いたします。どうもお疲れ様で

した。でした。 

 

午後５時１３分 閉会 

 

令和４年（2022 年）９月９日 

  

     一般会計予算決算常任委員会総務文教分科会長 長谷川 知 司   

 


